
※本マップには天然核種による空間線量率が含まれています。

第4次航空機モニタリングの測定結果を反映した東日本全域
の地表面から1ｍ高さの空間線量率

(参考1)
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別紙 
食安発０３１７第３号 
平成２３年３月１７日 

 
 

   都道府県知事 
 各 保健所設置市長  殿 
   特 別 区 長 
 

厚生労働省医薬食品局食品安全部長     

 

 

放射能汚染された食品の取り扱いについて 

 

 平成２３年３月１１日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る

内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。 

このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康

の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子

力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品につ

いては、食品衛生法第６条第２号に当たるものとして食用に供されることがな

いよう販売その他について十分処置されたい。 

 なお、検査に当たっては、平成１４年５月９日付け事務連絡「緊急時におけ

る食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。 
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別添 

 

○飲食物摂取制限に関する指標 

核 種 
原子力施設等の防災対策に係る指針における

摂取制限に関する指標値（Bq/kg） 

放射性ヨウ素 

（混合核種の代表核種：131I） 

飲料水 
300 

牛乳・乳製品 注） 

野菜類 

（根菜、芋類を除く。） 
2,000 

放射性セシウム 

飲料水 
200 

牛乳・乳製品 

野菜類 

500 穀類 

肉・卵・魚・その他 

ウラン 

乳幼児用食品 

20 飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類 

100 穀類 

肉・卵・魚・その他 

プルトニウム及び超ウラン元素

のアルファ核種 

（238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 
242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の

合計） 

乳幼児用食品 

1 飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類 

10 穀物 

肉・卵・魚・その他 

注）100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない

よう指導すること。 
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サイトマップ English

トップ > 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について

福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考
え方について

標記の件について、福島県教育委員会等に発出しましたので、お知らせします。

 

23文科ス第134号 

平成23年4月19日

 

  福島県教育委員会 

  福島県知事 

  福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長              殿 

  福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を 

  所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 

  の認定を受けた地方公共団体の長

 

                                 文部科学省生涯学習政策局長   板東久美子 

                                                 初等中等教育局長  山中伸一 

                                           科学技術・学術政策局長   合田隆史 

                                                 スポーツ・青少年局長  布村幸彦

                                                                           

福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について（通知）

 

 去る4月8日に結果が取りまとめられた福島県による環境放射線モニタリングの結果及び4

月14日に文部科学省が実施した再調査の結果について，原子力安全委員会の助言を踏ま

えた原子力災害対策本部の見解を受け，校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方

（以下，「暫定的考え方」という。）を下記のとおり取りまとめました。

1/4 ページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
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 ついては，学校（幼稚園，小学校，中学校，特別支援学校を指す。以下同じ。）の校舎・校庭

等の利用に当たり，下記の点に御留意いただくとともに，所管の学校及び域内の市町村教育

委員会並びに所轄の私立学校に対し，本通知の趣旨について十分御周知いただき，必要な

指導・支援をお願いします。

                                     記

 1. 学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について

  学校の校舎，校庭，園舎及び園庭（以下，「校舎・校庭等」という。）の利用の判断につい

て，現在，避難区域と設定されている区域，これから計画的避難区域や緊急時避難準備区

域に設定される区域を除く地域の環境においては，次のように国際的基準を考慮した対応を

することが適当である。

  国際放射線防護委員会（ICRP）のPublication109（緊急時被ばくの状況における公衆の防

護のための助言）によれば，事故継続等の緊急時の状況における基準である20～100mSv/

年を適用する地域と，事故収束後の基準である1～20mSv/年を適用する地域の併存を認め

ている。また，ICRPは，2007年勧告を踏まえ，本年3月21日に改めて「今回のような非常事態

が収束した後の一般公衆における参考レベル（※1）として，1～20mSv/年の範囲で考えるこ

とも可能」とする内容の声明を出している。

  このようなことから，幼児，児童及び生徒（以下，「児童生徒等」という。）が学校に通える地

域においては，非常事態収束後の参考レベルの1－20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用

判断における暫定的な目安とし，今後できる限り，児童生徒等の受ける線量を減らしていくこ

とが適切であると考えられる。

※1 「参考レベル」： これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが，合理的に達成

できる範囲で，線量の低減を図ることとされているレベル。

  また，児童生徒等の受ける線量を考慮する上で，16時間の屋内（木造），8時間の屋外活

動の生活パターンを想定すると，20mSv/年に到達する空間線量率は，屋外3．8μSv/時間，

屋内（木造）1．52μSv/時間である。したがって，これを下回る学校では，児童生徒等が平常

どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに，学校

での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため，学校の校庭・園庭において3．

8μSv/時間以上を示した場合においても，校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保す

ることなどにより，児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。

2. 福島県における学校を対象とした環境放射線モニタリングの結果について

（1）文部科学省による再調査により，校庭・園庭で3．8μSv/時間（幼稚園，小学校，特別支

援学校については50cm高さ，中学校については1m高さの数値：以下同じ）以上の空間線量

率が測定された学校については，別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに，当面，

校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど，学校内外での屋外活動をなるべく制

限することが適当である。

2/4 ページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
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  なお，これらの学校については，4月14日に実施した再調査と同じ条件で国により再度の

調査をおおむね1週間毎に行い，空間線量率が3．8μSv/時間を下回り，また，翌日以降，再

度調査して3．8μSv/時間を下回る値が測定された場合には，空間線量率の十分な低下が

確認されたものとして，（2）と同様に扱うこととする。さらに，校庭・園庭の空間線量率の低下

の傾向が見られない学校については，国により校庭・園庭の土壌について調査を実施するこ

とも検討する。

（2）文部科学省による再調査により校庭・園庭で3．8μSv/時間未満の空間線量率が測定さ

れた学校については，校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えない。

（3）（1）及び（2）の学校については，児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられている

かを確認するため，今後，国において福島県と連携し，継続的なモニタリングを実施する。

3．留意点

（1）この「暫定的考え方」は，平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け，

平成23年4月以降，夏季休業終了（おおむね8月下旬）までの期間を対象とした暫定的なもの

とする。

  今後，事態の変化により，本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがあ

る。

（2）避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所

在する学校については，校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。

（3）高等学校及び専修学校・各種学校についても，この「暫定的考え方」の2．（1），（2）を参考

に配慮されることが望ましい。

（4）原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解は文部科学省のウェブ

サイトで確認できる。

 別添

        児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるために取り得る学校における生活上

の留意事項

 以下の事項は，これらが遵守されないと健康が守られないということではなく，可能な範囲

で児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。 

1校庭・園庭等の屋外での活動後等には，手や顔を洗い，うがいをする。

2土や砂を口に入れないように注意する（特に乳幼児は，保育所や幼稚園において砂場の利

用を控えるなど注意が必要。）。

3/4 ページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
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ページの先頭に戻る文部科学省ホームページトップへ

会見・報道・お知らせ 政策・審議会 白書・統計・出版物 申請・手続き 文部科学省の紹介 教育 科学技術・学術
スポーツ 文化

御意見・お問合せ プライバシーポリシー リンク・著作権について アクセシビリティへの対応について

文部科学省 〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 電話番号：03-5253-4111(代表) 050-3772-4111 (IP 電話代表)
案内図

（スポーツ・青少年局学校健康教育課）

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

3土や砂が口に入った場合には，よくうがいをする。

4登校・登園時，帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。

5土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。

 

お問合せ先

原子力災害対策支援本部（放射線の影響に関すること）

電話番号：03-5253-4111（内線4605） 

スポーツ・青少年局学校健康教育課保健管理係（学校に関すること）

電話番号：03-5253-4111（内線2976） 

4/4 ページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
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印西クリーンセンター 焼却灰 測定結果 

第 1 回測定結果  平成 23 年 6 月 29 日試料採取、平成 23 年 6 月 30 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 1,070 

Cs-137 1,200 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 2,270 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 6,670 

Cs-137 7,300 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 13,970 

Bq/kg(wet) 

   

第 2 回測定結果  平成 23 年 7 月 8 日試料採取、平成 23 年 7 月 11 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 651 

Cs-137 703 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 1,354 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 5,300 

Cs-137 5,990 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 11,290 

Bq/kg(wet) 

   

第３回測定結果  平成 23 年 7 月 20 日試料採取、平成 23 年 7 月 21 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 467 

Cs-137 530 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 997 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 3,340 

Cs-137 3,870 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 7,210 

Bq/kg(wet) 
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  第４回測定結果  平成 23 年 7 月 27 日試料採取、平成 23 年 7 月 29 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 947 

Cs-137 1,110 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 2,057 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 3,780 

Cs-137 4,450 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 8,230 

Bq/kg(wet) 

   

第５回測定結果  平成 23 年 8 月 10 日試料採取、平成 23 年 8 月 11 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 576 

Cs-137 677 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 1,253 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 2,530 

Cs-137 2,790 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 5,320 

Bq/kg(wet) 

   

第６回測定結果  平成 23 年 8月 22 日試料採取、平成 23 年 8 月 22 日測定 

測定者：中外テクノス株式会社 

試 料 項 目 元 素 測定結果 単 位 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 530 

Cs-137 613 
主 灰 

放射性セシウム 

合計 1,143 

放射性ヨウ素 I-131 不検出 

Cs-134 1,920 

Cs-137 2,270 
飛 灰 

放射性セシウム 

合計 4,190 

Bq/kg(wet) 
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除染に関する緊急実施基本方針

平成 23年 8月 26 日

原子力災害対策本部

1.本方針の目的

① 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により生じた放射性物質

による汚染に対する不安を一日でも早く解消するため、国は、県、市町村、

地域住民と連携し、放射性物質による汚染の除去に責任を持って取り組ん

でまいります。

② 現在、国会にて「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖

地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の

汚染への対処に関する特別措置法案」が審議されています。今後、同法案

が成立した場合には、政府は、同法案の枠組みに基づき計画的かつ抜本的

に除染を推進することとなります。

しかし、同法案の施行にあたっては、区域の設定や技術基準の策定など

を慎重に行う必要があるため、実際に同法に基づく抜本的な除染措置が実

施できるのは、一定期間経過後にならざるを得ません。

③ しかしながら、除染は直ちに取り組む必要のある喫緊の課題であり、同

法案に基づく除染の枠組みが動き出すまでの間、まずは原子力災害対策本

部が除染の緊急実施に関する基本方針を示し、県、市町村、地域住民と連

携して除染の取組を推進します。

④ なお、この緊急実施基本方針は同法案の趣旨と整合的なものであり、緊

急実施基本方針に定める内容は、同法案が成立しその枠組みが立ち上がり

次第、順次移行することとなります。

2.除染実施における暫定目標

① 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の２００７年基本勧告及び原子力安

全委員会の「基本的考え方」1を踏まえ、緊急時被ばく状況2（現在の運用

では、追加被ばく線量3が年間２０ミリシーベルト以上）にある地域を段階

的かつ迅速に縮小することを目指します。

1 「今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的考え方について」（平成２３年７月１９日

原子力安全委員会）
2 「緊急時被ばく状況」とは、原子力事故または放射線緊急事態の状況下において、望ましくない影響

を回避もしくは低減するために緊急活動を必要とする状況。
3「追加被ばく線量」とは、自然被ばく線量及び医療被ばくを除いた被ばく線量を指すものとする。
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② 長期的な目標として、現存被ばく状況4（現在の運用では年間２０ミリシ

ーベルト以下の地域）にある地域においては追加被ばく線量が年間１ミリ

シーベルト以下となることを目標とします。

③ 除染実施の具体的な目標として、放射性物質に汚染された地域において、

２年後までに、一般公衆の推定年間被ばく線量を約５０％減少した状態を

実現することを目指します。

原子力災害対策本部が実施した試算によれば、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）によって、２年

を経過した時点における推定年間被ばく線量は、現時点での推定年間被ば

く線量と比較して約４０％減少します。

除染によって少なくとも約１０％を削減することで上記５０％減少を

実現するとともに、更なる削減の促進を目指します。

④ また、放射線の影響が成人より大きい子どもが安心して生活できる環境

を取り戻すことが重要であり、今後２年間で学校、公園など子どもの生活

環境を徹底的に除染することによって、２年後までに、子どもの推定年間

被ばく線量がおおむね６０％減少した状態を実現することを目指します5。

原子力災害対策本部が実施した試算によれば、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）によって、２年

を経過した時点における子どもの推定年間被ばく線量は、現時点での推定

年間被ばく線量と比較して約４０％減少します。

除染によって少なくとも約２０％を削減することで上記６０％減少を

実現するとともに、更なる削減の促進を目指します。

⑤ 上記目標は、除染を緊急的に実施するために、限られた情報に基づき決

定した暫定的な目標です。今後、詳細なモニタリングとデータの蓄積、子

どもの実際の被ばく線量の実測調査、除染モデル事業などを通じ精査を重

ね、定期的に目標を見直します。

4 「現存被ばく状況」とは、緊急事態後の長期被ばくを含む、管理に関する決定を下さなければならな

い時に、既に存在している被ばく状況。
5 現時点の空間線量率が毎時 3.8 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（年間累積被ばく線量 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）の地点を前提に計算。

また、現時点より以前に既に除染が行われている場合には、除染を行う前の線量水準からの比較で目標

の達成を検証する。
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3. 除染の進め方

(1) 基本的考え方

(ア) 国は責任をもって除染を推進します。

(イ) 国は、安全かつ円滑に除染が行われるよう環境を整備するため、

財政措置、除染・測定機器の効率的な整備・運用、人材育成、専門

家派遣などの支援を実施します。

また、国は、特に高い線量の地域も含め、各地域でのモデル事業

を通じて、効果的な除染方法、費用、考慮事項など除染に必要とな

る技術情報（「除染技術カタログ」）などを継続的に提供します。

(ウ) 国は、除染に伴って生じる放射性物質に汚染された土壌等の処理

について責任を持って対応します。

(エ) 上記の取組を進めるに当たり、国は、国際社会と連携・協力しつ

つ、国内外の叡智を結集して対応します。

(2) 線量の水準に応じた地域別の対応

(ア) 避難指示を受けている地域

① 事故発生から１年の期間内に積算線量が２０ミリシーベルトを超え

るおそれがあるため避難指示を受けている地域（計画的避難区域）で

は、除染の実施に当たって高いレベルの技術が必要であるとともに、

作業員の安全の確保に十分な配慮が必要であるため、避難指示が解除

され住民が帰還するまで、県及び市町村と連携の上、国が主体的に除

染を実施します。

②現在の警戒区域についても、自治体機能自体が移転していること、立

入りが制約されていることから、避難指示が解除され住民が帰還する

まで、県及び市町村と連携の上、国が除染を実施します。

ただし、これらの区域の市町村が希望する場合には、安全性が確保

されている前提で、市町村自らが除染計画を作成し実施することも可

能であり、国は財政支援、専門家派遣などを通じて全面的に協力しま

す。
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③これらの区域の中でも、特に追加被ばく線量が年間２０ミリシーベル

トを大幅に超える区域においては、まずは、国が除染のモデル事業を

実施することで、高線量地域における効率的・効果的な除染技術や作

業員の安全を確保するための方策を確立します。

(イ) その他追加被ばく線量がおおむね年間１から２０ミリシーベルトの間の地域

① 追加被ばく線量が年間２０ミリシーベルト以下の地域は、放射性物

質による汚染が及んでいるものの、行政機能は域内にあり住民も居住

しており、個別事情や住民のニーズを把握しているコミュニティ単位

での計画的な除染が最も効果的であると考えられます。

② 市町村において、「市町村による除染実施ガイドライン」に基づき、

汚染の状況や住民のニーズに応じた除染計画を策定していただき、国

はその円滑な実施を支援してまいります。

なお、市町村が除染計画を策定するにあたり、他の主体が管理する

公的施設の除染が含まれる場合には、その管理主体と連携して取り組

むことが望まれます。

［除染計画で検討すべき事項］

1. 目標設定

2. 除染対象毎の方針及び方法の決定

3. 実施主体

4. 仮置場の確保

③ 年間１～２０ミリシーベルトの間の地域の中でも比較的線量の高い

地域においては、汚染状況を改善するためには面的な除染が必要と考

えられます。

他方、比較的線量が低い区域においては、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）などを勘案

すると、基本的に面的な除染は必要ではありませんが、側溝や雨樋な

ど局所的に高線量を示す箇所の除染が重要です。

国は、市町村の除染計画の作成・実施に全面的に協力します。具体

的には、専門家の派遣、財政支援、モニタリング結果や作業上の留意

点などの住民への情報提供、測定機器の提供などを、市町村それぞれ

の状況に応じて実施します。

④ なお、県、国などが管理する公的施設については、その管理責任主

体が、市町村の策定した除染計画に基づき、市町村と密に連携し、除

染を実施します。
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(ウ) 追加被ばく線量がおおむね 1ミリシーベルト以下の地域

① おおむね年間 1 ミリシーベルト以下の地域は、放射性物質の物理的

減衰及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）などを

勘案すると、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準

ではありません。

② 他方、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所があることから、

国は、県及び市町村と連携し、住民を含めた関係者が安全かつ効率的・

効果的に除染を行えるよう必要な支援を行います。

4.除染に伴って生じる土壌等の処理

① 除染に伴って生じる土壌、また地域に存在する稲わらやたい肥、がれき

などの処理は、円滑かつ迅速な除染の実施に不可欠です。

② こうした土壌等の処理に関し、長期的な管理が必要な処分場の確保やそ

の安全性の確保については、国が責任を持って行うこととし、早急にその

建設に向けたロードマップを作成し、公表いたします。

③ しかしながら、こうした抜本的な対応には一定規模の処分場の確保及び

整備のための時間が必要であり、これを待っていたのでは迅速な除染が進

まない恐れがあります。

④ 従って、除染に伴って生じる土壌等は、当面の間、市町村又はコミュニ

ティ毎に仮置場を持つことが現実的であり、国としては、財政面・技術面

で市町村の取組に対する支援に万全を期して参ります。

5.県の協力

① 県は各市町村が除染を計画し実施する際、必要に応じて横断的な調整機

能を担います。

② また、国と連携し、地域住民が安全かつ効率的・効果的に除染を行える

よう、モニタリング結果や生活上の留意点などの情報提供や、測定機器の

提供などの環境整備を実施します。

以上
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放射線等に対する対応について 

 

放射線等問題に関し、印西市としては、安心感を高めることができるように

する取組みが必要との判断から、子供達の利用する施設を優先に、放射線量の

低減化に資する取組みを行ってまいります。 

 

 

１ 市立幼稚園、小学校、中学校、保育園 

  

（１）各幼稚園、小学校、中学校、保育園の放射線量を定期的に定点測定し、

公表するとともに、放射線簡易測定器を配備し、詳細に測定する。 

 

（２）各幼稚園、小学校、中学校、保育園に積算線量計を配備し、人に対す

る積算線量を測定し、公表する。 

 

（３）各幼稚園、小学校、中学校、保育園内の側溝等について、清掃・洗浄

を行う。 

 

（４）各幼稚園、小学校、中学校、保育園において、芝生の刈込み、除草、

枯葉や落ち葉の処理、樹木の剪定等の日常の清掃活動を通して、放射性

物質がたまりにくい環境を整える。 

 

 （５）給食の食材については、今後も、食材の産地を公表するとともに、食

品の安全情報を収集し、安全が確認されたものを使用し、安全・安心な

給食の提供に努める。 

     

 （６）放射線量低減化対策についての実証実験を行い、その結果とその後の

推移を踏まえ、放射線量が市内で相対的に高い校庭、園庭から、実施し

ていく。 

 

 

２ 私立幼稚園、保育園 

 

（１）市において各幼稚園、保育園の放射線を定期的に測定し、公表する

とともに、必要に応じて、放射線簡易測定器の貸出しを行う。 

 

（２）人に対する積算線量を測定のため、各幼稚園、保育園に積算線量計

の貸出しを行う。 
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（３）各幼稚園、保育園が放射線量低減策を実施しようとする場合は、支

援を行う。 

 

 

３ 公園 

通常の管理業務の中で放射線量の低減を図るとともに、放射線量低減化対策

等についての実証実験を行い、その結果とその後の推移を踏まえ、放射線量が

市内で相対的に高い公園から、実施していく。 
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放射線量除染実証実験について 

この度、国から「除染に関する緊急実施基本方針」が示されました。当該方針で

は、地域の線量に応じて市町村が除染計画を策定することとしており、このような

ことから印西市では、もとの幼稚園・小林北小学校・大塚前公園・小倉台西公園に

おいて放射線量低減化実証実験を行っております。 

この実証実験で得られたデータは、今後、小・中学校の校庭や保育園・幼稚園の

園庭等で効果的な除染活動が実施できるよう、今後も経過を観察し、公表します。 

 

放射線量低減化実証実験の概要 

１．対象地点 

①もとの幼稚園  住所 印西市中根 1403-8 

②小林北小学校  住所 印西市小林北 5-1-5 

③大塚前公園   住所  印西市小倉 1-385 

  ④小倉台西公園  住所 印西市小倉台 2-4 

２．対象地点 

園内・校庭内・公園内を対象とし、地表から５㎝の地点での計測。 

３．低減化対策 

①もとの幼稚園  

園内２，１００㎡の表土を約３㎝削りその部分の１，３５０㎡にはグリーンダ 

スト舗装（４㎝）を行い、１５０㎡には芝生を植栽し、残り６００㎡は表土を削 

ったままとした。 

②小林北小学校 

  校庭９，０００㎡の表土を１㎝削ったままとした。 

 ③大塚前公園 

対策 対策内容 

芝生の深刈り 芝の根茎を残す程度の深さで深刈りする。 

芝生の天地返し 

 

表土５㎝を掘り起こし横に置き、さらに２０㎝堀り、

表土の５㎝の部分の土を敷きならし、２０㎝部分の

土をその上に覆土し、新たな芝を張る。 
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④小倉台西公園 

ダスト(土)の天地返し 

表土５㎝を掘り起こし横に置き、さらに２０㎝堀り、

表土の５㎝の部分の土を敷きならし、２０㎝部分の

土をその上に覆土し、新たなダストを敷きならす。 

 

４．測定数値 

① もとの幼稚園                      単位：μＳＶ 

対象名 
実験前 

9月 6 日 

実験後 

9月 28日 
備考 

実験前 

との比較 

実験前と

の比較％ 

表土 

0.424 0.110 グリーンダスト部分 △0.314 △74％ 

0.571 0.148 芝張り部分 △0.423 △74％ 

0.450 0.175 

 

表層の剥離部分 △0.275 △61％ 

 

 ②小林北小学校                        単位：μＳＶ 

対象名 
実験前 

9月 20 日 

実験後 

9月 28日 
備考 

実験前 

との比較 

実験前と

の比較％ 

表土 0.301 0.175 校庭中央部分 △0.126 △42％ 

 

③大塚前公園                                              単位：μＳＶ 

対象名 

実験前 

 

9月６日 

実験後 

3週間 

9月 27日 

備考 
実験前 

との比較 

実験前と

の比較％ 

芝生 

深刈り 
0.492 0.448 芝の部分 △0.044 △ 9％ 

天地返

し 
0.501 0.217 芝の部分 △0.284 △57％ 
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④小倉台西公園                        単位：μＳＶ 

対象名 

実験前 

 

9月 6 日 

実験後 

３週間 

9月 27日 

備考 
実験前 

との比較 

実験前と

の比較％ 

ダスト 

（土） 
0.414 0.155 ダスト（土）の部分 △0.259 △63％ 
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１．事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故

により、当該原子力発電所から放出された放射性物質（以下「事故由来放射性物質」

という。）による環境の汚染が生じており、事故由来放射性物質による環境の汚染が

人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となって

いる。 

こうした状況を踏まえ、平成 23 年 8 月に「平成二十三年三月十一日に発生した東

北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による

環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 110 号。以下「法」と

いう。）が議員立法により可決・成立し、公布された。 

今後の我が国の事故由来放射性物質による環境の汚染への対処（以下「環境汚染

への対処」という。）は、本基本方針にのっとり、関係者の連携の下、事故由来放射

性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響が速やかに低減され

るよう、また、復興の取組が加速されるよう、取り組むこととする。 

環境の汚染への対処についての基本的な方向は、次のとおりである。 

 

① 環境汚染への対処に関しては、関係原子力事業者（事故由来放射性物質を放

出した原子力事業者をいう。以下同じ。）が一義的な責任を負う。また、国は、

これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていること

から、環境汚染への対処に関して、国の責任において対策を講ずるとともに、

地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じて、国の施策に協力する

ものとする。 

② 関係原子力事業者は、環境汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を

講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する施策に協力しなければならな

いものとする。また、関係原子力事業者以外の原子力事業者も、国又は地方公

共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならないものとする。 

③ 事故由来放射性物質による環境の汚染は広範にわたるものであるとともに、

例えば、土壌等の除染等の措置（事故由来放射性物質により汚染された土壌、

草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に

堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。以下同じ。）

の対象に住民が所有する土地等が含まれることから、国及び地方公共団体は、

環境汚染への対処に対して住民参加等への協力を求めるものとする。 

④ 環境汚染への対処については、各省庁、関係地方公共団体、研究機関等の関

係機関、事業者等が総力を結集し、一体となってできるだけ速やかに行うもの

とする。ただし、線量が特に高い地域については、長期的な取組が必要となる

ことに留意が必要である。 

⑤ 既に得られている国内外の科学的・技術的知見を踏まえ、迅速に環境汚染へ

の対処を行うものとする。また、これらの知見の発展を踏まえて、より効果的

かつ効率的に環境汚染への対処が行われるよう手法の見直しを図るものとする。 

⑥ 土壌等の除染等の措置を進めるに当たっては、とりわけ子どもへの対応に十
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分配慮することが必要であり、子どもの生活環境（学校、公園等）において優

先的に実施するものとする。 

⑦ 国は、できるだけ速やかに除染等の措置等（土壌等の除染等の措置並びに除

去土壌の収集、運搬、保管及び処分をいう。以下同じ。）及び事故由来放射性物

質により汚染された廃棄物の処理を実施する必要があることを踏まえ、基準等

の設定を行うものとする。 

⑧ 中間貯蔵施設（相当量の土壌及び廃棄物を一定の期間安定的に集中して貯蔵

及び管理する施設をいう。以下同じ。）及び最終処分場の確保やその安全性の確

保については、国が責任を持って行うものとする。 

⑨ 国及び地方公共団体は、除染等の推進に当たって住民参加等への協力を求め

るとともに、正確かつ迅速な情報提供及び地域住民とのリスクコミュニケーシ

ョンを実施するものとする。 

⑩ 上記の取組を進めるに当たり、国は、国際社会と連携・協力しつつ、国内外

の叡智を結集して対応すること。また、当該取組により得られた経験・知見及

び教訓を国際社会と共有するものとする。 

 

本基本方針は、策定当時の知見、技術水準等に基づき定めたものである。国は、

環境汚染への対処の進捗状況を定期的に点検するとともに、事故由来放射性物質に

よる環境の汚染の状況についての監視及び測定の結果、技術開発の状況等も踏まえ

て、この基本方針を適宜見直すものとする。 

なお、この基本方針は、「除染に関する緊急実施基本方針」（平成 23 年 8 月 26 日

原子力災害対策本部）を引き継ぐものである。 

 

２．事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する 

基本的事項 

線量の把握及び推定、事故由来放射性物質による環境の汚染に係る対策の検討等

のため、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について、きめ細かい監視及

び測定の実施が必要である。国及び地方公共団体は、次に定めるとおり、監視及び

測定を行うものとする。 

 

（１）国による監視及び測定 

① 国は、対策の検討及び推進、一体的で分かりやすい情報提供等に資するため、

事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について、きめ細やかな監視及び

測定を実施するものとする。 

② 国は、きめ細やかな監視及び測定を実施するため、責任をもって、地方公共

団体、原子力事業者等との調整を図り、適切な役割分担の下、統一的な監視及

び測定の体制を整備するものとする。 

③ 国は、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置

等の効果を広域的に把握するため、定期的な監視及び測定を行うものとする。 

④ 国は、監視及び測定の結果得られた情報を、国民に対して速やかに公開する
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ものとする。 

 

（２）地方公共団体による監視及び測定 

地方公共団体は、国や原子力事業者等との連携のもと、地域に根差した監視及

び測定を実施するよう努めるものとし、国や原子力事業者等と連携して監視及び

測定で得られた情報を活用及び発信するものとする。 

 

３．事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項 

（１）基本的な考え方 

土壌等の除染等の措置に伴い生ずる廃棄物や、生活地近傍の災害廃棄物など、

住民の生活の妨げとなる廃棄物の処理を優先するものとする。 

事故由来放射性物質による人の健康や生活環境への影響をできる限り早く低減

していくためには、現行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律

第137号）に基づく廃棄物の処理体制、施設等を可能な範囲で積極的に活用し、事

故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理を進めていくことが重要である。 

事故由来放射性物質により汚染された廃棄物、とりわけ土壌等の除染等の措置

に伴い生ずる廃棄物の量が膨大であること等にかんがみ、安全性を確保しつつ、

可能な限りにおいて、可燃物と不燃物の分別、焼却等の中間処理等により減容化

を図る必要がある。減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、法第17条第1

項の指定廃棄物に該当することとなったものについては、法に基づき、国がその

処理を行う。また、安全性を確保しつつ、例えば、コンクリートくずを被災地の

復興のための資材として活用する等の廃棄物の再生利用を図ることとする。 

事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に当たっては、飛散流出防

止の措置、モニタリングの実施、特定廃棄物の量・運搬先等の記録等、周辺住民

の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し、必要な措置をとるものとする。

また、安全な処理のため、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を

受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」（平成23

年6月3日原子力安全委員会。以下「当面の考え方について」という。）において

示された考え方を踏まえ、処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1

ミリシーベルトを超えないようにするものとする。また、最終的な処分に当たっ

ては、管理期間終了以後についての科学的に確からしいシナリオ想定に基づく安

全性評価において、処分施設の周辺住民が追加的に受ける線量が年間10マイクロ

シーベルト以下であること等について原子力安全委員会が示した判断の「めやす」

を満足するものとする。なお、災害廃棄物については、事故由来放射性物質によ

る汚染が著しいもの、解体工事に時間を要するもの等、特に処理が困難であるも

のを除き、災害廃棄物の仮置場の確保を前提として、平成24年3月末までを目途

に災害廃棄物の仮置場への移動を行う。土壌等の除染等の措置に伴って発生する

廃棄物については、当該措置の進捗と整合を図りながら処理を行うものとする。 
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（２）対策地域内廃棄物の処理に関する事項  

法第 11 条第 1 項の汚染廃棄物対策地域は、線量が高く廃棄物が特別な管理が

必要な程度に汚染されその処理の実施に当たって高いレベルの技術が必要となる

可能性が高いこと及び作業員の安全の確保への十分な配慮が必要であること、国

の指示に基づき立入りが制限されていること等の事情を勘案し、その範囲を指定

するものとする。 

法第 13 条第 1 項の対策地域内廃棄物の処理は、環境省が行う。 

 

（３）指定廃棄物の処理に関する事項  

指定廃棄物の指定基準については、放射性物質による汚染のレベルに応じて求

められる処理方法及び平常時に廃棄物処理を行っている市町村の処理技術、処理

施設等の能力等の実態を勘案し、設定するものとする。 

指定廃棄物の処理は、水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については厚生労

働省、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等については国土交通省、工業用

水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については経済産業省、集落排水施設から

生じた汚泥等の堆積物等及び農林業系副産物については農林水産省と連携して、

環境省が行う。また、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府

県内において行うものとする。 

 

（４）対策地域内廃棄物及び指定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染され

た廃棄物の処理に関する事項 

対策地域内廃棄物及び指定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染され

た廃棄物の処理を行う際は、排ガス・排水等の放射性物質の監視測定を行い、

その結果を踏まえて事故由来放射性物質の拡散を防止するための措置を講ずる

ものとする。 

 

４．土壌等の除染等の措置に関する基本的事項 

（１）基本的な考え方 

土壌等の除染等の措置の対象には、土壌、工作物、道路、河川、湖沼、海岸域、

港湾、農用地、森林等が含まれるが、これらは極めて広範囲にわたるため、まず

は、人の健康の保護の観点から必要である地域について優先的に特別地域内除染

実施計画又は除染実施計画を策定し、線量に応じたきめ細かい措置を実施する必

要がある。この地域の中でも特に成人に比べて放射線の影響を受けやすい子ども

の生活環境については優先的に実施することが重要である。また、事故由来放射

性物質により汚染された地域には、農用地や森林が多く含まれている。農用地

における土壌等の除染等の措置については、農業生産を再開できる条件を回復

させるという点を配慮するものとする。森林については、住居等近隣における

措置を最優先に行うものとする。 

土壌等の除染等の措置に係る目標値については、国際放射線防護委員会（ICRP）

の 2007 年基本勧告、原子力安全委員会の「今後の避難解除、復興に向けた放射線
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防護に関する基本的な考え方について」（平成 23 年 7 月 19 日原子力安全委員会）

等を踏まえて設定するものとする。具体的には、 

①  自然被ばく線量及び医療被ばく線量を除いた被ばく線量（以下「追加被ばく

線量」という。）が年間 20 ミリシーベルト以上である地域については、当該地

域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すものとする。ただし、線量が特に

高い地域については、長期的な取組が必要となることに留意が必要である。 

  この目標については、土壌等の除染等の措置の効果、モデル事業の結果等を踏

まえて、今後、具体的な目標を設定するものとする。 

 ② 追加被ばく線量が年間 20 ミリシーベルト未満である地域については、次の目

標を目指すものとする。 

ア 長期的な目標として追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下となる

こと。 

イ 平成25年8月末までに、一般公衆の年間追加被ばく線量を平成23年8月末

と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50％減少した状態を実現す

ること。 

ウ 子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公

園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、平成25年8月末

までに、子どもの年間追加被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物

質の物理的減衰等を含めて約60％減少した状態を実現すること。 

これらの目標については、土壌等の除染等の措置の効果等を踏まえて適宜見直

しを行うものとする。 

 

（２）除染特別地域に関する事項 

  ①除染特別地域の指定に関する事項 

法第 25 条第 1 項の除染特別地域は、線量が高く土壌等の除染等の措置の実

施に当たって高いレベルの技術及び作業員の安全の確保への十分な配慮が必

要であること、国の指示に基づき立入りが制限されている地域であること等を

踏まえ指定するものとする。 

 

②除染特別地域に係る土壌等の除染等の措置の方針 

除染特別地域のうち、追加被ばく線量が特に高い地域以外の地域については、

平成 26 年 3 月末までに、住宅、事業所、公共施設等の建物等、道路、農用地、

生活圏周辺の森林等において土壌等の除染等の措置を行い、そこから発生する

除去土壌等（除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。

以下同じ。）を、適切に管理された仮置場へ逐次搬入することを目指すものと

する。 

追加被ばく線量が特に高い地域においては、まずは国がモデル事業を実施す

ることで、線量が特に高い地域における効率的・効果的な除染技術及び作業員

の安全を確保するための方策を確立した上で、特別地域内除染実施計画を策定

し、段階的に土壌等の除染等の措置を進めるものとする。 

- 28 -



6 

除染特別地域内には、農用地、森林、道路、河川等様々な土地が含まれる。

除染特別地域内の土壌等の除染等の措置については、当該土地の利用及び管理

に関して知見・情報を有する関係省庁から人材面も含めた協力を得ながら、環

境省が行う。 

また、特別地域内除染実施計画の策定に当たっては、地域ごとの実情を踏ま

え、優先順位や実現可能性を踏まえた計画とするとともに、その前提として、

除去土壌等の量に見合った仮置場を確保する必要がある。 

   

（３）除染実施区域に関する事項 

  ①汚染状況重点調査地域の指定に関する事項 

法第 32 条第 1 項の汚染状況重点調査地域については、その地域の追加被ば

く線量が年間 1 ミリシーベルト以上となる地域について、指定するものとする。 

    

  ②除染実施計画を定める区域の指定に関する事項 

法第 36 条第 1 項の除染実施計画を定める区域については、その区域の追加

被ばく線量が年間 1 ミリシーベルト以上となる区域について、指定するものと

する。 

 

③除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置の方針 

追加被ばく線量が比較的高い地域については、必要に応じ、表土の削り取り、

建物の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の除染等、子どもの生

活環境の除染等を行うことが適当である。追加被ばく線量が比較的低い地域に

ついても、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、子どもの生活環境

を中心とした対応を行うとともに、地域の実情に十分に配慮した対応を行うこ

とが適当である。 

また、除染実施計画の策定に当たっては、特別地域内除染実施計画と同様、

地域ごとの実情を踏まえ、優先順位や実現可能性を踏まえた計画とするととも

に、その前提として、除去土壌等の量に見合った仮置場を確保する必要がある。 

除染実施計画は、状況の変化に応じて、適時適切に見直すことが適当であり、

そのために、土壌等の除染等の措置を実施した者は、当該措置による線量の変

化等に関するデータを取るとともに、除染実施計画の策定者は、これらのデー

タの蓄積を含めた進捗状況の管理を確実に行うことが肝要である。 

計画策定者が、法第 36 条第 3 項の協議会を設置する場合には、除染実施計

画の効果的かつ円滑な実施を図るため、放射性物質や除染等の措置等の専門家

等もメンバーに加え、必要な知見を取り入れることが適当である。国は、計画

策定者が当該協議会を設置する場合には、自ら管理する土地等に係る除染等の

措置等を実施する立場として参加するのみならず、必要な科学的・技術的知見

を提供するものとする。また、国、地方公共団体等が管理する土地を占用する

者及び当該土地において工作物を設置する者がいる場合には、計画策定者は、

当該者についても協議会への参加を促すことが適当である。 
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（４）土壌等の除染等の措置の実施に当たって配慮すべき事項その他土壌等の除染

等の措置の推進に関し必要な事項 

土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、飛散流出防止の措置、除去土壌の

量等の記録等、周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し必要な

措置をとるものとする。また、水を用いて土壌等の除染等の措置を行った場合は、

事故由来放射性物質を含む排水が発生する。土壌等の除染等の措置を実施する者

は、洗浄等による排水による流出先への影響を極力避けるため、水による洗浄以

外の方法で除去できる事故由来放射性物質は可能な限りあらかじめ除去する等、

工夫を行うものとする。 

また、土壌等の除染等の措置を実施した者は、当該措置が適切に実施されたこ

とを確認するため、当該措置の前後においてモニタリングを行い、効果の確認を

行う必要がある。さらに、地形等の理由により、土壌等の除染等の措置を行った

土地等が、再度事故由来放射性物質により汚染される場合があることが想定され

る。このため、地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、当該措置の後

に定期的なモニタリングを行うものとする。 

このほか、除去土壌等の発生量は膨大になることが想定され、土壌等の除染等

の措置を実施する際、削り取る土壌の厚さを必要最小限にする等、できるだけ除

去土壌等の発生抑制に配慮することが、除染等の措置等を迅速かつ効率的に進め

るためには必要である。 

また、国は、迅速な土壌等の除染等の措置の推進のため、費用対効果が高くか

つ効果の実証された除染方法を標準的な方法として示すものとする。 

 

５．除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項 

除去土壌の収集、運搬、保管及び処分の実施に当たっては、飛散流出防止の措

置、モニタリングの実施、除去土壌の量・運搬先等の記録等、周辺住民の健康の

保護及び生活環境の保全への配慮に関し必要な措置をとるものとする。また、安

全な運搬、保管等のため、「当面の考え方について」において示された考え方を踏

まえ、減容化、運搬、保管等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間１ミリ

シーベルトを超えないようにするものとする。 

このほか、除去土壌の収集及び運搬は、その途上における不法投棄の防止等の

ため、迅速に行うよう努めるものとする。 

また、仮置場等の確保等の観点から、除去土壌について、技術の進展を踏まえ

つつ、保管又は処分の際に可能な限り減容化を図るとともに、減容化の結果分離

されたもの等汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利

用等を検討する必要がある。 

 

６．その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項 

（１）汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等 

  事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等の取組
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を迅速かつ着実に行い、人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減する

ためには、仮置場、中間貯蔵施設及び処分場等といった施設の確保が必要不可欠

である。このため、これらの施設の確保に当たっては、次の方針のとおり、取り

組むものとする。 

 

① 対策地域内廃棄物の仮置場の確保については、市町村の協力を得つつ環境省

が行うものとする。また、指定廃棄物については、国、国の委託業者等に引き

渡されるまでの間、当該指定廃棄物が排出された施設の管理者や当該指定廃棄

物の占有者等が保管し、国は必要に応じこれらの者が行う保管を支援するもの

とする。 

②  土壌等の除染等の措置を迅速に実施するため、当分の間、市町村又はコミュ

ニティごとに除去土壌等の仮置場を確保する必要がある。これらの仮置場の確

保については、ア）除染特別地域に係るものについては、環境省が市町村の協

力を得つつ行い、イ）除染実施区域に係るものについては、国が財政的・技術

的な責任を果たしつつ、市町村が行うものとする。  

③ 土壌等の除染等の措置を実施した土地において、除去土壌等をやむを得ず現

場保管する必要がある場合は、土壌等の除染等の措置を実施した者は、当該土

地の所有者等の意見を踏まえつつ、当該所有者等に保管させることができるも

のとする。 

④ 事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生

している都道府県については中間貯蔵施設を確保するものとする。 

⑤ ④の都道府県以外の都道府県においては、除去土壌等の処理は、当該除去土

壌等が生じた都道府県内において行うものとする。 

⑥ 中間貯蔵施設及び最終処分場の確保やその安全性の確保については、国が責

任を持って行うものとする。 

⑦ 中間貯蔵後の扱いについては、今後の技術開発の状況を踏まえて検討するも

のとする。 

⑧ 仮置場及び処分場等の用地の確保については、公有地の積極的な活用を含め、

国、地方公共団体等が連携・協力して行うものとする。 

⑨ 仮置場、中間貯蔵施設及び処分場等の確保及び維持管理は、周辺住民の健康

及び周辺の環境保全に十分配慮しつつ行うことが必要である。具体的には、周

辺の環境保全に当たっては、仮置場については、住民等に対して、環境保全上

の配慮事項をわかりやすく提供するものとし、中間貯蔵施設及び処分場の確保

に当たっては、当該施設による環境影響の評価等を行い、その結果に応じた適

切な環境保全措置を講ずる等の措置をとるものとする。 

 

（２）調査研究、技術開発等の推進等 

国は、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人国立環境研究所等

をはじめとする様々な研究機関の取組の支援及びこれらの研究機関との連携の確

保を行うなど、除去土壌等の量の抑制のための技術や、事故由来放射性物質によ
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り汚染された廃棄物及び土壌の減容化のための技術の開発・評価・公表を積極的

に進めるものとする。 

また、国は、環境汚染への対処に係る新規技術、材料等について、実用可能性

や費用対効果を評価・公表する仕組を構築し、産学官の研究開発の成果を活用す

るものとする。 

 

（３）住民理解の促進等 

国及び地方公共団体は、除染等の推進に当たって住民参加等への協力を求める

とともに、環境汚染への対処の実施内容及びその効果等について、適時適切に地

域住民等に対して周知する等、正確かつ迅速な情報提供及び地域住民とのリスク

コミュニケーションを実施するものとする。 

また、国は、地方公共団体による住民説明会への専門家の派遣等により、適確

な知識の普及啓発を行うものとする。 

 

（４）その他配慮すべき事項 

  このほか、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関して配慮すべき

事項は、次に定めるとおりである。 

 

①作業を行う者の安全の確保 

環境汚染への対処の実施に当たっては、作業を行う者の安全が確保されるこ

とが大前提である。 

このため事業者は、環境汚染への対処に従事する者の放射線防護等労働安全

衛生に細心の注意を払い、当該従事者が受ける線量の管理、当該従事者が知識

を得る機会の提供等を行うものとする。また、国等が環境汚染への対処に関し

て事業者に委託する場合には、事業者が当該管理等を確実に行うよう指導する

ものとする。 

また、地方公共団体は、住民、ボランティア等が土壌等の除染等の措置を行

う場合にあっては、当該措置を行うに当たっての作業方法及び留意事項を周知

すること、専門家の助言及び指導を得ること等により、土壌等の除染等の措置

が安全かつ着実に行われるようにするものとする。このため国は、専門家の派

遣、必要な情報の提供等必要な措置を行うものとする。 

②地元雇用の確保 

環境汚染への対処に当たっては、地元雇用の確保に配慮するものとする。 

③再生品の活用 

廃棄物の再生利用の推進のため、安全性を確保しつつ、可能な限り廃棄物の

再生品（セメントや再生砕石等）の活用を図るものとする。 

 

- 32 -



- 1 -

○
環
境
省
令
第
三
十
四
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放

射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
、
第

二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
の
要

件
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
四
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
の
要
件
等
を
定
め
る
省
令

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴

う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
の
要
件
）
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第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
第
一
号
に
該
当
し
、
第
二
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

警
戒
区
域
設
定
指
示
（
事
故
に
関
し
て
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十

五
条
第
三
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
市
町
村
長
に
対
し
て
行
っ
た
同
法
第
二
十

七
条
の
四
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
の
設
定
を
行
う
こ
と
の
指
示
を
い

う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
計
画
的
避
難
指
示
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
が
市
町
村
長
に
対
し
て
行
っ
た
避
難
の
た
め
の
計
画
的
な
立
退
き
を
行
う
こ
と
の
指

示
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
区
域
で
あ
る
こ
と
、
又
は
こ
れ
ら
の
対
象
区
域
で
あ
っ
た
こ
と
。

ロ

そ
の
区
域
の
大
部
分
が
警
戒
区
域
設
定
指
示
若
し
く
は
計
画
的
避
難
指
示
の
対
象
区
域
で
あ
る
市
町
村
又
は
こ
れ
ら

の
対
象
区
域
で
あ
っ
た
市
町
村
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
区
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
後
に
お
い
て
対
策
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地
域
内
廃
棄
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
が
相
当
程
度
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
か
ら
国
が
当
該
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
な
い
区
域
で
あ
る
こ
と
。

（
除
染
特
別
地
域
の
指
定
の
要
件
）

第
三
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
前
条
第
二
号
中
「
そ
の
区
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
（
法
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
後

に
お
い
て
対
策
地
域
内
廃
棄
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
」
と
あ
る
の

は
「
そ
の
区
域
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
」
と
、
「
当
該
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
除
染

等
の
措
置
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
指
定
の
要
件
）

第
四
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
一
時
間
当
た
り
〇
・
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の

放
射
線
量
と
す
る
。

（
除
染
実
施
計
画
を
定
め
る
区
域
の
要
件
）
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第
五
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
一
時
間
当
た
り
〇
・
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の

放
射
線
量
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 

（平成二十三年八月三十日法律第百十号） 

 

最終改正：平成二五年六月二一日法律第五四号

 

 

 第一章 総則（第一条―第六条）  

 第二章 基本方針（第七条）  

 第三章 監視及び測定の実施（第八条）  

 第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等  

  第一節 関係原子力事業者の措置等（第九条・第十条）  

  第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理（第十一条―第二十四条）  

  第三節 除染等の措置等（第二十五条―第四十二条）  

 第五章 費用（第四十三条―第四十五条）  

 第六章 雑則（第四十六条―第五十九条）  

 第七章 罰則（第六十条―第六十三条）  

 附則  

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電

所の事故（以下本則において単に「事故」という。）により当該原子力発電所から放出された放射性物

質（以下「事故由来放射性物質」という。）による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性

物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らか

にするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等によ

り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減

することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「原子力事業者」とは、原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百

五十六号）第二条第三号 に規定する原子力事業者をいい、「関係原子力事業者」とは、事故由来放射

性物質を放出した原子力事業者をいう。  

２  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、

動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（土壌を除く。）をいう。  

３  この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草

木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、

当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。  

４  この法律において「除去土壌」とは、第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は第三十五条第

一項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。  

５  この法律において「水道事業者」又は「水道用水供給事業者」とは、それぞれ水道法 （昭和三十二年

1/21 ページhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
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法律第百七十七号）第三条第五項 に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者をいい、「水道施

設」とは、同条第八項 に規定する水道施設をいう。  

６  この法律において「公共下水道」、「流域下水道」、「公共下水道管理者」、「発生汚泥等」及び「流域下

水道管理者」の意義は、それぞれ下水道法 （昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号 及び第四

号 、第四条第一項、第二十一条の二第一項並びに第二十五条の三第一項に規定する当該用語の意

義による。  

７  この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業法 （昭和三十三年法律第八十四号）

第二条第五項 に規定する工業用水道事業者をいい、「工業用水道施設」とは、同条第六項 に規定す

る工業用水道施設をいう。  

８  この法律において「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」、「産業廃棄物」、「特別管理産業廃棄

物」、「一般廃棄物処理基準」、「特別管理一般廃棄物処理基準」、「一般廃棄物処理施設」、「産業廃棄

物処理基準」、「特別管理産業廃棄物処理基準」及び「産業廃棄物処理施設」の意義は、それぞれ廃棄

物の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）

第二条第二項 から第五項 まで、第六条の二第二項及び第三項、第八条第一項、第十二条第一項、

第十二条の二第一項並びに第十五条第一項に規定する当該用語の意義による。  

９  この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務の

ための採草の目的に供される土地をいう。  

（国の責務）  

第三条  国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事

故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力

を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。  

（原子力事業者の責務）  

第五条  関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって

必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚

染への対処に関する施策に協力しなければならない。  

２  関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質

による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

（国民の責務）  

第六条  国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に

関する施策に協力するよう努めなければならない。  

   第二章 基本方針  

第七条  環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、

及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に

関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一  事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向  

二  事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項  

三  事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項  

四  土壌等の除染等の措置に関する基本的事項  

五  除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項  

六  その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項  

３  環境大臣は、第一項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議しなければならない。  

４  環境大臣は、基本方針につき第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。  

５  第一項及び前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

   第三章 監視及び測定の実施  

第八条  国は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測

定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随

時公表するものとする。  

２  地方公共団体は、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、事故由来放射性物質による環境の

汚染の状況について監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するよう努めるも

のとする。  

   第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等  

    第一節 関係原子力事業者の措置等  

（関係原子力事業者による廃棄物の処理等）  

第九条  事故に係る原子力事業所内の廃棄物の処理並びに土壌等の除染等の措置及びこれに伴い生

じた土壌の処理並びに事故により当該原子力事業所外に飛散したコンクリートの破片その他の廃棄物

の処理は、次節及び第三節の規定にかかわらず、関係原子力事業者が行うものとする。  

（関係原子力事業者による協力措置）  

第十条  関係原子力事業者は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門

的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資

材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置（以下「協力措置」という。）を講じ

なければならない。  

２  国又は地方公共団体は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があ

ると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずる

ことを要請することができる。  

３  地方公共団体は、前項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が当該要請に応じないときは、

その旨を環境大臣に通知することができる。  

４  環境大臣は、第二項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が正当な理由がなくてその要請

に係る協力措置を講じていないと認めるときは、当該要請を受けた関係原子力事業者に対し、当該協

力措置を講ずべきことを勧告することができる。  
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５  環境大臣は、前項の規定による勧告を受けた関係原子力事業者がその勧告に従わなかったときは、

その旨を公表することができる。  

    第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理  

（汚染廃棄物対策地域の指定）  

第十一条  環境大臣は、その地域内において検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物

が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められるこ

とその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があ

る地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することがで

きる。  

２  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の

意見を聴かなければならない。  

３  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その

旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。  

４  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境

省令で定める要件に該当するものを、汚染廃棄物対策地域として指定すべきことを環境大臣に対し要

請することができる。  

（汚染廃棄物対策地域の区域の変更等）  

第十二条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたと

きは、当該汚染廃棄物対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。  

２  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による汚染廃棄物対策地域の区域の変更又は汚染

廃棄物対策地域の指定の解除について準用する。  

（対策地域内廃棄物処理計画）  

第十三条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃

棄物（当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物

を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。）の適正な処理を行うため、

遅滞なく、対策地域内廃棄物の処理に関する計画（以下「対策地域内廃棄物処理計画」という。）を定

めなければならない。  

２  対策地域内廃棄物処理計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一  対策地域内廃棄物の量及び処理量の見込み  

二  対策地域内廃棄物処理計画の目標  

三  前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項  

四  その他対策地域内廃棄物の適正な処理に関し必要な事項  

３  環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に

協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。  

４  環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係

地方公共団体の長に通知しなければならない。  

（対策地域内廃棄物処理計画の変更）  
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第十四条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変更により、又は対策地域内廃棄物の事故由

来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を

変更することができる。  

２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域内廃棄物処理計画の変更（環境省令

で定める軽微な変更を除く。）について準用する。  

（国による対策地域内廃棄物の処理の実施）  

第十五条  国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処

分をしなければならない。  

（水道施設等における廃棄物の調査）  

第十六条  次の各号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由

来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣

に報告しなければならない。 

一  水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する水道事業者又は水道用水供

給事業者 当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの  

二  公共下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する公共下水道管理者又は流

域下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する流域下水道管理者 当該公共

下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等  

三  工業用水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する工業用水道事業者 

当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの  

四  第二十四条第一項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設の設置者（市町村が廃

棄物処理法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する第二十四条第

一項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設にあっては、管理者）又は同条第二項に

規定する特定産業廃棄物処理施設である焼却施設の設置者 当該焼却施設から生じたばいじん及

び焼却灰その他の燃え殻  

五  集落排水施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する者 当該集落排水施設

から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの  

２  環境大臣は、前項各号に掲げる者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、

環境省令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきこ

とを命ずることができる。  

（特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定等）  

第十七条  環境大臣は、前条第一項の規定による調査の結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来

放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該廃棄物を特

別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指定するものとする。  

２  前条第一項各号に掲げる者は、当該各号に定める廃棄物であって前項の規定による指定に係るも

のが、国、国の委託を受けて当該廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他第四十八条第

一項の環境省令で定める者に引き渡されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、これを保管しな

ければならない。  

（特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請）  
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第十八条  その占有する廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該

廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者

（関係原子力事業者を除く。）は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、当該廃棄物につい

て前条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。  

２  前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る廃棄物の事故由来放射

性物質による汚染の状況の調査（以下この条において「申請に係る調査」という。）の方法及び結果そ

の他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを環境大臣

に提出しなければならない。  

３  環境大臣は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が環境省令で定める方法により

行われたものであり、かつ、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が同項の環境省令で

定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請に係る廃棄物について、前条第一項の規定による

指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、第十六条第一項の規定による

調査とみなす。  

４  環境大臣は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に

対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄

物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。  

５  前条第二項の規定は、第一項の申請をした者について準用する。この場合において、同条第二項中

「当該各号に定める」とあるのは「当該申請に係る」と、「前項」とあるのは「第十七条第一項」と読み替

えるものとする。  

（国による指定廃棄物の処理の実施）  

第十九条  国は、第十七条第一項の規定による指定に係る廃棄物（以下「指定廃棄物」という。）の収

集、運搬、保管（同条第二項（前条第五項において準用する場合を含む。）の規定による保管を除く。次

条、第四十八条第一項、第四十九条第三項、第五十条第三項、第五十一条第二項及び第六十条第一

項第三号において同じ。）及び処分をしなければならない。  

（特定廃棄物の処理の基準）  

第二十条  対策地域内廃棄物又は指定廃棄物（以下「特定廃棄物」という。）の収集、運搬、保管又は処

分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなけれ

ばならない。  

（廃棄物処理法の適用関係）  

第二十一条  対策地域内廃棄物であって事故由来放射性物質により汚染されていないものについて

は、廃棄物処理法の規定は、適用しない。  

第二十二条  廃棄物処理法第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「汚染された

物」とあるのは、「汚染された物（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

（平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）第一条に規定する事故由

来放射性物質によつて汚染された物（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和三十二年法律第百六十六号）又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十七号）の規定に基づき廃棄される物、放射性物質汚染対処特措法第十三条第
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一項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物その

他環境省令で定める物を除く。）を除く。）」とする。  

（特定一般廃棄物等の処理の基準）  

第二十三条  前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物

（一般廃棄物に該当するものに限る。）であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそ

れがあるもの（環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。）の処理を行う者（一般

廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準）が適用される者

に限る。）は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定一般廃棄物の処理を行わなけれ

ばならない。  

２  前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物（産業廃棄

物に該当するものに限る。）であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるも

の（環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。）の処理を行う者（産業廃棄物処理

基準（特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準）が適用される者に限る。）は、

当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定産業廃棄物の処理を行わなければならない。  

３  特定一般廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十条の規定（この規定に係る罰則を含

む。）の適用については、同条第一項第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準）」とあるのは、「特別

管理一般廃棄物処理基準）及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

（平成二十三年法律第百十号）第二十三条第一項の環境省令で定める基準」とする。  

４  特定産業廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十五条の四の七の規定（この規定に係

る罰則を含む。）の適用については、同条第一項中「同条第一項第四号中「市町村」」とあるのは「同条

第一項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同項第三号中「一般廃棄物処理基準」とあるのは

「産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子

力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成

二十三年法律第百十号）第二十三条第二項の環境省令で定める基準（以下この号において「特別処

理基準」という。）」と、「特別管理一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「特別管理一般廃

棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準及び特別処理基準」と、同項第四号中「市

町村」」と、「読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、

同条第二項第一号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする」とする。  

５  特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を焼却する場合に係る廃棄物処理法第十六条の二の規定（こ

の規定に係る罰則を含む。）の適用については、同条第一号中「特別管理産業廃棄物処理基準」とあ

るのは、「特別管理産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖

地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特

別措置法（平成二十三年法律第百十号）第二十三条第一項又は第二項の環境省令で定める基準」と

する。  

６  第一項に規定する者が特定一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び

第十九条の四の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、廃棄物処理法第十九条

の三第一号中「特別管理一般廃棄物処理基準）」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準）又は平

成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第二十

三条第一項の環境省令で定める基準（第三号及び次条第一項において「特別処理基準」という。）」と、
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同条第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準）」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準）若しくは特

別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の四第一項中「特別管理一般廃棄物処理基準）」とあるのは

「特別管理一般廃棄物処理基準）又は特別処理基準」とする。  

７  第二項に規定する者が特定産業廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び

第十九条の五の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、廃棄物処理法第十九条

の三第二号中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは平成二十三年三月十

一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第二十三条第二項の環境

省令で定める基準（以下この条及び第十九条の五第一項において「特別処理基準」という。）」と、「特

別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、

同条第三号中「特別管理産業廃棄物処理基準）」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準）若しくは

特別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃

棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業

廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」とする。  

（特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準）  

第二十四条  一般廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの（以下「特定一般廃

棄物処理施設」という。）の設置者（市町村が廃棄物処理法第六条の二第一項の規定により一般廃棄

物を処分するために設置する特定一般廃棄物処理施設にあっては、管理者。第三項において同じ。）

は、当分の間、廃棄物処理法第八条の三第一項の環境省令で定める技術上の基準のほか、環境省

令で定める技術上の基準に従い、当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。  

２  産業廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの（以下「特定産業廃棄物処理施

設」という。）の設置者は、当分の間、廃棄物処理法第十五条の二の三第一項の環境省令で定める技

術上の基準のほか、環境省令で定める技術上の基準に従い、当該特定産業廃棄物処理施設の維持

管理をしなければならない。  

３  特定一般廃棄物処理施設の設置者が当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る

廃棄物処理法第九条の二第一項第一号及び第九条の三第十項の規定（廃棄物処理法第九条の二の

規定に係る罰則を含む。）の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の

基準（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十

号）第二十四条第一項の環境省令で定める技術上の基準を含む。）」とする。  

４  特定産業廃棄物処理施設の設置者が当該特定産業廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る

廃棄物処理法第十五条の二の七第一号の規定（この規定に係る罰則を含む。）の適用については、同

号中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関

する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第二十四条第二項の環境省令で定める技術上の基準

を含む。）」とする。  

    第三節 除染等の措置等  

（除染特別地域の指定）  

第二十五条  環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみてその
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地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌

等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分（以下「除染等の措置等」という。）を

実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定す

ることができる。  

２  環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。  

３  環境大臣は、除染特別地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を

聴かなければならない。  

４  環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公

告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。  

５  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境

省令で定める要件に該当するものを、除染特別地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請する

ことができる。  

（除染特別地域の区域の変更等）  

第二十六条  環境大臣は、除染特別地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、

当該除染特別地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。  

２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による除染特別地域の区域の変更又は除染特別地

域の指定の解除について準用する。  

（除染特別地域内の汚染の状況の調査測定）  

第二十七条  国は、除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測

定をすることができる。  

２  国は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表しなければならない。  

３  国の行政機関の長は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするた

め、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌そ

の他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で

収去させることができる。  

４  国の行政機関の長は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするとき

は、あらかじめ、土地又は工作物の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）にその旨を

通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の

所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。  

５  第三項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。  

６  土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第三項の規定による立入り、調査測定又は

収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。  

（特別地域内除染実施計画）  

第二十八条  環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該除染特別地域について、除染等の措

置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する

計画（以下「特別地域内除染実施計画」という。）を定めなければならない。  

２  特別地域内除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるも
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のとする。 

一  除染等の措置等の実施に関する方針  

二  特別地域内除染実施計画の目標  

三  前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項  

四  その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項  

３  環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。  

４  環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地

方公共団体の長に通知しなければならない。  

（特別地域内除染実施計画の変更）  

第二十九条  環境大臣は、除染特別地域の区域の変更により、又は除染特別地域内の事故由来放射

性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、特別地域内除染実施計画を変

更することができる。  

２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による特別地域内除染実施計画の変更（環境省令で

定める軽微な変更を除く。）について準用する。  

（国による特別地域内除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施）  

第三十条  国は、除染特別地域について、特別地域内除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施

しなければならない。  

２  特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人（土壌等の除染等の措置を実

施しようとする土地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件（以下「土地等」とい

う。）に関し土壌等の除染等の措置の実施の妨げとなる権利を有する者をいう。以下同じ。）の同意を

得て、実施しなければならない。  

３  関係人は、特別地域内除染実施計画が円滑に実施されるよう、特別地域内除染実施計画に基づく土

壌等の除染等の措置に協力しなければならない。  

４  国は、特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、

過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第二項の同意を得ることができないときは、当該

土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定

める事項を官報に掲載することができる。  

５  前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から三月を経過する日までの間に、環境省令

で定めるところにより、国に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができ

る。  

６  第四項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当

該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌

等の除染等の措置を実施することについて第二項の同意があったものとみなす。  

７  国は、第二項の同意を得ることができない場合又は第五項の規定により関係人から当該土壌等の除

染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染

等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土

地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該

汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第二項の同意を得ることなく当

該土壌等の除染等の措置を実施することができる。  
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（除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管）  

第三十一条  国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等（除去土壌及び土壌等の除染等の措

置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。）を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の

措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等

（これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者

を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。）に対し、当該土地において当該

除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示（事故に関して原子力

災害対策特別措置法第十五条第三項 又は第二十条第二項 の規定により内閣総理大臣又は原子力

災害対策本部長（同法第十七条第一項 に規定する原子力災害対策本部長をいう。）が市町村長に対

して行った同法第二十七条の六第一項 又は同法第二十八条第二項 の規定により読み替えて適用さ

れる災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十三条第一項 の規定による警戒区

域の設定を行うことの指示をいう。）の対象区域であること、過失がなくて当該土地の所有者等が知れ

ないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、

当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。  

２  国は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが

当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を

通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はそ

の所在が知れないときは、この限りでない。  

３  環境大臣は、環境省令で定めるところにより、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に

関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。  

４  環境大臣は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。  

５  除染特別地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物（第二十二条の規定に

より読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当す

るものに限る。）を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は

国が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項（特別管理産業廃棄物にあっては、第十二条

の二第二項）の規定は、適用しない。  

（汚染状況重点調査地域の指定）  

第三十二条  環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、そ

の地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認

められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事故由来放射性物

質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域（除染特別地域を除

く。以下「汚染状況重点調査地域」という。）として指定するものとする。  

２  環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。  

３  環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長

の意見を聴かなければならない。  

４  環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、そ

の旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。  

５  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境

省令で定める要件に適合しないと認められるものを、汚染状況重点調査地域として指定すべきことを

環境大臣に対し要請することができる。  
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（汚染状況重点調査地域の区域の変更等）  

第三十三条  環境大臣は、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じ

たときは、当該汚染状況重点調査地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。  

２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による汚染状況重点調査地域の区域の変更又は汚

染状況重点調査地域の指定の解除について準用する。  

（汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定）  

第三十四条  都道府県知事又は政令で定める市町村の長（以下「都道府県知事等」という。）は、環境省

令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況に

ついて調査測定をすることができる。  

２  都道府県知事等は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表するよう努めなければならない。  

３  都道府県知事等は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、

必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他

の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で収去

させることができる。  

４  都道府県知事等は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするとき

は、あらかじめ、土地又は工作物の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の所有者等又はその所在が知れないときは、こ

の限りでない。  

５  第三項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。  

６  土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第三項の規定による立入り、調査測定又は

収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。  

（除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者）  

第三十五条  次条第一項に規定する除染実施計画の対象となる区域として当該除染実施計画に定めら

れる区域（以下「除染実施区域」という。）内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工

作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定める者が実施するも

のとする。 

一  国が管理する土地 国  

二  都道府県が管理する土地 当該都道府県  

三  市町村が管理する土地 当該市町村  

四  環境省令で定める者が管理する土地 当該環境省令で定める者  

五  前各号に掲げる土地以外の土地 当該土地が所在する市町村  

２  前項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって同項第五号に掲げるもののうち農用地

又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、当該農用地が所在する市町

村の要請により、当該農用地が所在する都道府県が除染等の措置等を実施することができる。  

３  前二項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって第一項各号に掲げるもの又はこれに

存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、国、都道府県、市町村、同項第四号の環

境省令で定める者又は当該土地等の所有者等が、当該各号に定める者との合意により、除染等の措

置等を実施することができる。  
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（除染実施計画）  

第三十六条  都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、第三十四条第一項の規

定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状

態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画

的に講ずるため、当該都道府県又は市町村内の当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計

画（以下「除染実施計画」という。）を定めるものとする。  

２  除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一  除染等の措置等の実施に関する方針  

二  除染実施計画の対象となる区域  

三  除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域  

四  前号に規定する区域内の土地の利用上の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置  

五  土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期  

六  除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する事項  

七  その他環境省令で定める事項  

３  都道府県知事等は、除染実施計画に定められるべき事項について調査審議するとともに、当該除染

実施計画の効果的かつ円滑な実施を図るため、当該除染実施計画において除染等の措置等の実施

者として定められることが見込まれる国、都道府県、市町村、前条第一項第四号の環境省令で定める

者その他都道府県知事等が必要と認める者を含む者で組織される協議会を置くことができる。  

４  都道府県知事等は、除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、前項に規定する協議会を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては当該除染実施計画において除染等

の措置等の実施者として定められることが見込まれる者その他の関係者の意見を聴くとともに、環境

大臣に協議しなければならない。  

５  都道府県知事等は、除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、これを

公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。  

（除染実施計画の変更）  

第三十七条  都道府県知事等は、除染実施区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の

変動等により必要が生じたときは、除染実施計画を変更することができる。  

２  前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による除染実施計画の変更（環境省令で定める軽微

な変更を除く。）について準用する。  

（除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施）  

第三十八条  第三十六条第二項第三号に規定する除染等の措置等の実施者（以下「除染実施者」とい

う。）は、除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。  

２  除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人の同意を得て、実施しなければならない。  

３  関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に

協力しなければならない。  

４  国、都道府県又は市町村は、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合

において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第二項の同意を得ることができないとき

は、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境

省令で定める事項を官報（都道府県又は市町村にあっては、当該都道府県又は市町村の公報）に掲

載することができる。  
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５  前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から三月を経過する日までの間に、環境省令

で定めるところにより、同項の掲載をした国、都道府県又は市町村に対し、当該土壌等の除染等の措

置についての意見書を提出することができる。  

６  第四項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当

該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌

等の除染等の措置を実施することについて第二項の同意があったものとみなす。  

７  国、都道府県又は市町村は、第二項の同意を得ることができない場合又は第五項の規定により関係

人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合にお

いて、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質に

よる汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著

しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第二

項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。  

８  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施者に対し、当

該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。  

（除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管）  

第三十九条  除染実施者（国、都道府県又は市町村に限る。以下この項及び次項において同じ。）は、除

染実施区域内の土地等に係る除去土壌等を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の

措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等に

対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、過失がなくて当該土地の

所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な

場合には、当該除染実施者が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。  

２  除染実施者は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又

は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等に

その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者

等又はその所在が知れないときは、この限りでない。  

３  除染実施者は、除去土壌等を保管したとき、又は第一項の規定により土地の所有者等に除去土壌等

を保管させたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該土壌等の除染等の措置を実施し

た土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に当該除去土壌等を保管した土地の所在地

及び保管の状態その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。  

４  前項の規定による届出をした除染実施者は、その届出に係る事項が変更されたときは、遅滞なく、そ

の旨を当該届出をした都道府県知事等に届け出なければならない。  

５  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施区域内の土地

等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。  

６  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなけれ

ば、これを拒むことができない。  

７  除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物（第二十二条の規定に

より読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当す

るものに限る。）を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は

除染実施者が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項（特別管理産業廃棄物にあっては、

第十二条の二第二項）の規定は、適用しない。  
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（土壌等の除染等の措置の基準）  

第四十条  除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、環境省令で定

める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。  

２  除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、当該土壌等の除染等の措置を委託する場

合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。  

３  環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しな

ければならない。  

（除去土壌の処理の基準等）  

第四十一条  除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該

除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。  

２  除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、当該除去土壌の収集、運

搬、保管又は処分を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。  

３  環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しな

ければならない。  

４  除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物

（特定廃棄物を除く。）を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する者は、環境省

令で定める基準に従い、当該廃棄物の保管を行わなければならない。  

（国による措置の代行）  

第四十二条  国は、都道府県知事、市町村長又は環境省令で定める者から要請があり、かつ、次に掲

げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者

に代わって自らこの節（第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。以下同じ。）に規定する措置

を行うものとする。 

一  当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者における除染等の措置等の実施体制  

二  当該除染等の措置等に関する専門的知識及び技術の必要性  

２  前項の規定により国がこの節に規定する措置を行う場合においては、当該措置に関する事務を所掌

する大臣は、政令で定めるところにより、同項の都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わっ

てその権限を行うものとする。  

   第五章 費用  

（財政上の措置等）  

第四十三条  国は、地方公共団体が事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を

推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。  

（この法律に基づく措置の費用負担）  

第四十四条  事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置

は、原子力損害の賠償に関する法律 （昭和三十六年法律第百四十七号）第三条第一項 の規定により

関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担

の下に実施されるものとする。  

２  関係原子力事業者は、前項の措置に要する費用について請求又は求償があったときは、速やかに

支払うよう努めなければならない。  

15/21 ページhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
- 55 -

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html


（国の措置）  

第四十五条  国は、第三条に規定する社会的な責任に鑑み、地方公共団体等が滞りなくこの法律に基

づく措置を講ずることができ、かつ、当該措置に係る費用の支払が関係原子力事業者により円滑に行

われるよう、必要な措置を講ずるものとする。  

   第六章 雑則  

（汚染廃棄物等の投棄の禁止）  

第四十六条  何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌（以下「汚染廃棄物等」という。）を捨ててはなら

ない。  

（特定廃棄物の焼却の禁止）  

第四十七条  何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者そ

の他環境省令で定める者が第二十条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却につい

ては、この限りでない。  

（業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止）  

第四十八条  国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令

で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。  

２  国、都道府県、市町村、第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者（国、都道府県、市町村又

は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含

む。）その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬（土壌等の除染等の措置が行わ

れた土地外に搬出するものに限る。第六十条第一項第四号において同じ。）、保管又は処分を業として

行ってはならない。  

（報告の徴収）  

第四十九条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係原子力事業者に対し、第十条

第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることが

できる。  

２  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第二項（第十八条第五項において準

用する場合を含む。）の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を

求めることができる。  

３  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行

った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求める

ことができる。  

４  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行っ

た者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。  

５  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、除染実施区域

に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告

を求めることができる。  

（立入検査）  

第五十条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、関係原子力事業者の事
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務所、事業場その他の場所に立ち入り、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき

協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  

２  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第二項（第十八条第五

項において準用する場合を含む。）の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他

の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに

必要な限度において指定廃棄物を無償で収去させることができる。  

３  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管

若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特

定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用

に供するのに必要な限度において特定廃棄物を無償で収去させることができる。  

４  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措

置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等

の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度におい

て除去土壌等を無償で収去させることができる。  

５  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除

染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他

の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用

に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。  

６  前各項の規定により立入り、検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。  

７  第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。  

（措置命令）  

第五十一条  環境大臣は、第十七条第二項（第十八条第五項において準用する場合を含む。）の環境省

令で定める基準に適合しない指定廃棄物の保管が行われた場合において、指定廃棄物の適正な保管

を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を

定めて、当該指定廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることが

できる。  

２  環境大臣は、第二十条の環境省令で定める基準に適合しない特定廃棄物の収集、運搬、保管又は

処分が行われた場合において、特定廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、

必要な限度において、当該収集、運搬、保管又は処分を行った者（第十五条又は第十九条の規定によ

り当該収集、運搬、保管又は処分を行った国を除く。）に対し、期限を定めて、当該特定廃棄物の収

集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該特定廃棄物の適正な処理のための措置その他必要な措

置を講ずべきことを命ずることができる。  

３  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十条第一項の環境省令で定める基

準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置が行われた場合にお

いて、適正な土壌等の除染等の措置を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度におい

て、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該土壌等の除染等の措置の方法の変更、適正な土壌等の

除染等の措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

一  当該土壌等の除染等の措置を行った者（当該土壌等の除染等の措置を行った国、都道府県又は

市町村を除く。）  
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二  第四十条第二項の規定に違反する委託により当該土壌等の除染等の措置が行われたときは、当

該委託をした者（当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。）  

４  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第一項の環境省令で定める

基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行

われた場合において、除去土壌の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度

において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分の方法の

変更、当該除去土壌の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る。 

一  当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った者（当該除去土壌の収集、運搬、保管又は

処分を行った国、都道府県又は市町村を除く。）  

二  第四十一条第二項の規定に違反する委託により当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行

われたときは、当該委託をした者（当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。）  

５  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第四項の環境省令で定める

基準に適合しない除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴

い生じた廃棄物（特定廃棄物を除く。）の保管が行われた場合において、当該廃棄物の適正な保管を

確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定

めて、当該廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る。  

６  前各項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければ

ならない。  

（関係地方公共団体の協力）  

第五十二条  国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めると

きは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。  

（汚染廃棄物等の処理等の推進）  

第五十三条  国は、基本方針に基づき、地方公共団体の協力を得つつ、汚染廃棄物等の処理のために

必要な施設の整備その他の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置

等を適正に推進するために必要な措置を講ずるものとする。  

（調査研究、技術開発等の推進等）  

第五十四条  国は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策の総合的かつ効果

的な実施を推進するため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼ

す影響を低減するための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に努めな

ければならない。  

（知識の普及等）  

第五十五条  国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策

に関し、国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活

環境に及ぼす影響及びその影響を低減するための方策に関する知識の普及及び情報の提供に努め

なければならない。  

第五十六条  削除  

18/21 ページhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
- 58 -

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html


（権限の委任）  

第五十七条  この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することが

できる。  

（環境省令への委任）  

第五十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関

し必要な事項は、環境省令で定める。  

（事務の区分）  

第五十九条  第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項（第五号に係る部分に限る。）、第

二項及び第三項（同条第一項第五号に係る部分に限る。）、第三十六条第一項、第四項（第三十七条

第二項において準用する場合を含む。）及び第五項（第三十七条第二項において準用する場合を含

む。）、第三十七条第一項、第三十八条第二項（第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の

措置に係る部分に限る。）、第四項（第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部

分に限る。）、第七項（第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。）

及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで（第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除

去土壌等の保管に係る部分に限る。）及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五

十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事

務は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受

託事務とする。  

   第七章 罰則  

第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

一  第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者  

二  第四十七条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者  

三  第四十八条第一項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った

者  

四  第四十八条第二項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者 

五  第五十一条第一項から第五項までの規定による命令に違反した者  

２  前項第一号及び第二号の罪の未遂は、罰する。  

第六十一条  第十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。  

第六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一  第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四

条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者  

二  第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者（除染実施者

が国、都道府県又は市町村である場合を除く。）  

三  第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

四  第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した

19/21 ページhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
- 59 -

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html


者  

第六十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対

して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一  第六十条第一項第一号から第四号まで 三億円以下の罰金刑  

二  第六十条第一項第五号又は第六十一条 各本条の罰金刑  

２  前項の規定により第六十条又は第六十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合に

おける時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章第二節及び第三節、第四十六条から第四

十八条まで、第四十九条（第一項を除く。）、第五十条（第一項に係る部分を除く。）、第五十一条、第六

十条、第六十一条、第六十二条第一号、第二号、第三号（第四十九条第一項に係る部分を除く。）及び

第四号（第五十条第一項に係る部分を除く。）並びに第六十三条の規定は、平成二十四年一月一日か

ら施行する。  

（準備行為） 

第二条  第十一条第一項、第二十五条第一項及び第三十二条第一項の規定による指定並びに第二十

五条第一項、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項

の環境省令の制定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の

施行前においても、第十一条、第二十五条、第三十二条、第四十条並びに第四十一条第一項から第

三項までの規定の例により行うことができる。  

２  第十三条第一項の対策地域内廃棄物処理計画、第二十八条第一項の特別地域内除染実施計画及

び第三十六条第一項の除染実施計画の策定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規

定する規定の施行前においても、第十三条、第二十七条、第二十八条、第三十四条及び第三十六条

の規定の例により行うことができる。  

（検討） 

第五条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検

討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

第六条  政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性

物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の

整備その他の所要の措置を講ずるものとする。  

第七条  政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済

燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要

の措置を講ずるものとする。  

 

   附 則 （平成二四年六月二七日法律第四七号） 抄  
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（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。  

 

   附 則 （平成二五年六月二一日法律第五四号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（政令への委任） 

第二十二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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印西市放射性物質除染実施計画（素案）パブリックコメント実施要領 
 

 

１．目的 

  この要領は、印西市放射性物質除染実施計画（素案）（以下「計画」という。）の策定

過程において、情報を広く市民等に対して提供し、意見または提案（以下併せて「意見

等」という。）を述べることができる機会を確保することにより、市民の市政への積極的

な参画を推進することを目的としたパブリックコメントの実施について必要な事項を定

める。 

 

２．実施主体 

  計画（素案）に対するパブリックコメント（以下「パブリックコメント」という。）の

実施主体は、印西市とする。 

 

３．素案の提供 

  パブリックコメントに供する素案は、この要領の定めるところにより市民に対して公

表するものとする。 

 

４．意見等の提出ができる者 

  市内の区域内に住所を有する者または通勤通学する者とする。 

 

５．意見等の提出方法 

 （１）意見等は、直接持参・郵便・ファクシミリ・電子メールにより提出できるものと

する。 

 （２）様式は、原則として意見書（別記第１号様式）とするが、必要事項が明記されて

いる場合は任意様式も可とする。 

 （３）意見等は、文書または電子的記録として残るものに限る。 

 （４）意見等を提出しようとする者は、氏名及び連絡先を明記しなければならない。明

記されていない場合、その意見等は無効とする。 

 （５）意見等の提出先は、下表のとおりとする。 

 

 

 

提出手段 提 出 先 

直接持参 本庁舎２階 環境経済部 環境保全課窓口 

郵  便 
〒270-1396 印西市大森２３６４番地２ 

印西市役所 環境経済部 環境保全課 放射線対策室 

ファクシミリ ＦＡＸ番号 ０４７６－４２－７２４２（印西市役所） 

電子メール kankyouka@ml.city.inzai.chiba.jp 
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６．意見等の提出期限 

  平成２４年２月２８日（火）から３月１２日（月）まで ※必着 

 

７．素案等の公表方法 

  素案の公表及びパブリックコメント実施のお知らせは、市ホームページ、行政資料室、

環境保全課、支所、出張所、公民館及び図書館において２月２８日（火）から閲覧に供

するものとし、市広報（平成２４年３月１日号）にも記事を掲載するものとする。 

 

８．意見等の取扱い 

 （１）提出された意見等は、氏名及び連絡先の明記されていないもの、単に賛否の結論

を示したもの及び趣旨が不明確なものは、意見等として取り上げないものとする。 

（２）意見等は公表するものとする。ただし、印西市情報公開条例（平成１２年条例第

２４号）第７条に規定する非公開情報に該当するものは除く。 
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第１号様式 

 

印西市放射性物質除染実施計画（素案）に対する意見書 

 

 

 

印 西 市 長  様 

 

 

 

提出期限…平成２４年３月１２日(月) ※必着 

提出方法…〇直接持参⇒市役所本庁舎２階 環境経済部 環境保全課窓口 

     〇郵  便⇒〒270-1396  印西市大森２３６４番地２ 

印西市役所 環境経済部 環境保全課 放射線対策室 宛 

     〇ﾌｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ⇒FAX番号 ０４７６－４２－７２４２ ※送付文不要 

     〇電子ﾒｰﾙ⇒ kankyouka@ml.city.inzai.chiba.jp 

 

 意見等の公表の際には、個人情報である氏名・連絡先は公表しません。 

氏 名  

連絡先 

[住所又は通勤・通学先] 

 

[電話番号] 

 

下記の意見等を提出します。 

【意見等の内容】※該当する項目も併せてご記入下さい。 
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印西市放射性物質除染実施計画（素案） 

１．基本的な考え方について 

本計画は、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式

会社福島第一原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質に

よる環境の汚染に対応し、追加被ばく線量を速やかに低減させるために、「平成２３年３

月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成２３年法律第１１０号。

以下、「法」という。）が施行されたことを受け、段階的な除染をするために定めるもの

です。 

なお、計画期間は、平成２６年３月末日までとし、できる限り早急な除染を実施してい

くものとしますが、除染の進捗状況、国や県の方針等により、適宜、計画を見直すものと

します。 

また、除染等の措置については、環境省が示した「除染関係ガイドライン（平成 23年

12 月第 1 版）」（以下、「除染関係ガイドライン」という。）に沿った方法により実施して

まいります。 

 

２．除染目標 

法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、長期的な目標として追加

被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下となることを目指します。 

当市では、除染関係ガイドラインを踏まえて、できるだけ早い時期に、地表面から１

ｍ（幼児・小学校等、子供の生活空間においては５０ｃｍ）の平均空間放射線量が毎時

0.23マイクロシーベルト未満となるよう除染を進めていきます。  

上記の除染目標に加えて、市独自の基準として、子供の生活空間となる施設（幼稚園、

保育園、小・中学校）においては、地表面から5ｃｍでの空間放射線量が毎時0.23マイ

クロシーベルト未満となることを目指します。 

 

【備考】 

 ◆「線量毎時０．２３マイクロシーベルト」の根拠は、別紙１「追加被ばく線量年間 

１ミリシーベルトの考え方（環境省公表）」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 65 -



2 

 

３．除染計画の対象となる区域 

 印西市内の公共施設のうち学校等の子供の生活空間となる施設（幼稚園、保育園、

小学校、公園）毎の平均空間線量測定結果に基づいて、地表面から１ｍ（幼児・小学校

等、子供の生活空間においては 50ｃｍ）の平均空間放射線量が毎時 0.23 マイクロシー

ベルト以上の区域を法に基づく除染実施区域に設定します(表 1参照)。 

また、その他の区域で、地表面から 5ｃｍの空間放射線量が毎時 0.23 マイクロシーベ

ルト以上の子供の生活空間となる施設を市独自の除染推進区域とします。 

 

表１ 除染計画の対象となる区域 

                           単位：マイクロシーベルト 

区域名 対象となる字名 
空間 

線量率 

木下小学校区 

印西市竹袋、別所の一部、宗甫、木下東一丁目、木下東二丁

目、木下東三丁目、木下東四丁目、木下南一丁目及び木下南

二丁目の全部の区域並びに木下及び平岡の各一部の区域 

0.29 

大森小学校区 
印西市大森の一部、鹿黒の一部、亀成、浅間前及び相島の全

部の区域並びに発作、木下及び和泉の各一部の区域 
0.27 

永治小学校区 
印西市浦部、白幡、浦幡新田、小倉、浦部村新田及び高西新

田の全部の区域並びに和泉及び発作の各一部の区域 
0.30 

高花小学校区 

印西市高花一丁目、高花二丁目、高花三丁目、高花四丁目、

高花五丁目及び高花六丁目の全部の区域並びに草深の一部

の区域 

0.25 

木刈小学校区 

印西市木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、

木刈五丁目、木刈六丁目、木刈七丁目、牧の木戸一丁目及び

大塚三丁目の全部の区域 

0.30 

小倉台小学校区 

印西市小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小倉台

四丁目、武西学園台一丁目、武西学園台三丁目、戸神台二丁

目及び中央南二丁目の全部の区域 

0.31 

小林小学校区 

印西市小林浅間一丁目、小林浅間二丁目、小林大門下一丁目、

小林大門下二丁目及び小林大門下三丁目の全部の区域並び

に小林及び平岡の各一部の区域 

0.30 

小林北小学校区 

印西市小林北一丁目、小林北二丁目、小林北三丁目、小林北

四丁目、小林北五丁目、小林北六丁目及び小林浅間三丁目の

全部の区域並びに小林の一部の区域 

0.28 

内野小学校区 
印西市内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、戸神台一丁目

及び中央南一丁目の全部の区域 
0.26 

原山小学校区 
印西市原山一丁目、原山二丁目、原山三丁目及び泉の一部の

区域 
0.25 
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西の原小学校区 
印西市西の原一丁目、西の原二丁目及び西の原三丁目の全部

の区域並びに草深の一部の区域 
0.25 

原小学校区 

印西市原一丁目、原二丁目、原三丁目、原四丁目、東の原一

丁目、東の原二丁目及び東の原三丁目の全部の区域並びに草

深の一部の区域 

0.24 

六合小学校区 瀬戸、山田、吉高、萩原及び松虫 0.24 

いには野小学校区 
美瀬一丁目、美瀬二丁目、舞姫一丁目、舞姫二丁目、舞姫三

丁目、若萩一丁目、若萩二丁目、若萩三丁目及び若萩四丁目 
0.23 

本埜第一小学校区 
戸崎、辺田前、荒野、角田、竜腹寺、滝、物木、みどり台、

笠神の一部及び１区の一部 
0.30 

滝野小学校 滝野地区全域 0.23 

船穂小学校 0.23 

本埜第二小学校 0.26 

松崎台公園 0.25 

上記施設以外の子供の生活空間となる施設で、今後測定により除染実施区域に設定する区域

※1 

子供の生活空間となる施設で、除染実施区域に設定しなかった施設における局所的な高線量

箇所※2 

 ※1 国や県が管理する施設が含まれる場合、協議の上、除染対象区分を再設定する。 

 ※2 除染推進区域 宗像小学校、平賀小学校、印旛西部地区公園、日だまり公園、かけっこ 

公園、おはよう公園、にぎわい公園、さざなみ公園、鎌苅児童遊園、造谷児童遊園、師戸 

児童遊園、やわら子どもの遊び場。 

 

４．優先順位の考え方 

除染実施にあたっては、子供への対応を十分配慮することが必要であり、市の方針と

して、子供の生活空間となる施設に重点をおき、以下の対象施設を優先して除染を行い

ます。 

（１）子供の生活空間（幼稚園、保育園、小・中学校） 

（２）利用度の高い施設（公園等） 

また、以下の事項について考慮し、除染作業を進めていきます。 

ア 空間線量率 

イ 除染により発生する汚染廃棄物量 

ウ 除染に伴う影響（自然環境への影響や施設利用制限など） 
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５．除染の実施主体 

 印西市が主体となって、関係機関・団体等の意見も踏まえて除染実施計画の策定、除

染実施状況の把握、除染実施計画の見直しを行うものとします。 

除染対象 実施主体 

市立の幼稚園、保育園、小・中学校等 市 

私立の幼稚園、保育園 市又は施設管理者 

私立の中学校、高校、大学等 市又は施設管理者 

各種公園（子供の遊び場、児童遊園、スポーツ公園等） 市 

市が管理する公共施設等 （市役所、支所、出張所、保健

センター、公民館、図書館、文化施設、高齢者・障害者福

祉施設、児童施設、スポーツ施設、その他の公共施設） 

市（施設管理者が協力） 

独立行政法人が管理する土地及び施設 独立行政法人 

国、千葉県が管理する土地及び施設 国、千葉県 

一部事務組合が管理する土地及び施設 一部事務組合 

民有地（住宅「戸建・集合」、商業施設、工場等） 

市又は所有者 
農地、山林（生活空間に隣接する農地、山林） 

 

 

 

６．除染方針 

除染方法は、原則として除染関係ガイドライン及びこれを踏まえて策定された「放射

線量低減対策特別緊急事業費補助金要領（平成24年2月改訂）」に示される除染方法か

ら選択し実施します。 

ア 除染作業に入る前に、空間放射線量の測定を行います。 

イ 土壌については、表層を削り取るか、表土と下層土を入れ替えます。 

ウ 雨樋下や側溝、排水溝入口などに堆積している土砂を収集します。 

エ 除草、芝刈り、落ち葉等の清掃を行います。 

オ 放水等（一部高圧水）を用いて洗浄等を行います。 

カ 上記の除染作業が困難な箇所については、立入制限の措置をとることにします。 

キ 除染作業の終了後、その効果を確認するための空間放射線量の測定を行います。 

 ク 除染後も定期的なモニタリングを行います。 
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除染対象に応じた除染等の方法 

除染対象 除染作業等 内容 

公共施設のうち、

学校子どもが多く

利用する施設 

建屋の洗浄 ・屋上等の清掃、拭き取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄 

・雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

アスファルト

等の除染 

・ブラシ洗浄 

・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

表土除去及び

客土 

・庭等における表土等の除去 

・客土、圧密による原状回復 

表土除去及び

現場保管 

・庭等における表土等の上下層の土の入替え、除去 

・現場保管の際の残土による原状回復 

草木除去 ・枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

・落葉の除去、除草 

砂場の砂の入替 ・砂場の砂の入替 

上記以外の公共施

設、商業施設、工

場、集合住宅等 

建屋の洗浄 ・屋上、壁面の清掃、拭き取り 

・雨樋等の清掃、洗浄 

アスファルト

等の除染 
・側溝等の清掃、洗浄 

草木除去 ・枝葉の剪定 

・落葉の除去、除草 

戸建住宅 家屋の除染 ・壁面等の清掃、拭き取り、 

・雨樋等の清掃、洗浄 

・汚泥の除去 

コンクリート等

の除染 
・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

草木除去 ・枝葉の剪定、落葉の除去、除草 

道路 路面清掃等 ・散水車及び清掃車によるブラッシング 

・手作業によるブラシ洗浄 

・歩道洗浄、除草 

側溝等の清掃 ・泥等の掻き出し、除草 

・ブラシ洗浄 

法面の除草 ・除草 

生活圏隣接の森林 枝打ち・落葉除

去等 
・枝葉の剪定 

・落葉の除去、除草 

農地（以下に掲げ

るものを除く。） 

反転耕・深耕 ・深耕プラウ等による鋤込み 

・土面の踏圧、砕土、均平化 
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農地への措置 ・肥料、有機資質材、土壌改良資材等の散布 

除草等 ・畦畔・農道の除草 

・水路の清掃、汚泥の除去 

農地（永年性作物

が栽培されている

農地に限る。） 

樹皮の洗浄及び

剪定・剪前」 

・樹皮の洗浄 

・枝葉の剪定、摘採後の深い刈り、中刈り、台刈り、

古い枝葉の除去 

除草等 ・除草 

・水路の清掃、汚泥の除 

牧草地 反転耕・深耕 ・深耕プラウ等による鋤込み 

・土面の踏圧、砕土、均平化 

農地への措置 ・肥料、有機資質材、土壌改良資材等の散布 

除草等 ・畦畔・農道の除草 

・水路の清掃、汚泥の除去 

 

 

７．除去土壌等の保管及び管理について 

（１）保管場所 

除染に伴い発生する除去土壌等については、最終処分が可能となるまでの間は、原則

として除染関係ガイドラインに沿って除染を実施した施設の敷地内において適切に管

理（現場保管）することを基本とします。 

現場保管ができない市道から出た除去土壌等については、今後設置予定の仮置場で適

切に保管することとします。 

なお、仮置場は、平成24年度の早期での設置を目指します。 

除去土壌等の保管及び管理は、安全確保と周辺環境の二次的汚染を起こさないよう、

環境省の除染関係ガイドライン、廃棄物関係ガイドライン（平成23年12月第1版）に沿

った適切な方法により実施していきます。 

 

（２）除去土壌等の運搬 

除染対象敷地外に運び出す際は、除去土壌等に含まれる放射性物質が人の健康や生活 

環境に被害を及ぼさないよう注意します。 
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８．その他 

（１）財源の確保 

原因者負担の原則からすれば、東京電力株式会社が除染に係る費用の全額を負担する

べきものです。また、このたびの原子力発電所の事故は、国のエネルギー政策の結果と

して生じたものです。従って、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責

任を負っていることから、国も除染に係る費用等の財政措置を講じるべきものと考えま

す。 

このため、費用については、あらゆる機会を通じて国には確実な財政措置を、東京電

力株式会社には賠償を求めていきます。 

 

（２）注意点 

除染作業をする場合は、厚生労働省が示した「除染等業務に従事する労働者の放射線

障害防止のためのガイドライン」に準拠して行うものとします。 

 

（３）実施状況の公表 

本計画に基づく、放射線量の測定結果、除染作業の実施状況については、広報、ホー

ムページ等により随時公表します。 
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９．除染実施スケジュール 

（１）平成２３年度 

平成２３年度 

区分 市立幼稚園 

実施箇所 園庭、砂場、側溝等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

瀬戸幼稚園 

平成 23年 9月 1日～ 

22日 
砂場の砂の入替 

平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去、ダスト

舗装（市独自） 

保管土壌の現地埋設を実施予定 

大森幼稚園 

平成 23年 9月 1日～ 

        22日 
砂場の砂の入替 

平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去、ダスト

舗装（市独自） 

保管土壌の現地埋設を実施予定 

もとの幼稚園 

平成 23年 9月 1日～ 

       22日 

砂場の砂の入替 

客土 

※客土 砂場の砂の上に砂を追加 

平成 23年 9月 1日～ 

        22日 
園内の側溝清掃、洗浄、汚泥の除去 

平成 23年 9月 1日～ 

     10月 21日 

園庭等における表土等の除去、園庭

（芝）張り、ダスト舗装（市独自） 

平成 24年 2月実施予定 
ダスト舗装（原状回復）、 

保管土壌の埋設を実施予定 
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平成２３年度 

区分 市立保育園 

実施箇所 砂場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

大森保育園 平成 23年 9月 8日 

砂場の砂の入替等 

木下保育園 平成 23年 9月 9日 

木刈保育園 平成 23年 9月 13日 

高花保育園 平成 23年 9月 10日 

西の原保育園 平成 23年 9月 10日 

もとの保育園 平成 23年 9月 8日～9日 

内野保育園 平成 23年 9月 11日 

 

 

平成２３年度 

区分 市立保育園 

実施箇所 側溝 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

大森保育園 
平成 23年 12月 14日 

～15日 
側溝清掃、洗浄、汚泥の除去 

木刈保育園 
平成 23年 12月 17日 

      ～18日 
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平成２３年度 

区分 市立保育園 

実施箇所 園庭等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

大森保育園 平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去 

保管土壌の現地埋設の実施 

木下保育園 平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去 

保管土壌の現地埋設の実施 

枝葉の剪定等、落ち葉の除去、除草

の実施 

内野保育園 平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去 

保管土壌の現地埋設の実施 

高花保育園 平成 24年 3月実施予定 

園庭等における表土等の除去 

保管土壌の現地埋設の実施 

枝葉の剪定等、落ち葉の除去、除草

の実施 

西の原保育園 平成 24年 3月実施予定 保管土壌の現地埋設の実施 

もとの保育園 平成 24年 3月実施予定 保管土壌の現地埋設の実施 
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平成２３年度 

区分 市立幼稚園・保育園、私立幼稚園・保育園、学童保育 

実施箇所 園等のあらゆる場所 

内 

容 

実

施

日 

平成 23年  8月 17日 電子式個人線量計ＤＯＥＳi―γ 67台購入 

平成 23年 10月 27日  電子式個人線量計ＤＯＥＳi―γ 1台購入  合計 68台 

平成 23年 9月 27日   積算線量計操作研修会 

平成 23年 10月 1日～  測定開始 

実

施

内

容 

除染対象施設の把握を目的として、園等で生活実態に応じて、受ける年間の被ばく

線量を推計する為、電子式個人線量計を学校等に配布し、先生等による放射線量の測

定を行う。測定値は、月１～２回程度広報で公表。 

施

設

名 

大森幼稚園 瀬戸幼稚園 もとの幼稚園 木下保育園 大森保育園 

内野保育園 木刈保育園 高花保育園 西の原保育園 もとの保育園 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 

西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校 山ゆり保育園 

どんぐり保育園 銀の鈴保育園 原山保育園 しおん保育園 西の原幼稚園 

天神幼稚園 小林天神幼稚園 きかり幼稚園 しおん幼稚園 原山幼稚園 

木刈学童クラブ 原山学童クラブ 木下学童クラブ 小倉台学童クラブ 西の原学童クラブ 

高花学童クラブ 内野学童クラブ 大森学童クラブ 原・第２学童クラブ 小林学童クラブ 

いには野学童クラブ 平賀学童クラブ 滝野学童クラブ 内野第２学童クラブ 永治学童クラブ 

小林第２学童クラブ クリオネクラブ 市役所   
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平成２３年度 

区分 市立幼稚園、保育園、小・中学校 

実施箇所 園等のあらゆる場所 

内

容 

実 

施 

日 

 

平成 23年 5月 20日 堀場環境放射線モニターＰＡ－1000 4台購入 

平成 23年 5月 23日 堀場環境放射線モニターＰＡ－1000 1台購入 

平成 23年 8月 17日 堀場環境放射線モニターＰＡ－1000 42台購入  合計 47台 

平成 23年 9月 27日 放射線測定器計操作研修会 

平成 23年 10月 1日～測定開始 

 

実 

施 

内 

容 

除染対象施設の把握を目的として、園等で生活実態に応じて、受ける被ばく線量を 

推計する為、空間線量計を学校等に配布し、先生等による放射線量の測定を行う。 

施 

設 

名 

大森幼稚園 瀬戸幼稚園 もとの幼稚園 木下保育園 大森保育園 

内野保育園 木刈保育園 高花保育園 西の原保育園 もとの保育園 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 

西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校  
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平成２３年度 

区分 市立幼稚園、保育園、小・中学校 

実施箇所 園庭、運動場、砂場 

内 

容 

実 

施 

日 

平成 23年 5月 31日～6月 3日 

実

施

内

容 

土壌中の放射性物質量測定 

園庭、運動場の中央付近及び同地点の東西南北５ｍの地点（計５点）から表土（５

㎝・２００ｃｃ）を試料採取し、５地点の試料を混合し１検体、砂場の中央付近及び

同地点を中心とした直線上概ね１．５ｍの地点（計３点）から表土（５㎝・２００ｃ

ｃ）を試料採取し、３地点の試料を混合し１検体とし、１検体中に含まれる放射性ヨ

ウ素（Ｉ-131）及び放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）について、土壌中（乾土１キ

ログラム(kg)あたり)の濃度(ベクレル(bq))を分析。 

施

設

名 

大森幼稚園 瀬戸幼稚園 もとの幼稚園 木下保育園 大森保育園 

内野保育園 木刈保育園 高花保育園 西の原保育園 もとの保育園 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 

西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校  
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平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 小・中学校プール水 

内

容 

実 

施 

日 

平成 23年 6月 8日・20日 

実 

施 

内 

容 

学校のプール水の放射性物質濃度の測定を実施。 

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分

析により、放射性ヨウ素（I－１３１）及び放射性セシウム（Cｓ－１３４、Cｓ－

１３７）の検査の実施。測定にあたっては、使用前、使用中の計２回実施。 

施 

設 

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

木刈中学校     

 

 

平成２３年度 

区分 市立中学校 

実施箇所 中学校プール水 

内 

容 

実

施

日 

平成 23年 6月 28日 

実

施

内

容 

学校のプール水の放射性物質濃度の測定を実施。 

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分

析により、放射性ヨウ素（I－１３１）及び放射性セシウム（Cｓ－１３４、Cｓ－

１３７）の検査の実施。測定にあたっては、使用前の１回実施。 

施

設

名 

印西中学校 船穂中学校 小林中学校 原山中学校 西の原中学校 

印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校   
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平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 砂場の砂の入替 

 
施設名 実施日 実施内容 

内容 

小林小学校 平成 23年 9月 12日 

砂場の砂の表砂 20cmを剥離しフ

レキシブルコンテナバッグに詰め、

その後に 0.100μSv/h以下の新たな

砂を 20cmを加えた。 

大森小学校 平成 23年 9月 10日 

永治小学校 平成 23年 9月 12日 

木刈小学校 平成 23年 9月 8日 

内野小学校 平成 23年 9月 15日 

原山小学校 平成 23年 9月 14日 

小林北小学校 平成 23年 9月 8日 

小倉台小学校 平成 23年 9月 9日 

西の原小学校 平成 23年 9月 9日 

原小学校 平成 23年 9月 10日 

いには野小学校 平成 23年 9月 10日 

本埜第一小学校 平成 23年 9月 10日 

滝野小学校 平成 23年 9月 9日 

印西中学校 平成 23年 9月 12日 

船穂中学校 平成 23年 9月 9日 

木刈中学校 平成 23年 9月 8日 

小林中学校 平成 23年 9月 8日 

原山中学校 平成 23年 9月 8日 

本埜中学校 平成 23年 9月 8日 

滝野中学校 平成 23年 9月 9日 
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平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 砂場 

 
施設名 実施日 実施内容 

内容 

木刈小学校 平成 23年 9月 8日 

客土 

※客土 砂場の砂の上に砂を追加 

小倉台小学校 平成 23年 9月 9日 

西の原小学校 平成 23年 9月 9日 

印西中学校 平成 23年 9月 12日 

 

 

平成２３年度 

施設名 市立小・中学校 

実施箇所 校庭の樹木 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

内野小学校 

平成 23年 9月 1日～ 

 平成 23年 9月 30日 

砂場の上を覆っている樹木につ

いての剪定を行う。 

原山小学校 

小林北小学校 

小倉台小学校 

西の原小学校 

六合小学校 

宗像小学校 

木刈中学校 

原山中学校 
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平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 建屋周辺雨樋 

内

容 

実 

施 

日 

平成 23年 10月 28日～平成 23年 12月 20日 

実

施

内

容 

雨樋内に堆積している砂・枯葉等を除去し、フレキシブルコンテナバッグに詰

め敷地内の一時仮置場に移動する作業 

施

設

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 木刈小学校 

内野小学校 小林北小学校 高花小学校 西の原小学校 原小学校 

六合小学校 平賀小学校 いには野小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 

西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校  

 

 

平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 側溝清掃 

内

容 

実 

施 

日 

平成 23年 10月 28日～平成 23年 12月 20日 

実 

施 

内 

容 

側溝内に堆積している砂・枯葉等を除去し、フレキシブルコンテナバッグに詰

め敷地内の一時仮置場に移動する作業 

施 

設 

名 

木下小学校 大森小学校 船穂小学校 木刈小学校 内野小学校 

原山小学校 原小学校 高花小学校 西の原小学校 宗像小学校 

本埜第一小学校 滝野小学校 印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 

小林中学校 原山中学校 西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 

小林北小学校 本埜第二小学校 小林小学校 永治小学校 小倉台小学校 
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平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 運動場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

小林北小学校 
平成 23年 9月 1日～ 

 平成 23年 10月 21日 

実証実験の１つとして実施 

運動場(約9,000㎡)の表土1cmを削

りフレキシブルコンテナバッグに詰

め、敷地内の一時仮置場へ移動する作

業。 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 建物敷地及び側溝 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

小倉台小学校 
平成 23年 11月 1日～ 

 平成 23年 11月 18日 

建物敷地(中庭)におけるスポット

的に表土を除去すると共に、排水先を

確保するため側溝清掃を実施し、汚染

土についてはフレキシブルコンテナ

バッグに詰め敷地内において埋設保

管を実施。 

なお、埋設にあっての覆土は 40cm

以上とした。 
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平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 建屋周辺側溝及び縦樋の放流先 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

原山小学校 
平成 23年 11月 18日～ 

平成 23年 12月 15日 

浸透性側溝内に敷設している採石

及び砂等を除去し防水性のあるシー

トに包み敷地内において埋設保管を

実施。 

なお、埋設にあっての覆土は 40cm

以上とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 建屋周辺側溝及び縦樋の放流先 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

原小学校 
平成 23年 11月 18日～ 

平成 23年 12月 15日 

浸透性側溝内に敷設している採石

及び砂等を除去し防水性のあるシー

トに包み敷地内において埋設保管を

実施。 

なお、埋設にあっての覆土は 40cm

以上とした。 
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平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 運動場（あるいは裏庭）汚染土の移動及び埋設 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

小林北小学校 
平成 23年 12月 13日～ 

平成 23年 12月 27日 

汚染土が入っているフレキシブル

コンテナバッグを移動し敷地内にお

いて埋設保管を実施。 

なお、埋設にあっての覆土は 40cm

以上とした。 

 

 

平成２３年度 

施設名 市立小・中学校 

実施箇所 建屋敷地 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

木刈小学校 

平成 23年 12月 13日～ 

平成 23年 12月 27日 

建物敷地(中庭)における表土等を除 

去。 

汚染土入りのフレキシブルコンテナ 

バッグを敷地内において埋設保管を実

施。 

埋設にあっての覆土は 40cm以上とし

た。なお、フレキシブルコンテナバッ

グ以外の汚染土については、防水性の

有るシートに包み同じく埋設した。 

本埜第一小学校 

本埜中学校 
平成 23年 12月 13日～ 

 平成 23年 12月 27日 

建物敷地(中庭)における表土等を除 

去。 

汚染土入りのフレキシブルコンテナ 

バッグを敷地内において埋設保管を実

施。 

埋設にあっての覆土は 40cm以上とし

た。なお、フレキシブルコンテナバッ

グ以外の汚染土については、防水性の

有るシートに包み同じく埋設した。 
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平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 運動場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

永治小学校 平成 24年 3月実施予定 

運動場等における表土等の除去、現

状回復。 

汚染土については防水性のシート

に包み敷地内において埋設保管する。

なお、埋設にあっての覆土は 40cm以

上とする。 

 

 

平成２３年度 

施設名 市立小学校 

実施箇所 運動場等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

小林北小学校 平成 24年 3月実施予定 

運動場等の表土等の現状回復 

汚染土については防水性のシート

に包み敷地内において埋設保管する。

なお、埋設にあっての覆土は 40cm以

上とする。 
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平成２３年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 運動場（あるいは裏庭） 

内 

容 

実

施

日 

平成 24年 3月実施予定 

実

施

内

容 

汚染土(フレキシブルコンテナバッグ入り)を敷地内に埋設し保管する。 

なお、埋設にあっては覆土を 40cm以上とする。 

施

設

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 内野小学校 

原山小学校 小倉台小学校 高花小学校 西の原小学校 原小学校 

宗像小学校 平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第一小学校 

滝野小学校 印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 

原山中学校 西の原中学校 印旛中学校   

 

 

平成２３年度 

施設名 学童保育 

実施箇所 運動場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

永治学童クラブ 平成 24年 3月実施予定 

運動場等の表土等の除去、原状回

復。 

汚染土については防水性のシート

に包み敷地内において埋設保管する。

なお、埋設にあっての覆土は 40cm以

上とする。 
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平成２３年度 

区分 公園等 

実施箇所 公園の中心、砂場 

 
施設名 実施日 実施内容 

内容 

大塚前公園 

平成 23年 5月 31日～ 

平成 23年 6月 3日 

土壌中の放射性物質量測定 

公園の中央付近及び同地点の東西

南北５ｍの地点（計５点）から表土（５

㎝・２００ｃｃ）を試料採取し、５地

点の試料を混合し１検体、砂場の中央

付近及び同地点を中心とした直線上

概ね１．５ｍの地点（計３点）から表

土（５㎝・２００ｃｃ）を試料採取し、

３地点の試料を混合し１検体とし、１

検体中に含まれる放射性ヨウ素（Ｉ

-131）及び放射性セシウム（Cs-134、

Cs-137）について、土壌中（乾土１キ

ログラム(kg)あたり)の濃度(ベクレ

ル(bq))を分析。 

なお、松山下公園、草深公園、滝野

公園については、砂場がないので、未

実施。 

印旛中央公園 

大門下児童公園 

松山下公園 

草深公園 

滝野公園 

 

 

平成２３年度 

施設名 児童遊園 

実施箇所 砂場及び園庭の一部 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

木下町並 

子どもの遊び場 
平成 23年 9月 8日 

砂場の砂の入替及び園庭一部の

除草作業 

 

 

- 87 -



24 

 

 

平成２３年度 

施設名 公園 

実施箇所 砂場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

多々羅田公園 平成 23年 12月 5～14日 

砂場の砂の入替え 

新山児童公園 

 

平成 23年 12月 17～19日 

城山公園 

 

平成 23年 12月 15日 

浅間山公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 12月 21～22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木下南公園 

 

 

 

平成 23年 12月 16～17日 

 

 

東埜原幼児公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 12月 16日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七畝割第一幼児公園 平成 23年 11月 28日 

七畝割第二幼児公園 平成 23年 12月 17日 

木下東１丁目公園 平成 23年 12月 17日 

木下東２丁目公園 平成 23年 12月 19日 

かみうし第一幼児公園 平成 23年 12月 6～7日 

かみうし第二幼児公園 

 

平成 23年 12月 5～6日 

なかうし第一幼児公園 平成 23年 12月 7～8日 

なかうし第四幼児公園 平成 23年 12月 5日 

しもうし第一幼児公園 平成 23年 11月 29日 

しもうし第二幼児公園 平成 23年 11月 30日～12月 5日 

しもうし第三幼児公園 平成 23年 11月 29～30日 

稲荷谷公園 平成 23年 12月 20日～21日 

いなりや第一幼児公園 平成 23年 12月 8日～10日 

いなりや第二幼児公園 平成 23年 12月 7日 

だいもん下第一幼児公園 平成 23年 12月 15～16日 

だいもん下第二幼児公園 平成 23年 12月 16～17日 

にいやま第一幼児公園 平成 23年 12月 17日 

中丑西公園 平成 23年 12月 10～13日 

中丑東公園 平成 23年 12月 13～14日 

三番割幼児公園 平成 23年 12月 13日 
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宿第二幼児公園 平成 23年 12月 13～15日 

しろやま第一幼児公園 平成 23年 12月 12～13日 

しろやま第二幼児公園 平成 23年 12月 10～12日 

大塚街区公園 平成 23年 11月 14日 

木刈北児童公園 平成 23年 11月 30日～12月 5日 

木刈東児童公園 平成 23年 12月 7～8日 

木刈中児童公園 平成 23年 12月 6日 

木刈西街区公園 平成 23年 11月 15日 

小倉台東児童公園 平成 23年 11月 21～22日 

小倉台西街区公園 平成 23年 11月 16日 

高花東街区公園 平成 23年 12月 15～16日 

高花西児童公園 平成 23年 12月 22日 

高花北街区公園 平成 23年 12月 20日 

高花中児童公園 平成 23年 12月 20～21日 

高花南児童公園 平成 23年 12月 21日 

内野北児童公園 平成 23年 12月 16～17日 

内野南児童公園 平成 23年 12月 14～15日 

原山北街区公園 平成 23年 12月 19～20日 

原山東街区公園 平成 23年 12月 19日 

原山南児童公園 平成 23年 12月 17～19日 

みのりの広場公園 平成 23年 11月 25日 

西の原東街区公園 平成 23年 12月 12日 

吉高大谷公園 平成 23年 12月 19～21日 

大塚前公園 平成 23年 11月 16～18日 

印旛中央公園 平成 23年 12月 19～21日 

大門下児童公園 平成 23年 12月 19～20日 
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平成２３年度 

施設名 公園 

実施箇所 ダスト広場、芝生広場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

稲荷谷公園 

平成２４年２月

～３月実施予定 

ダスト広場の表土等の除去及び埋設を 

実施予定。 

戸神台 

西街区公園 

吉高大谷公園 
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（２）平成２４年度 

平成２４年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 運動場 

内 

容 

実

施

日 

平成２４年度実施 

実

施

内

容 

業者による運動場等における表土等の除去、現状回復のためダスト舗装を行う。 

なお、現状が芝生の部分は芝張りにより現状回復とする。 

汚染土については防水性のシートに包み敷地内において埋設保管する。なお、埋設

にあっての覆土は 40cm以上とする。 

施

設

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 木刈小学校 

内野小学校 原山小学校 小倉台小学校 高花小学校 西の原小学校 

原小学校 六合小学校 宗像小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 

本埜第二小学校 滝野小学校 印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 

小林中学校 原山中学校 西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 

滝野中学校     
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平成２４年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 建物敷地内（中庭等） 

内

容 

実 

施 

日 

平成２４年度実施 

実 

施 

内 

容 

業者による建物敷地内（中庭）における表土等の除去、現状回復を行う。 

汚染土については防水性のシートに包み敷地内において埋設保管する。なお、埋設

にあっての覆土は 40cm以上とする。 

施 

設 

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

平賀小学校 いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 

印西中学校 船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 

西の原中学校 印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校  
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平成２４年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 建屋及び敷地 

内

容 

実 

施 

日 

平成２４年度実施 

実 

施 

内 

容 

業者による建屋（バルコニー、雨樋等）の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄機

による洗浄及び敷地内のアスファルト、遊具等のブラシ洗浄、敷地内の側溝洗浄によ

り除染を行う。 

施 

設 

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 印西中学校 

船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 本埜中学校 
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平成２４年度 

区分 市立小・中学校 

実施箇所 建屋周辺樹木・植込 

内

容 

実 

施 

日 

平成２４年度実施 

実 

施 

内 

容 

業者による枝葉の剪定、落葉の除去、除草の実施。 

施 

設 

名 

木下小学校 小林小学校 大森小学校 船穂小学校 永治小学校 

木刈小学校 内野小学校 原山小学校 小林北小学校 小倉台小学校 

高花小学校 西の原小学校 原小学校 六合小学校 宗像小学校 

いには野小学校 本埜第一小学校 本埜第二小学校 滝野小学校 印西中学校 

船穂中学校 木刈中学校 小林中学校 原山中学校 西の原中学校 

印旛中学校 本埜中学校 滝野中学校   
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平成２４年度 

施設名 子育て支援センター 

実施箇所 芝生等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

小林子育て 

支援センター 
平成２４年度実施 

表土等の上下層の土の入れ替え、

芝仕上げ 

 

 

平成２４年度 

施設名 子ども発達センター 

実施箇所 芝生等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

子ども 

発達センター 
平成２４年度実施 

表土等の上下層の土の入れ替え、

芝仕上げ 
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平成２４年度 

施設名 児童遊園 

実施箇所 園庭及び砂場 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

木下児童遊園 

平成２４年度実施 

業者による広場等における表土

等の除去、上下層の土の入れ替え、

及び埋設。 

砂場の砂の入替え（※但しＨ２３

年度に入替えを実施した公園は除

く）、客土。 

樹木の剪定、低木等の高圧洗浄、

落葉の除去、除草、側溝等の清掃、

洗浄、遊具等の洗浄等 

六軒弁天児童遊園 

木下池田 

子どもの遊び場 

木下町並 

子どもの遊び場 

鎌苅児童遊園 

造谷児童遊園 

瀬戸児童遊園 

師戸児童遊園 

荒野子どもの

遊び場 

やわら子ども

の遊び場 
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（３）平成２４年度～平成２５年度 

平成２４年度～平成２５年度 

区分 公園 

実施箇所 公園 

内 

容 

実

施

日 

平成２４年度～平成２５年度実施 

実

施

内

容 

業者による広場等における表土等の除去、上下層の土の入れ替え、及び埋設。 

砂場の砂の入替え（※但しＨ２３年度に入替えを実施した公園は除く）、客土。 

樹木の剪定、低木等の高圧洗浄、落葉の除去、除草、側溝等の清掃、洗浄、遊具等

の洗浄等 

施

設

名 

大塚前公園 印旛中央公園 大門下児童公園 松山下公園 草深公園 

滝野公園 木下東３丁目公園 原南街区公園 西の原公園 多々羅田公園 

木刈北児童公園 小倉台西街区公園 戸神台東街区公園 戸神台西街区公園 新山児童公園 

城山公園 浅間山公園 中丑西公園 中丑東公園 高花東街区公園 

高花西児童公園 高花公園 西の原北街区公園 木下万葉公園 木下南公園 

まみあな幼児公園 いけした幼児公園 おおた幼児公園 まさか幼児公園 東埜原幼児公園 

西埜原幼児公園 
七畝割第一幼

児公園 

七畝割第二幼

児公園 
のみうち公園 

木下東１丁目

公園 

木下東２丁目

公園 

木下東４丁

目公園 

かみうし第

一幼児公園 

かみうし第

二幼児公園 

なかうし第

一幼児公園 

なかうし第二

幼児公園 

なかうし第

三幼児公園 

なかうし第

四幼児公園 

しもうし第

一幼児公園 

しもうし第

二幼児公園 

しもうし第三幼

児公園 
稲荷谷公園 

いなりや第

一幼児公園 

いなりや第

二幼児公園 

だいもん下

第一幼児公園 

だいもん下第二幼

児公園 

だいもん下

第三公園 

だいもん下

第四公園 

にいやま第

一幼児公園 

にいやま第

二公園 

一番割幼児公園 
三番割幼児

公園 
宿第一公園 

宿第二幼児

公園 

しろやま第

一幼児公園 

しろやま第二幼

児公園 
大塚街区公園 木刈東児童公園 

木刈中児童

公園 

木刈西街区

公園 
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浦幡新田公園 
小倉台東児

童公園 

武西学園台

街区公園 

高花北街区

公園 

高花中児童 

公園 

高花南児童公園 
内野北児童

公園 

内野南児童

公園 

原山北街区

公園 

原山東街区 

公園 

原山南児童公園 
すなくぼ第

一公園 

すなくぼ第

二公園 
牧の原公園 滝の杜公園 

みのりの広場公園 
ひかりの丘

公園 

本埜スポー

ツプラザ 
松崎台公園 

東の原街区 

公園 

原東街区公園 原西街区公園 
西の原西街

区公園 

西の原東街

区公園 
松虫姫公園 

萩原公園 いにはの森公園 若萩の丘公園 吉高大谷公園 印旛西部公園 

美瀬の林公園 日だまり公園 かけっこ公園 にぎわい公園 さざなみ公園 

おはよう公園     

 

 

平成２４年度～平成２５年度 

区分 私立幼稚園、保育園、中学校、高校、大学等 

実施箇所 建屋、建物周辺、グランド、側溝等 

内容 

施設名 実施日及び実施内容 

幼稚園、保育園、

大学その他の私

立学校 

協議により検討。 
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平成２４年度～平成２５年度 

区分 スポーツ施設 

実施箇所 建屋、建屋周辺、グランド、側溝、遊具等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

松山下公園 

平成２４年度～ 

平成２５年度実施 

業者による屋上等の清掃、拭き取

り、ブラシ洗浄、高圧洗浄。 

雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去、

高圧洗浄の実施。 

アスファルト等のブラシ洗浄の実

施。 

側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去。 

グランド等における表土等の除去

及び上下層の土の入れ替え。 

現場保管の際の残土による現状回

復。 

枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄、落

葉の除去、除草の実施。 

除染は原則、空間線量率が高い施設

から優先して実施。 

印旛中央公園 

印旛西部公園 

本埜スポーツ 

プラザ 

高花公園 

牧の原公園 
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平成２４年度～平成２５年度 

区分 公共施設等 

実施箇所 建屋、建屋周辺、駐車場、駐輪場、玄関、側溝、グランド等 

内容 

施設名 実施日 実施内容 

市役所 

平成２４年度～ 

平成２５年度実施 

業者による屋上等の清掃、拭き取

り、ブラシ洗浄、高圧洗浄。 

雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去、

高圧洗浄の実施。 

アスファルト等のブラシ洗浄の実

施。 

側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去。 

グランド等における表土等の除去

及び上下層の土の入れ替え。 

現場保管の際の残土による原状回

復。 

枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄、落

葉の除去、除草の実施。 

除染は原則、空間線量率が高い施設

から優先して実施。 

印旛・本埜支所 

各保健センター 

各公民館 

各図書館 

文化ホール 

高齢者・障害者 

福祉施設 

その他の公共施設 

道路（通学路） 

散水車及び清掃車によるブラッシ

ング、手作業によるブラシ洗浄、歩

道洗浄、除草、側溝の泥等の掻き出

し、ブラシ洗浄の実施。 
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平成２４年度～平成２５年度 

区分 独立行政法人が管理する土地及び施設等 

実施箇所 建屋、建屋周辺、駐車場、駐輪場、玄関、側溝、グランド等 

内容 

施設名 実施日及び実施内容 

独立行政法人が

管理する土地及

び施設等 

協議により検討 

 

 

平成２４年度～平成２５年度 

区分 国、千葉県が管理する土地及び施設等 

実施箇所 建屋、建屋周辺、駐車場、駐輪場、玄関、側溝、グランド、道路等 

内容 

施設名 実施日及び実施内容 

国、千葉県が管理

する土地及び施

設等 

協議により検討 

 

 

平成２４年度～平成２５年度 

区分 一部事務組合が管理する土地及び施設等 

実施箇所 建屋、建屋周辺、駐車場、駐輪場、玄関、側溝、グランド等 

内容 

施設名 実施日及び実施内容 

印西地区環境 

整備事業組合 
協議により検討 
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平成２４年度～平成２５年度 

区分 民地等 

実施箇所 住宅「戸建・集合」、商業施設、工場等、農地、山林 

内容 

施設名 実施日及び実施内容 

民有地 

（住宅「戸建・集

合」、商業施設、

工場等） 

詳細測定を行い、方針を決定する。 

 時期については、その時に協議。 農地、山林 

（生活空間に隣

接する農地、山

林） 
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別 紙 １ 

平成23年10月10日災害廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会 第１回合同検討会（別添２） 

 

追加被ばく線量年間１ミリシーベルトの考え方 

 

追加被ばく線量は、空間線量率の測定により確認することができ、追加被ばく線量年

間１ミリシーベルトは、一時間当たりの空間線量率（航空機モニタリング等のNaI シン

チレーション式サーベイメータによる）に換算すると、毎時0.23 マイクロシーベルト

にあたる。 

その考え方は、以下のとおり。 

追加被ばく線量の考え方 

① 事故とは関係なく、自然界の放射線が元々存在し、大地からの放射線は毎時0.04 マ

イクロシーベルト、宇宙からの放射線は毎時0.03 マイクロシーベルトである。 

 

※ 大地からの放射線、宇宙からの放射線はそれぞれ年間0.38 ミリシーベルト、年間

0.29ミリシーベルト（文部科学省「学校において受ける線量の計算方法について」

（平成23 年8 月26 日））であり、これを一時間当たりに換算（24 時間 ×365 日

で割る）した数値 

 

② 追加被ばく線量年間１ミリシーベルトを、一時間当たりに換算すると、毎時0.19 マ

イクロシーベルトと考えられる。（１日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果（0.4 

倍）のある木造家屋）に16 時間滞在するという生活パターンを仮定） 

※毎時0.19 マイクロシーベルト × （８時間 ＋ 0.4 × 16 時間） × 365 日 

＝ 年間１ミリシーベルト 

 

③ 航空機モニタリング等のNaI シンチレーション式サーベイメータによる空間線量

率の測定では、事故による追加被ばく線量に加え、自然界からの放射線のうち、大地

からの放射線分が測定されるため、 

0.19 ＋ 0.04 ＝ 毎時 0.23 マイクロシーベルト 

が、追加被ばく線量年間１ミリシーベルトにあたる。 

 

※通常のNaI シンチレーション式サーベイメータでは宇宙からの放射線はほとんど測

定されない 

 

※航空機モニタリングに使用する検出器では宇宙からの放射線も検出するが、その分は

差し引かれている 
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印西市放射性物質除染実施計画（素案）に対するパブリックコメント集計結果 
 

１ 実 施 期 間 平成２４年１月２８日～平成２４年３月１２日 

２ 意見提出者数 ２４名 

３ 提出された意見等 

意見 

番号 
項目 意 見 等 （全文） 意見に対する市の考えかた 

１ 

基本的

な考え

方につ

いて 

基本的考え方について 特別特

措法が施行されたことを受けて除

染を実施する、と書かれているのは

その通りですが、何のために、とい

う視点があったほうがいいと思い

ます。市民が安心して生活し、とり

わけ次世代を担う若者や子供たち

の健康を守るためですね。国は年間

１ミリシーベルト以下に抑えるべ

きとしています。これは、外部被爆、

内部被爆の合計であるはずなので、

空間の線量はより低いことが望ま

しいです。子供の居る環境はさらに

低くする必要があります。だから市

独自の除染基準として子供の居る

生活空間を地上５ｃｍで毎時0.23

マイクロシーベルト未満としたの

は、大賛成です。これを単なる努力

目標とせず、必ず実現できるという

気持ちを込めて、独自基準を設ける

理由を明記しておいたほうが、市民

にはなぜ国よりも厳しく５ｃｍと

するのか、わかりやすいと思いま

す。 

国の放射性物質汚染対処特措法に基づ

き作成する法定計画であり、国の基本方針

に基づき、追加被ばく線量を年間１ミリシ

ーベルト以下とすることを目指し、国の除

染関係ガイドラインを踏まえて実施して

いきます。 

また、子供への対応を十分配慮すること

が必要であり、市の方針として、子供の生

活空間となる施設に重点をおき、子供の生

活空間（幼稚園、保育園、小・中学校）、

利用度の高い施設（公園等）を優先して除

染を行います。 

なお、市独自の基準として、子供の生活

空間となる施設（幼稚園、保育園、小・中

学校、公園）では、部分的に毎時 0.23マ

イクロシーベルト以上となる箇所を市独

自の除染推進区域とします。 

さらに、幼稚園、保育園、小・中学校で

は、地表面から 5ｃｍの空間放射線量が毎

時0.23マイクロシーベルト以上の箇所を

除染いたします。 

２ 

 流山市では、子供が利用する場

所、保育園、幼稚園、小・中学校は、

放射線量の数値にかかわらず全施

設で表土の除去など除染を実施す

るそうです。これには子供が遊ぶ民

有地も含みます。これは子供の居る

印西市でも、市独自の基準として、子供 

の生活空間となる施設（幼稚園、保育園、

小・中学校）においては、地表面から5ｃ

ｍでの空間放射線量が毎時0.23マイクロ

シーベルト未満となることを目指します

ので、１箇所でも毎時０．２３マイクロシ
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生活空間では、地表５ｃｍで毎時

０．２３マイクロシーベルト未満を

目指すという市の独自基準を実現

するために必要なことで、素晴らし

いと思います。ぜひ印西市でも同じ

よう実施していただけるようお願

します。 

ーベルト以上の場合は、その施設が毎時

０．２３マイクロシーベルト未満になるよ

う除染いたします。 

 

３ 

 内部被爆に関しては今回触れら

れていませんでしたが、長期的に年

間１ミリシーベルトを目指すとい

うことであれば、今回は０．２３マ

イクロシーベルトを目標にされて

いますが、先々内部被爆分を加算し

てもっと厳しい値にしてもいいか

と思います。 

数値に反映させないまでも、市民

に対して内部被爆について（特に肺

に入ってしまう危険性に関して）情

報発信する必要はあると思います。

～風が強いのでマスクをしましょ

う・・・とか～ 

本計画は、国の放射性物質汚染対処特措

法に基づいて汚染状況重点調査地域に指

定されたことにより、作成する法定計画で

あるため、法に基づく項目で作成し、国の

基本方針に基づき、追加被ばく線量を年間

１ミリシーベルト以下とすることを目指

します。 

また、学校等においては、外で遊んだ後

の手洗い、うがいについて、徹底して行う

よう指導を行っております。市民の方に対

しての情報発信については、今後、検討い

たします。 

４ 

 施設の後は、速やかに全ての道路

の洗浄、継続を！まずは、小さい子

供が長時間過ごす公園・幼稚園・小

学校の施設の洗浄を優先で除染で

すが、各施設の除染が進んだ段階で

速やかに全ての道路の洗浄に移っ

て下さい。 

 基準値は、あくまでも、これ位な

ら大丈夫でしょうという仮定での

基準値でしかありません。震災前

の、放射線量など気にも止めなかっ

たレベルに限りなく近づいた生活

をする為に、２～３年での計画に留

まらず継続的に除染の計画を続け

て下さい。 

道路側溝等の線量が高い場合は、側溝清

掃を順次実施しております。 

また、道路側溝等から出た汚泥等につい

ては、現場保管できないため、仮置き場の

確保が急務となっております。 

なお、計画期間については、国の放射性

物質汚染対処特措法に基づいて汚染状況

重点調査地域に指定されたことにより、作

成する法定計画であるため、法に基づく項

目で作成することから、平成２３年度を初

年度とする３カ年計画です。 
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５ 

 年間１ミリシーベルト未満とい

う基準は、外部被爆と内部被爆の合

計で考えるべき問題であり、 内部

被爆を考慮に入れると、除染目標を

最低でも０．０８マイクロシーベル

ト未満程度にお願いしたい。 

 

本計画は、国の放射性物質汚染対処特措

法に基づいて汚染状況重点調査地域に指

定されたことにより、作成する法定計画で

あるため、法に基づく項目で作成し、国の

基本方針に基づき、追加被ばく線量を年間

１ミリシーベルト以下とすることを目指

します。 

市としては、年間１ミリシーベルト以下

を目指すことは、妥当なものであると考え

ております。当面は、国の方針に従い外部

被曝分として、空間放射線量が毎時０．２

３マイクロシーベルト未満となることを

目標として取り組むとともに、内部被曝も

できるだけ低減するように食品の放射性

濃度の測定体制を強化いたします。 

６ 

 除染基準となる毎時 0.23マイ

クロシーベルトについて 

市の測定では学校等で数箇所測

定していますが、毎時 0.23マイク

ロシーベルトを 1箇所でも越えた

場合全体の除線対象とされていま

すでしょうか。 

市独自の基準として、子供の生活空間と 

なる施設（幼稚園、保育園、小・中学校）

においては、地表面から5ｃｍでの空間放

射線量が毎時0.23マイクロシーベルト未

満となることを目指しますので、１箇所で

も毎時０．２３マイクロシーベルト以上の

場合は、その施設が毎時０．２３マイクロ

シーベルト未満になるよう除染いたしま

す。 

７ 

除染実

施状況

等の公

表につ

いて 

７ページ ８．その他 （３）実

施状況の公表・除染の実施状況につ

いては、結果を公表するだけで無く

事前に個別の予定日が判明した時

点で具体的な実施予定日を公表し

て頂きたい。また結果の公表にあた

っては、実施範囲（敷地内の実施部

分と未実施部分が分かるように）、

実施前線量、実施後線量等も含めて

頂きたい。あわせて、広報、ホーム

ページだけでなく、実際に対象施設

を使用される方がすぐに確認でき

るよう対象施設においても掲示等

を行なっていただきたい。 

実施状況の公表ということで、本計画に

基づく、放射線量の測定結果、実施予定日

も含め除染作業の実施状況については、広

報、ホームページ等により随時公表しま

す。と明記してありますので、今後、広報

の１ページの紙面を使い、詳しい情報発信

をいたします。 

なお、実施状況については、実施予定日

も含むものです。 

また、対象施設の掲示等についても今

後、検討いたします。 
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８ 

  ２４年度、２５年度の除染スケジ

ュールが具体的でありません。優先

順位をつけることは書いてかりま

すが、どのように進めるのかはわか

りません。予算の関係もあると思う

ので、どう進めるのかスケジュール

を具体的に示してください。私立幼

稚園、保育園、大学その他私立学校

については、協議検討だけでなく、

具体的な提案をしてください。 

平成２４年度のスケジュールについて

は、国に補助金交付申請し、補助金交付決

定後に、除染作業を実施する予定ですの

で、詳細が決まり次第、別途お知らせいた

します。 

私立の幼稚園、保育園は既に除染作業を

実施しております。その他の私立の学校等

については、除染方針や方法について協議

します。 

９ 

 除染状況については随時広報・ホ

ームページで公表するとあります

が、なるべく詳しい情報をあらゆる

媒体で公表していただきたいと思

います。 

除染状況だけでなく、除染計画・

放射線量の推移（定期的に測定され

るとのことなので）を回覧板・場合

によっては折込にいれるとかは出

来ないでしょうか？ 

防災無線を使うのもいいのでは

ないでしょうか。広報にはいつも小

さくしか掲載されませんが、もっと

紙面を増やして詳しく掲載してい

ただきたいです。 

放射線の情報等につきましては、市ホー

ムページや広報で公表しております。 

今後、広報の１ページの紙面を使い、詳

しい情報発信をいたします。 

１０ 

 ３３ページ ９．除染実施スケジ

ュール（３）平成２４年度～平成２

５年度区分 公園・草深公園等の芝

生の公園について、表土等の除去、

上下層の土の入れ替え等を実施後

の芝張りによる原状回復について

他の区分と同様に明記すべき。 

除染等の措置については、原則として国

の除染関係ガイドラインに示す方法及び

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

交付要綱の中から施設に応じた除染方法

で実施していきます。 
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１１ 

民有地

の除染

につい

て 

私有地の除染ですが・・・詳細に

測定を行えば時間が掛かりますの

で、まずは標高の高いところから行

うのはどうでしょうか？ 

また、住民個人でも出来る除染方

法を発信できないでしょうか？ 

民有地の除染につきましては、国の支援

内容等に不明な点が多いため、今後、環境

省等と協議を進め、別途お知らせいたしま

す。 

除染の実施については、別途皆様にお知

らせいたします。 

 

 それと、除染にはかなりのノウハ

ウが必要と聞きます。 

大手の住宅建設業者にはそれが

あるとか。市の業者に研修してもら

い、それを印西市が公認するという

のはどうでしょうか？ 

市民は助成金で、きちんと除染が

出来る業者に依頼できるという仕

組みは出来ないでしょうか。 

○○工務店など、どうでしょうか。 

個人でもできる除染方法については、境 

境省から除染関係ガイドラインが策定さ

れ、除染方法について、明記されています

ので、そちらを参考に除染等を実施するこ

とが妥当と考えられます。 

なお、除染作業にあたっては、厚生労働

省の定める電離放射線障害防止規則に基

づく除染業務特別教育を受講した業者を

選定し、当該規則に基づいて安全に作業を

行なわなければなりません。 

民有地の除染につきましては、市が実施

者で除染を実施した場合に、国の補助金の

対象になりますので、今後の民有地の除染

については、市が実施者で除染をする予定

です。また、民有地の除染については、国

の支援内容等に不明な点が多いため、今

後、環境省等と協議を進め、別途お知らせ

いたします。 

１２ 

 民有地の放射線測定の地表面か

らの高さについて 

（計画素案の該当箇所…１ページ

の１．基本的な考え方について） 

基本的には地表面から１ｍの高さ

（幼児、小学校等子供の生活空間は

５０ｃｍ。市独自に５ｃｍ）で測定

とあるが、民有地の家庭の庭地等

も、地表から１ｍの高さで生活して

いる訳ではないので、地表面５ｃｍ

の高さで測定すべきである。 

民有地の高さの除染の基準のつきまし

ては、国の支援内容等に不明な点が多いた

め、今後、環境省等と協議を進め、別途お

知らせいたします。 
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１３ 

 民有地の除染実施スケジュール

について 

（計画素案の該当箇所…８ページ

からの９．除染実施スケジュールの

項の３８ページ目）「詳細測定を行

い、方針を決定する。時期について

はその時に協議する。」とあるが、

この記述では曖昧過ぎて実行され

るか不安である。５Ｗ１Ｈに基づい

て、誰が、何時、何処で、何を、ど

のように、どのような考え方で詳細

測定を行うのか、もう少し具体的に

記述すべきである。例えば下記のよ

うに記述することを提案する。 

除染対象となる学校や公園と同

地区にある民有地も同程度の汚染

状態にあると推測されるが、除染は

公共施設を優先とし、民有地は２４

年１０月から放射線測定を開始す

る。測定は民有地所有者の申請に基

づき市が実施し、毎時０．２３マイ

クロシーベルトを超えた箇所は除

染対象とする。具体的な除染方法と

時期は市と民有地所有者とで協議

する。 

民有地の除染につきましては、具体的に

記述すべきである。というご意見を受けま

して、除染実施計画中のＰ７ 土壌等の除

染等の措置の着手予定時期及び完了予定

時期の中で、詳細測定を実施し、平成２４

年度から除染することで明記しました。 

また、民有地の除染につきましては、子

供のいる家庭、子供の利用する施設の優先

度は高いと認識はしておりますので、除染

の実施については、国の支援内容等に不明

な点が多いため、今後、環境省等と協議を

進め、別途お知らせいたします。 

また、除染方法につきましては、除染等

の措置については、原則として国の除染関

係ガイドラインに示す方法及び放射線量

低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱

の中から施設に応じた除染方法を進めて

いきます。 

１４ 

 私有地の除染方針は、これから決

定する予定という話ですが、市民の

要望として 一戸建ての除染内容

に庭の土の入れ替えを対応範囲と

して入れてほしい。芝生をはがし、

土壌を入れ替えなければ、除染の効

果をあげることは難しいと思う。市

民が行うことが難しいことを対処

してほしい。 

直接市ができないのであれば市

民が対処した費用を助成金として

補助してほしい。 

民有地の除染内容につきましては、原則

として国の除染関係ガイドラインに示す

方法及び放射線量低減対策特別緊急事業

費補助金交付要綱の中から施設に応じた

除染方法を進めていきます。 

民有地の除染につきましては、面的な表

土の除去等については、要綱等には明記さ

れておりませんので、今後、市としても、

民有地の除染について、表土等の剥ぎ取り

の実施、除染に伴い発生する除去土壌等の

仮置き場の設置など、国に要望等をしてい

きたいと考えております。 

また、国から示されています民有地の除
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染内容は下記のとおりです。 

（住宅「戸建」） 

家屋の除染 

・壁面等の清掃、拭き取り、 

・雨樋等の清掃、洗浄 

・汚泥の除去 

コンクリート等の除染 

・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去草木除

去 

・枝葉の剪定、落葉の除去、除草 

 

（住宅「集合」、商業施設、工場等） 

建屋の洗浄 

・屋上、壁面の清掃、拭き取り 

・雨樋等の清掃、洗浄 

アスファルト等の除染 

・側溝等の清掃、洗浄 

草木除去 

・枝葉の剪定 

・落葉の除去、除草 

１５ 

  一部事務組合所有物件、民有地な

どの対応が不明です。とくに子供が

スポーツや遊び場で集まる民有地

などはどう進めるのかわかりませ

ん。適切に対応するよう具体的に明

記してください。 

一部事務組合（環境整備事業組合）とも

計画策定時に協議しておりますので、平成

２４年度～平成２５年度に一部事務組合

が除染を実施いたします。 

また、民有地の除染につきましては、子

供のいる家庭、子供の利用する施設の優先

度は高いと認識はしておりますが、国の支

援内容等に不明な点が多いため、今後、環

境省等と協議を進め、別途皆様にお知らせ

いたします。 

１６ 

 ５ページ 

戸建住宅  除染作業等の内容

に、・庭等における表土等の上下層

の入替えを入れていただきたい。 

 民有地の除染内容につきましては、原則

として国の除染関係ガイドラインに示す

方法及び放射線量低減対策特別緊急事業

費補助金交付要綱の中から必要なものを

選定し実施しますので、面的な表土の除去

等については、要綱等に明記されておりま

せんので、今後、市としても、民有地の除

染につきましては、表土等の剥ぎ取り等の

実施、除染に伴い発生する除去土壌等の仮
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置き場の設置など、国に要望等をしていき

たいと考えております。 

１７ 

 ９．除染実施スケジュール 

（３）平成２４年度～平成２５年度 

区分 民地等・民有地について、実

施の時期や内容によっては所有者

自らが除染を実施することも検討

しなければならないため、早期の方

針決定が必要。他の区域同様、優先

的に子供のいる世帯、子供の利用す

る施設について早急に検討してい

ただきたい。検討にあたっては方針

決定後に市民に知らせるのではな

く、検討段階から市民の意見を取り

入れていただきたい。 

民有地の除染につきましては、子供のい

る家庭、子供の利用する施設の優先度は高

いと認識はしておりますが、国の支援内容

等に不明な点が多いため、今後、環境省等

と協議を進め、別途皆様にお知らせいたし

ます。 
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１８ 

 民家、特に木造の現住建造物及び

その周辺地の除染に関する要請 

 民家及び民有地の除染方針は、ま

だ決定されていないようですが、こ

れらの除染を優先して実施してい

ただきたいと考えます。 

 １日のうちで、子供を含めた印西

市の住民が最も長い時間を過ごす

場所は、一般的にはそれぞれの住居

のはずです。 

 また、住居が木造住宅の場合、屋

外からのガンマ線に対する遮蔽率

は、鉄筋コンクリート造りの建物の

遮蔽率よりも通常は低いとされて

います。 

 従いまして、住民が１日に受ける

外部被爆のうちで、住居における外

部被爆量は、他場所（例えばオフィ

スビル等の職場、学校、幼稚園、図

書館などの公共施設）における被爆

量に比して最も大になると危惧し

ています。 

 このように民家における外部被

爆は、住民の健康に対する重大な問

題であると考えますので、民家及び

周辺地の除染計画を早急に作成し

ていただき、優先順位を上げて実施

していただけますよう、お願いいた

します。 

民有地の除染につきましては、子供のい

る家庭、子供の利用する施設の優先度は高

いと認識はしておりますが、国の支援内容

等に不明な点が多いため、今後、環境省等

と協議を進め、別途皆様にお知らせいたし

ます。 

本計画は、国の放射性物質汚染対処特措

法に基づき作成する法定計画であり、国の

基本方針に基づき、追加被ばく線量を年間

１ミリシーベルト以下とすることを目指

します。 

市としては、年間１ミリシーベルト以下

を目指すことは、妥当なものであると考え

ております。当面は、国の方針に従い外部

被ばく分として、空間放射線量が毎時０．

２３マイクロシーベルト未満となること

を目標として取り組むとともに、内部被ば

くもできるだけ低減するように食品の放

射性濃度の測定体制を強化いたします。 
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１９ 

 住宅において線量の高いところ

は数多く存在するものと推測され

ます。 

5.除染の実施主体に「民有地」が

含まれており、9.除染実施スケジュ

ール （３）平成 24年度～25年

度 にて民地等の区分の内容に「詳

細測定を行い、方針を決定する。 

時期については、その時に協議」 

 とあります。この文章から「詳細

測定は平成２４年度から実施を開

始し、除染の方針を決定する。除染

の時期の時期については、その都度

協議する」と解釈します。 

具体的にどのようなルールのもと

で詳細測定を実施するのか、明記し

て頂きたい。 

４．優先順位の考え方の第一に「子

供の生活空間」とあり、子供の住む

住居は優先度を高くし、対応しても

らいたいと考えます。 

民有地の除染につきましては、子供のい

る家庭、子供の利用する施設の優先度は高

いと認識はしておりますが、国の支援内容

等に不明な点が多いため、今後、環境省等

と協議を進め、別途皆様にお知らせいたし

ます。 

また、除染の前には、環境省の除染関係

ガイドラインに沿った適切な方法で、詳細

測定を予定しております。 

２０ 

 ９．除染実施スケジュール 

（３）平成２４年度～平成２５年度

区分 民地等 

・民有地について除染作業そのもの

の優先度が一律低い訳では無く子

供が使用する施設もある。実施の時

期や内容によっては所有者自らが

除染を実施することも検討しなけ

ればならないため、早期の方針決定

が必要。検討にあたっては方針決定

後に市民に知らせるのではなく、検

討段階から市民と意見交換をしな

がら進めるべき。 

民有地の除染につきましては、子供のい

る家庭、子供の利用する施設の優先度は高

いと認識はしておりますが、国の支援内容

等に不明な点が多いため、今後、環境省等

と協議を進め、別途皆様にお知らせいたし

ます。 
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２１ 

 商業施設や私有地の除染 

 是非、市主導の下公共場所と同じ

ようなスピードで除染をして頂き

たい。 

特に人が集まる商業施設や北総

線の線路敷地、住宅地に近い更地等 

商業施設や民有地の除染につきまして

は、子供のいる家庭、子供の利用する施設

の優先度は高いと認識はしておりますの

で、民有地の除染につきましては、国の支

援内容等に不明な点が多いため、今後、環

境省等と協議を進め、別途皆様にお知らせ

いたします。 

なお、北総鉄道の線路敷地につきまして

は、除染実施計画では除染対象区域外で

す。 

また、住宅地に近い更地につきまして

は、所有者が除染を実施することになって

おります。 

２２ 

私立幼

稚園等

につい

て 

計画の内容は、子供対象施設を優

先して考えてあり、ありがたく思い

ます。計画後は、できるだけ早急に、

作業して頂きたく思います。なお、

私立の幼稚園・学校等への対応につ

いてですが、基本的に、公立と同等

の対応を希望致します。施設管理者

は、放射線物質について詳しかった

り、関心があるとは限りません。市

の方から、積極的に情報を提供して

頂き、早期に協議の上、除染が実施

されることを、希望致します。 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

２３ 

 ３４ページ 

私立幼稚園、保育園、中学校、高

校、大学等 の実施日及び実施内容

→協議により検討としている事に

ついて公立私立に関わらず印西市

に暮らす同じ子供です。私立である

ために時期が遅れるようなことが

ないよう早急に協議をしていただ

きたい。施設自身で作業を行う事に

なった場合も、費用の問題で時期が

遅れる事のないように協議をまた、

ガイドラインに沿った内容で行わ

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 
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れるように指導を行って欲しい。   

２４ 

 私立幼稚園についてですが、協議

により検討となっていますが、子供

の健康に公立も私立も関係ありま

せん。 

印西市内の子供の生活空間とな

る施設と言うことで、ぜひ平等に除

染が進むように働きかけてくださ

い。 

子供にとって、個人経営とか関係

ありませんので、よろしくお願い致

します。 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

２５ 

 私立幼稚園等の実施内容も早急

に決めてください。もう原発事故か

ら１年です。その間子供達は無用な

被曝をし続けていることを忘れな

いで欲しい。 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

２６ 

 除染の具体的実施計画が作れら、

少し安心しました。 

 長期の対応となり大変だと思い

ますが宜しくお願い致します。 

私立幼稚園は対象になっていな

いようですが、地域的にも市立幼稚

園に通える子供は限定されており、

市民への平等の対応という観点か

らも、私立幼稚園も含めた対応をお

願い致します。 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園、保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚
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園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

２７ 

 この度は印西市における除染計

画作成並びにパブリックコメント

の実施をありがとうございます。除

染計画の内容は全体的に納得がで

きるものであり、子供の生活への配

慮を行なっていただいたことがよ

くわかるものでした。 

 一点だけ意見させて下さい。私立

幼稚園における表土除去などの除

染計画には、協議により検討とあり

ます。私立幼稚園に通う児童も同じ

印西市民であるので等しく対策を

行なっていただきたいです。よっ

て、”他の園と同等の対策を市が率

先して一律に提供する”姿勢で、園

にとって不利益が発生するなど特

別な理由がない限り実施するつも

りで協議を行なっていただきたい

と存じます。 

 どうかよろしくお願いいたしま

す。今後は除染の実施結果とその他

の放射線対策を期待しております。 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園・保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

２８ 

公園の

除染に

ついて 

３３ページ ９．除染実施スケジ

ュール（３）平成２４年度～平成 

２５年度区分 公園・草深公園等の

芝生の公園について、表土等の除

去、上下層の土の入れ替え等を実施

後の芝張りによる原状回復につい

て他の区分と同様に明記すべき。 

除染作業の内容といたしましては、放射

線量低減対策特別緊急事業費補助金交付

要領の２－２比較的線量の低い地域の中

の除染対象によって、除染作業等も内容も

違ってきますので、公園については、公共

施設のうち、学校等子供が長時間生活する

ものの除染内容を明記しました。 

２９ 

 市内の公園について。 

芝生の部分に関しては土の入れ

替え、芝の張替えを行わないのでし

ょうか。 

公園の除染につきましては、広場等にお

ける表土等の除去、上下層の土の入れ替え

及び埋設としており、表土等には芝生も含

まれておりますので、線量の高い公園につ
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個人で線量を測った際には、芝の

部分も比較的高く出ていると感じ

ます。 

寝転がったり座ったり、子供にと

っては直接触れやすい場所です。 

面積が広く作業も大変になるか

と思いますが、計画に盛り込んでほ

しいと思います。 

きましては、上記内容のとおり除染いたし

ます。 

３０ 

 県立の公園についてです。県立で

すから、県の管轄です。っというの

はごもっともですが、内野小学校は

マラソン大会を県立の花の丘公園

で行っています。 

学校の行事で使う場所に関しては、

市の管轄ではありません。で済ませ

ないで頂きたいです。子供は、学校

の行事で強制的に被ばくさせられ

てしまいます。ぜひ、県の管轄の場

所についてもしっかり除染計画に

入れてください。 

 

県立公園の花の丘公園については、管理

者は、千葉県です。 

除染実施計画の中でも、千葉県が管理す

る土地及び施設については、施設管理者が

除染実施主体と明記してありますので、今

後、千葉県と協議しながら除染を進めてま

いります。 

３１ 

 公園などの放射線量を測定して

公表して頂いておりますが、公園そ

のものに、数値を示す立て札のよう

なものを設置すべきではないかと

考えます。 

そして除染作業に従い、立て札・

数値を更新していくのはどうでし

ょうか。 

放射線に関する情報は自分から取

りに行かないとなかなか手に入ら

ないものです。 

気にしていない人（子供）がいつ

の間にか被曝し、年間１ミリを超え

てしまうことを、行政の立場として

は防がなければならないと思いま

す。 

公園での測定結果の公表につきまして

は、全ての公園で入口付近、又は案内看板

にて測定結果を掲載しております。 
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３２ 

道路側

溝の除

染につ

いて 

通学路以外の道路の除染に関す

る要請 

「印西市放射性物質除染実施計画

（案）」では、公共施設等の除染を

対象として通学路以外の道路が記

されていないようですが、公共の道

路、特に住宅地の生活道路の側溝等

は、通学路ではなくても、除染対象

にして直ちに除染を行うべきと考

えます。 

 下記資料によれば、雨水の流れ込

む道路の側溝及びその周辺は、ホッ

トスポットが生じる可能性が高く、

除染を先送りしないで、直ちに除染

すべき所のひとつとされています。 

実際、拙宅の敷地に接した市道の

側溝上で放射線量率を測定しまし

たところ、約毎時０．４３マイクロ

シーベルトでした。 

印西市のような放射線物質で汚

染されたホットエリアでは、高い放

射線量率を示す側溝が、通学路以外

でも多数散在していると考えられ

ます。 

ちなみに、拙宅近辺の道路沿いで

は、子供たちがボール遊びなどをし

て毎日遊んでいます。 

 外部被爆をできるだけ抑制す

るため、このような場所の除染を速

やかに実施していただきますよう

お願いいたします。 

道路側溝等の線量が高い場合は、ご連絡

等をいただき、側溝の線量を再計測後、線

量が高ければ、側溝清掃を順次実施してお

ります。 

なお、道路側溝等から出た汚泥等につい

ては、現場保管ができないため、仮置き場

の確保が急務となっております。 

３３ 

 住宅周りの側溝の数値について 

戸神台の戸建て住宅の側溝周り

の数値が高くなっています。 

除染作業を進めると、その数字は

ますます高くなると予想できます。 

速やかな対策計画を、お願いしま

す。 

道路側溝等の線量が高い場合は、ご連絡

等をいただき、側溝の線量を再計測後、線

量が高ければ、側溝清掃を順次実施してお

ります。 

なお、道路側溝等から出た汚泥等につい

ては、現場保管ができないため、仮置き場

の確保が急務となっております。 
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３４ 

 近隣住民から自宅の側溝付近の

放射線量が高いという連絡があり

ました。 

 幼児のいる世帯が多いエリアで

あり、自分たちだけで対処するには

限界もあるので早急に対応してほ

しい。 

道路側溝等の線量が高い場合は、ご連絡

等をいただき、側溝の線量を再計測後、線

量が高ければ、側溝清掃を順次実施してお

ります。 

なお、道路側溝等から出た汚泥等につい

ては、現場保管ができないため、仮置き場

の確保が急務となっております。 

３５ 

汚染土

壌等の

一時保

管 

除去した土砂の保管にあたって

は、二次汚染の無いよう、配慮をお

願いいたします。特に子供が集まる

場所の保管は、定期的なモニタリン

グが必要だし、近づかないよう、子

供に分かるように掲示をしてくだ

さい。 

除染実施計画の「８．除去土壌等の保管

及び管理について」に明記しております。 

除去土壌等の保管及び管理は、安全確保

と周辺環境の二次的汚染を起こさないよ

う、環境省の除染関係ガイドライン、廃棄

物関係ガイドライン（平成23年12月第1

版）に沿った適切な方法により実施してい

きます。 

３６ 

 除染で発生した汚染物は東京電

力の敷地に運搬する。 

（汚染者負担の原則） 

除染で発生した除去土壌等の処分も含

め今後、東京電力に賠償等を求めて行きま

す。 

３７ 

 

 

 

除染方

針につ

いて 

 道路、側溝も対象になっています

が、除染対象となる区域を示した地

図がありません。これは例えば「大

森の一部」とされても、どこを指す

のかわかりませんし、そこに住む住

民にも理解してもらわないといけ

ません。効率的に作業をすすめるた

めに、放射線量マップの作成が欠か

せないと思います。 

除染実施計画の策定時に、マップを添付

いたします。 

３８ 

 地域への事前説明、了解などをど

のようにされるのでしょうか。道路

交通や生活への一時的影響が考え

られます。除染計画の中に盛り込ん

でください。 

本計画に基づく、放射線量の測定結果、

除染作業の実施状況については、広報、ホ

ームページ等により随時公表します。 

３９ 

 特措法に基づく管理台帳の作成を

明記してください。 

除染実施計画中の８．除去土壌等の保管

及び管理について環境省の除染関係ガイ

ドライン、廃棄物関係ガイドライン（平成

23年12月第1版）に沿った適切な方法に

より実施していきます。 
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４０ 

 より厳しい基準での除染計画に

感謝していますが、 

１．特に学校は、早期に実現できる

ようにお願い致します。砂場や側溝

などより、より多くの時間を過ごす

校庭を優先して除染して欲しいで

す。 

 

２．学校の除染作業は、児童・生徒

の安全を必ず確保するように、徹底

してください。 

 例えば柏市では、以下のように配

慮するとのことです。強風時は作業

を中断します。砂埃が舞い上がらな

いよう状況に応じて水撒き等の措

置をとります。校庭表土の除去作業

期間中と高圧洗浄作業中の児童の

屋外活動は禁止します。作業中は、

教室等の窓を閉めます。 

※気温や室温に注意しながら、健康

を損なわない範囲で実施します。 

また、業間休みや昼休みは工事を

中断しますので、その際、窓を開け

て空気の入れ替えを行います。 

 作業中はガードマンを配置し、児

童が作業現場へ近づかないよう配

慮します。また、学校でも児童への

指導を行います。 

 

３．学校内で、授業で作物を育てる

畑の除染対策もしっかりおこなっ

て下さい。種などを巻く前、春休み

中などに、土の入れ替えなど必要な

措置をお願い致します。 

 

４．また、我孫子市のように、学校

で栽培した物もきちんと検査して

から食する体制を整えてください。

 

 

除染の実施につきましては、環境省の除染

関係ガイドライン、廃棄物関係ガイドライ

ン（平成23年12月第1版）に沿った適切

な方法により早急に校庭等の除染を実施

していきます。 

 

学校生活につきましては、各学校の実態

に応じて、対応しております。留意事項に

関しましても、既に同様の対応をしており

ます。 

今後、除染の進捗状況を見ながら対応し

て参りたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給食の食材に関しましては、納入業者を

絞り、信頼のおける業者のみと取引をして

おり、安全証明書等の添付を義務付けてお

ります。産地につきましても、複数の産地

の中からより安全性が高いものを選んで

使用しております。 

 食材の放射能測定につきましては、市に

配備されております放射能測定器を使い、

食品１㎏当たり２０ベクレルを検出下限

- 120 -



18 

 

さつまいもで検出されたので、使用

しなかった事例もあります。 

 

５．小倉台小学校には、ビオトープ

があります。自然環境の保持と除染

とは相反すると思われますが、除染

作業を優先させて下さい。学内活動

も盛んに行われている様子で、表彰

されたばかりですが、まず児童の安

全を第一に除染を考えてください。 

 

６．除染作業が終了し安全になるま

で、学校での屋外の活動は、気をつ

けてくださるようにお願いいたし

ます。柏市では、教育委員会から保

護者に文書が配布されています。虫

取りや落ち葉などを用いた活動を

避ける、体験学習実施の工夫など明

記されています。また運動会の練習

や昼食などについても注意されて

います。印西市でも是非、教育委員

会からの指導の下、徹底して欲しい

です。遠足や旅行なども配慮して下

さい。 

 

７．汚染状況重点調査地域に指定さ

れ、これだけの大規模な除染が必要

な環境下で、地産地消中心の給食は

疑問です。除染の必要がなくなるま

で、非汚染地域、せめて千葉県内南

部などの米・野菜などを使用して欲

しいです。また、給食食材の検査の

検出下限をもっと下げて、精度をあ

げて欲しいです。一食まるごと検査

も外注して検査していただきたい

です。また、食材の産地公表の品目

が少なすぎるので、果実類、乾物類

なども公開してください。事前に産

値に、週２回、１回につき５品目の食材を

測定しております。 

 検出下限値を下げることにつきまして

は、限られた時間の中で測定していること

から、測定に時間がかかるため品目数を減

らさないといけないこと、皮をむいたり、

洗ったり、調理したりすることによって、

大幅に低減するため、ほとんど数値に差が

なくなることなどから、現時点では変更の

予定はございませんが、今後、国の基準等

が変更されれば対応して参ります。 

 地産地消につきましては、印西市産の米

や野菜等の生鮮品については農政課と協

力して測定に取り組んでいるため、東葛地

域の自治体よりも測定品目数は多い状況

にございます。測定開始以来、検出下限値

を超える食材は出ておりません。地域の食

材を長期にわたり細かく測定していきな

がらデータを収集していった方が、より安

全性が確保されるのではないかと考えて

おります。 

 福島県の那須川市や郡山市でも、地産地

消の推進を積極的に進めており、測定に努

めながら地元の食材を積極的に使用して

いるとのことです。 

 今後も食品の放射能等に関する情報収

集に努めながら、安全で安心な給食の提供

に努めて参りたいと考えております。 
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地を予定でも公開して欲しいです。

高い数値の出ている椎茸なども使

用しないで欲しいです。汚染されて

いるのですから、外部被爆の多い

分、内部被爆には細心の注意を払っ

てください。 

 

８．約一年たってからの除染ですの

で、健康状況などの検査体制も整え

て頂きたいです。 

昨年実施した実証実験を踏まえ、よ

り効果のあった方法（例えば深刈り

よりも天地返し）にて対策して下さ

るようお願いいたします。 

 

９．私立幼稚園や保育園も、同様の

基準で除染して下さい。市立の環境

が乏しいので、大多数が私立に通っ

ているのが現状と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．民有地についても、汚染土の

保管場所など提供していただける

とありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の放射性物質汚染対処特措法に基づき

作成する法定計画であり、国の基本方針に

基づき、追加被ばく線量を年間１ミリシー

ベルト以下とすることを目指します。 

 

 

 

 

私立の幼稚園、保育園につきましては、

平成２３年度にほとんどの施設で除染を

実施しており、放射線量についても、市の

ホームページで公表しておりますが、ま

だ、施設によっては、市が目指す除染の目

標値以上の線量の箇所が部分的にありま

すので、公立、私立いずれの幼稚園・保育

園でも除染目標が達せられるよう、平成２

３年度から実施している市独自の補助を

平成２４年度に大幅に拡充し、私立の幼稚

園、保育園の除染を速やかに進めることと

しております。 

 

民有地の除染に伴い発生する除去土壌等 

については、最終処分が可能となるまでの

間は、原則として除染関係ガイドラインに

沿って除染を実施した施設の敷地内におい

て適切に管理（現場保管）することを基本

とします。 

除去土壌等の保管及び管理は、安全確保

と周辺環境の二次的汚染を起こさないよ

う、環境省の除染関係ガイドライン、廃棄

物関係ガイドライン（平成23年12月第1
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１１．早期の除染を望みますが、時

間もかかることですので、屋内で遊

べる環境も拡充して下さい。 

版）に沿った適切な方法により実施しま

す。 

 

除染実施計画の期間は平成２３年度か

ら平成２５年度としておりますが、出来る

限り前倒しで推進していきます。 

４１ 

 除染作業中の安全対策の徹底を

お願いします。今でも学校によっ

て、対策に差がある様なのでそうい

った事の無いように指導をしてい

ただきたい。 

除染作業をする場合は、厚生労働省が示

した「除染等業務に従事する労働者の放射

線障害防止のためのガイドライン」に則し

て行うものとします。 

４２ 

 芝の処理に対する補助を是非お

願いします。 

芝を剥がさなければ、放射線量は

ほぼ下がりません。逆に、芝をはが

せば放射線量はかなり下げられる

のではないかと思われます。戸建て

部分の芝をはがせば、住宅街全体の

道路部分の数字まで下げられます。 

公園の芝を剥がせば、その周りの

道路部分の数字も下げられます。芝

に吸着している放射線量を根本的

に下げることは、手間はかかります

が結局の所、効率的です。芝を刈る

労力を、初めからはがす労力に回し

た方が賢明ではないでしょうか。そ

のための、アナウンス、補助を是非

お願いしたいです。 

ご提案の件につきましては、国からの補

助対象の民有地の除染等の内容に、表土等

の剥ぎ取りはありません。 

また、除染に伴い発生する除去土壌等に

ついては、最終処分が可能となるまでの間

は、原則として除染関係ガイドラインに沿

って除染を実施した施設の敷地内において

適切に管理（現場保管）することを基本と

しておりますので、敷地内で保管をお願い

いたします。 

 なお、市といたしましても、今後、国等

に表土の剥ぎ取りの実施についても、補助

対象と認めるよう、仮置き場の設置も含め

要望等してまいります。 
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４３ 

 これまでは、子供の生活空間とな

る施設（幼稚園、保育園、小・中学

校）の空間放射線量および積算放射

線量の測定や除染などを行なって

きたと思いますが、これからは民有

地（住宅「戸建・集合」、商業施設、

工場等）や農地、山林（生活空間に

隣接する農地、山林）等についても

早々に、空間放射線量の測定や必要

な場合は除染等を行なっていただ

きたいと思います。 

「空間放射線量の測定について」 

①「集合住宅」「戸建」⇒それぞ

れの自治会または管理組合組織に

依頼 

②商業施設・工場等・農地・山林

⇒所有者に依頼。困難な場合のみ、

市の担当者が協力して行なう 

③高線量の場所⇒市の担当者が再

度計測して確認除染について」 国

が示した特別措置法に汚染された

土壌の除染までは含まれていない

ようです。 

土壌の除染で表土等を除去するだけ

では、どんどん汚染物質が貯まりその保

管場所も満杯になります。土壌の除染に

ついては、①表土等の除去、②上下層の

土の入替えを行ない、高線量の場合を除

き原則現場保管がいいのではと思いま

す。 

民有地の除染につきましては、子供のい

る家庭、子供の利用する施設の優先度は高

いと認識はしており、民有地の除染は、国

の支援内容等に不明な点が多いため、今

後、環境省等と協議を進め、別途お知らせ

いたします。 

 

表土等の除去につきましては、除染に伴 

い発生する除去土壌等については、最終処

分が可能となるまでの間は、原則として除

染関係ガイドラインに沿って除染を実施

した施設の敷地内において適切に管理（現

場保管）することを基本とします。 

 また、除染方法につきましては、除染等

の措置については、原則として国の除染関

係ガイドラインに示す方法及び放射線量

低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱

の中から施設に応じた除染方法を進めて

いきます。 
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４４ 

 除染作業の時間 

今後、学校等で除染作業が行われ

る場合、作業の予定時間はその学校

等の除染場所に伝わるのでしょう

か。出来れば児童がいない時間での

作業をお願いしたい。 

学校の休業日だけでは、速やかな除染作

業ができないため、作業時間を限定するこ

とは難しいと考えております。 

４５ 

 継続的な測定調査や、必要に応じ

て見直し、評価検証も必要になるか

と思います。実施主体は印西市とな

っていますが、漠然としています。

計画の進行管理は誰が行うのか、責

任の所在を明らかにし、確実に遂行

するために、市長のもとに「対策会

議」（我孫子市の例です）などの機

関が必要になると思います。ぜひ宜

しくお願いします。 

除染実施計画の進行管理は、市が行いま

す。 

４６ 

 ４．除染後のマップ 

地図上で解り易く“除染済み”が

解るようなマップを作って頂きた

い。 

 経験のない事故処理という事で 

相当な予算・労力となる事は重々承

知しており、そんな中このような 

期待できる計画案を出して頂いた

事に大変感謝しております。 

何卒、宜しくお願い致します。 

現在市では、ホームページにて印西市内

放射線量測定ＭＡＰを公開しており、ご指

摘につきましては、今後、検討いたします

ので宜しくお願いいたします。 

４７ 

 印西市内の国・県の所有地に関し

ては主体が各所有機関になるとの

ことですが、国・県より権限を一任

してもらうようには出来ないでし

ょうか？ 

国、千葉県が管理する土地及び施設につ

いては、それぞれの管理者が除染実施主体

となります。 

それぞれの機関と今後、除染について協

議しながら除染を進めてまいります。 
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４８ 

 除染区域についてですが、1点で

も毎時０．２３マイクロシーベルト

を超える箇所が見つかった際には、

その敷地内全てを除染して欲しい。

出来るだけ原発事故前の線量に近

づけて欲しい。 

市独自の基準として、子供の生活空間と  

なる施設（幼稚園、保育園、小・中学校）

においては、地表面から5ｃｍでの空間放

射線量が毎時0.23マイクロシーベルト未

満となることを目指します。１点でも毎時

０．２３マイクロシーベルト以上の場合

は、その施設が毎時０．２３マイクロシー

ベルト未満になるよう除染いたします。 

４９ 

内部被

ばくに

ついて 

内部被曝のリスクが大きいとい

う学説もある以上、除染に際して

は、極力飛散がない除染方法の選択

をお願いします。 

 特に高圧水を用いた洗浄は、付着

した放射性物質を再飛散させるも

の（別の場所に吹き飛ばすだけのも

の）と認識しており、私の認識に誤

りがあるようであれば、その回答を

計画の補足資料としてご提示いた

だければ幸いです。 

また、実施する場合は事前に近隣

へのアナウンスを行い、個人の判断

で除染時にその場を離れることが

できるように配慮をお願いします。 

除染等の措置については、原則として国

の除染関係ガイドラインに示す方法及び

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

交付要綱の中から必要なものを選定し、実

施しますので、高圧洗浄での清掃は、除染

項目にないため実施予定はありません。 

しかし、洗浄だけでは除染の効果が見え

ない場合には、高圧洗浄を行う場合がござ

います。 

また、除染作業をする場合は、厚生労働

省が示した「除染等業務に従事する労働者

の放射線障害防止のためのガイドライン」

に準拠して行うものとします。 

 

５０ 

 該当項目 『２．除染目標』 

「長期的な目標として追加被曝線

量が年間１ミリシーベルト以下と

なることを目指します。」 

とあり、それを実現するための平均

空間放射線量を「毎時０．２３マイ

クロシーベルト未満」としています

が、これは内部被曝をまったく考慮

していないので、「追加被曝線量年

間１ミリシーベルト以下」は達せら

れません。 

印西市における空間線量と市民

それぞれが摂取する飲料水・食物の

平均的な放射線数値から、外部被曝

と内部被曝それぞれの比率を暫定

本計画は、放射性物質汚染対処特措法に

基づく汚染状況重点調査地域に指定され

たことにより、作成する法定計画であるた

め、法に基づく項目で作成し、国の基本方

針に基づき、市としては、追加被曝線量を

年間１ミリシーベルト以下とすることを

目指し、当面は、国の方針に従い外部被曝

分として、空間線量率が毎時０．２３マイ

クロシーベルト未満とすることを目標と

して除染に取り組むとともに、今後、内部

被曝もできるだけ低減するように食品の

放射性濃度の測定体制を強化いたします。 
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的であるにしても算出し、その比率

に応じて空間線量の目標値を定め

るべきではないでしょうか？ 

外部被曝だけで年間１ミリを“使い

切る”計算は誤っていると思いま

す。 

また、そもそも別紙１の環境省公

表資料も、現実に即していないと思

われます。 

「屋内は屋外に比べて４０％にま

で線量が下がる」という計算は曖昧

で楽観的です。 

せいぜい９０％程度でしかない、と

いう意見や実験結果もあるようで

すし、１日の３分の２にあたる１６

時間を０．４倍して低く見積もるの

はいかがなものかと。よって 

第一段階・・・空間線量毎時０．２

３マイクロシーベルト以下 

第二段階・・・空間線量毎時０．１

９マイクロシーベルト（内部被曝を

２０％と仮定） 

第三段階・・・空間線量毎時０．１

３マイクロシーベルト（第二段階プ

ラス屋内も１．０倍計算） 

など、段階を踏んだ目標設定をし、 

外部・内部被曝を含めた総追加被曝

線量を、本当に着実に年間１ミリシ

ーベルト以下に抑えられるような

計画で除染を進めて頂きたいと思

います。 

 

該当項目 『５．除染の実施主体』 

私の住まいの近くには北総花の丘

公園がありますが、県立だという理

由で今回の除染計画には含まれて

おりません。 

市有地以外の除染主体が市とな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立公園の花の丘公園については、管理

者は、千葉県ですので、除染実施計画の中

に、千葉県が管理する土地施設管理者が除

染実施主体と明記してありますので、今

後、千葉県と協議しながら除染を進めて行

きたいと考えております。 
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らないのはきっと止むを得ないこ

となのでしょうが、そこを利用する

のがほかならぬ印西市民であるこ

とを考えれば、国や県に対し、印西

市民を守るための働きかけを起こ

して頂きたいと思います。 

千葉県は放射線量の高い地域が

北西部に限られているということ

もあってか、県の動きは極めて鈍い

と感じております。 

是非とも、こうした状況を印西市の

力で改善してほしいと思っていま

す。 

 

印西市は汚染地域に指定される

ほど高線量で外部被曝量も高いは

ずですので、年間１ミリ以下を目指

そうと思えば、必然的に内部被曝線

量の基準を厳しくしなければなり

ません。 

横並びで国の基準値を用いていて

は、それが果たせなくなります。 

現段階の汚染度合（空間線量）と今

後の除染進行度合に連動する形で、 

年間１ミリを下回ることが可能と

なる内部被曝基準（具体的には食物

に含まれる放射性物質の基準）を設

定してほしいと思います。 

空間線量と農産物の汚染は比例

関係にあろうかと思いますので、 

両方が高い今、１ミリシーベルトを

いきなり目指すのは確かに難しい

かもしれません。 

しかし感受性の高い子供たちだ

けは、本来は１ミリ以下の環境をす

ぐにでも与えてあげるべきですか

ら、「国の基準値以下なんだから大

丈夫だよ」と煙に巻くのではなく、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、国の放射性物質汚染対処特措

法に基づいて汚染状況重点調査地域に指

定されたことにより、作成する法定計画で

あるため、法に基づく項目で作成し、国の

基本方針に基づき、追加被ばく線量を年間

１ミリシーベルト以下とすることを目指

します。 

当面は、国の方針に従い外部被曝分とし

て、空間放射線量が毎時０．２３マイクロ

シーベルト未満となることを目標として

取り組むとともに、内部被ばくもできるだ

け低減するように食品の放射性濃度の測

定体制を強化いたします。 
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「○歳以下は○○ベクレル・・・」

という年齢別の基準値設定も必要

になると考えます。 

５１ 

健康診断 児童の健康診断等について、以下

のように希望します。 

小中学校では、保健室で来室者の

件数・理由を記録していますので、

それを利用して、来室者の傾向に異

変がないか、データ整理・保管・必

要に応じて医師に相談・連携、保護

者へのデータ開示をする。 

さらに、身体測定では一般的な成

長指針である、体重と身長を学期毎

に毎年測定して頂いていますので、

これも同じく成長曲線に異常がな

いかをチェックする機能とする。 

 

 

 

 

また、交通安全教室のような位置

づけで、放射能教室を子供たち（保

護者も含めたらなお可）に提供す

る。今後何十年も放射能と付き合っ

ていくためには、正しい知識が 

必要不可欠となります。そのために

も、早急に体制作りが望まれます。 

すべてにおいて、今までとは全く

違って、放射能被害についての正確

な情報・知識がない中での体制作り

なので、大変な作業にはなると思い

ますが、今からでも始めないと今後

重大なミスとなり得るので、慎重に

判断して頂きたいと思います。 

小中学校においては、健康診断の記録や

保健室業務の記録等のデータを整理・保管

し、データベース化に努めております。 

また、毎年学期ごとに、学校で行った健

康診断等の数値を記録した「健康の記録」

というファイルにまとめ、保護者に健康状

況をお知らせしております。 

更に、教育委員会では、学校ごとのデー

タを集約し、印西市全体のデータベース化

も図っており、この結果を全ての学校医に

配布し、いつまでも指導を受けられる体制

を整えております。 

現在、印西市の児童生徒の健康管理体制

につきましては、他の自治体より進んでい

る状況でございますが、今後もより一層の

充実に努めて参りたいと考えております。 

 

小中学校における放射能教室に関する

件ですが、本年、文部科学省で作成した「放

射線等に関する副読本」が全国の小中高等

学校に配布されました。併せて、小学生副

読本の教師向け解説編も配布されました。 

この副読本を活用して各学校において、

放射線や放射能、放射性物質の基礎的な知

識について指導することとなっておりま

す。 

また、平成２４年度からの中学校の新学

習指導要領の実施に伴い、理科の学習にお

いて、放射線の測定など放射能に関する内

容の学習も始まります。 

現在、放射能に関する情報につきまして

は、諸説様々な情報が入り乱れている現状

を鑑み、できるだけ正しい情報収集に努め

ながら、学校現場に提供して参りたいと考

えております。 
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５２ 

 除染にあたる職員、作業員の健康

管理への配慮を明記してください。 

除染実施計画の中の（２）注意点 

除染作業をする場合は、厚生労働省が示

した「除染等業務に従事する労働者の放射

線障害防止のためのガイドライン」に則し

て行うものとします。 

５３ 

意見 原則として、除染実施主体は全て

東京電力とし、市全域を除染対象と

する事。 

（国土を汚染した責任は東京電力

にあり、除染を市民の税金負担とす

る事はおかしい。） 

計画の中「９．その他（１）財源の確保」 

に明記してありますが、原因者負担の原則

からすれば、東京電力株式会社が除染に係

る費用の全額を負担するべきものです。ま

た、このたびの原子力発電所の事故は、国

のエネルギー政策の結果として生じたも

のです。従って、これまで原子力政策を推

進してきたことに伴う社会的責任を負っ

ていることから、国も除染に係る費用等の

財政措置を講じるべきものと考えます。 

このため、費用については、国には法に

基づく確実な財政措置を、東京電力株式会

社には、あらゆる機会を通じて賠償を求め

ていきます。 

５４ 

 計画期間を短縮する事。（例えば

１年前倒し）（セシウム１３４の２

年の半減期を待つ事により、未除染

とならない事。） 

計画期間は、国の放射性物質汚染対処特

措法に基づき作成する法定計画であるこ

とから平成２６年３月末日までとしてい

ますが、できる限り早急な除染を実施して

まいります。 

５５ 

 もっと積極的になって除染して

いることを PRするべき。印西市を

離れる市民を増やさないためにも、

市が全力で市民を守るために協力

してくれていることを示してくだ

さい。 

ご提案・ご要望を参考にしつつ、放射線

の情報等につきましては、ホームページや

広報で公表し、今後とも情報発信に努めて

まいります。 

５６ 

 汚染状況重点調査地域に指定さ

れた印西市は、柏市などと同じくか

なりの放射能に汚染されています。

目にも見えず臭いもしないのです

から、これほど怖い物質はありませ

ん。被曝により、特に子供たちには

予想のつかないさまざまな悪影響

が出てくると予想されます。 

除染等の実施については、原則として国

の除染関係ガイドラインに示す方法及び

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

交付要綱の中から必要なものを選定し実

施します。 

また、公共施設のうち学校等の子供の生

活空間となる施設を優先して実施します。 

除染実施後につきましても、現在、ホー
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 すでに原発事故から一年も過ぎ

てしまいました。ようやく除染が始

まるのですから、是非、一日も早く

子供の生活空間となる施設（幼稚

園、保育園、小・中学校）、さらに

公園、道路などの除染を確実に実施

されるよう要望します。セシウムは

時間とともに地下に深く浸み込む

そうです。なるべく深く土を削る必

要があると思います。また子供達の

遊び場となるような建物の裏や植

栽周り、茂みなども細かく丁寧な除

染を望みます。 

除染後も頻繁にモニタリングし、

その数値は速やかに公表してくだ

さい。子供達が近寄らないよう汚染

マップ作成も必要かと考えます。 

校庭の草むしり、夏のプール清掃

などの学校行事は、汚染状況重点調

査地域に指定された以上、子供たち

にはやらせないようお願いいたし

ます。国や県の方針を待つのではな

く、市として市民を守るという立場

で、積極的にどんどん行動していた

だきたいと考えます。 

ムページ、広報で公表しておりますが、幼

稚園・保育園、小・中学校等の放射線量の

測定については、除染後も引き続き測定を

実施し公表してまいります。 

５７ 

 放射線量基準は、法律に則って毎

時０．１１４マイクロシーベルト/

時間（１ミリシーベルト/年）とす

ること。 

理由 

１．大気、土壌が放射性物質で汚染

されている状況で、内部被曝が考慮

されていない。 

２．子供は被曝に対して、大人の約

４倍の影響を受ける。 

３．追加被曝線量の考え方は、屋外

８時間、屋内１６時間の生活パター

ンが強制されたものであり、これを

本計画は、印西市が国の放射性物質汚染

対処特措法に基づく汚染状況重点調査地

域に指定されたことにより、作成する法定

計画であるため、法に基づく項目で作成

し、国の基本方針に基づき、追加被ばく線

量を年間１ミリシーベルト以下（毎時０．

２３マイクロシーベルト未満）とすること

を目指します。 
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認めることはダブルスタンダード

となる。 

４．印西市は、放射線管理区域指定

が必要な程、高濃度に汚染されてい

る。 

５８ 

 小学校のプール水の測定前の洗

浄とプールの水の測定を予定され

ていますが、その前にプール及びプ

ール周りのブラシ洗浄もきちんと

計画に入れて下さい。 

プールの水質の検査については、平成２

３年に実施し、平成２４年度につきまして

は、ご提案・ご要望を参考にしつつ、今後、

協議してまいりたいと考えております。 

５９ 

 表土と下層土の入れ替えは実施

しないこと。 

（放射性物質が土地内に残留す

る。） 

除染等の措置については、原則として国

の除染関係ガイドラインに示す方法及び

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

交付要綱の中から施設に応じた除染方法

を進めていきます。 

６０ 

 土壌の表層削り取りを最優先と

する。 

（土壌を撤去しないと、埃となっ

て除染済みの場所が再汚染され

る。） 

除染等の措置については、原則として国

の除染関係ガイドラインに示す方法及び

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

交付要綱の中から施設に応じた除染方法

を進めていきます。 

６１ 

 除染区域対象を市全域（田、畑、

山林含む）とすること。 

毎時０．２３マイクロシーベルト以上の

区域を除染実施区域とし、農地、山林等に

ついては、今後、詳細な測定行い、方針、

方法等を決定します。 

６２ 

 市で貸し出ししてもらった線量

計で測ったところ、1 階も 2 階も

家の中で畑側がコンクリート側の

2倍の線量でしたので、優先順位は

子供の施設より低いのかもしれま

せんが農地の除染も進めていただ

けるとよいです。 

 

幼稚園などは高圧洗浄で建物、遊

具をきれいにするのでしょうか。園

庭は除染済みですが建物の除染の

際はもとの幼稚園も一緒に考えて

ください。 

30年の半減期のものがずっとあ

農地、山林等については、今後、詳細な

測定行い、方針、方法等を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園等での除染方法といたしまして

は、原則、国の除染関係ガイドラインに示

す方法及び放射線量低減対策特別緊急事

業費補助金交付要綱の中から必要なもの

を選定し、実施します。 
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30 

 

るより少しでも低減されると安心

です。 

 

県立花の丘公園は市の管轄外な

のでしょうか。 

県立の場所でも市内の子供たち

が安心して訪れることができるよ

うに除染を進めて頂きたいと思い

ます。 

 

 

市の通常の業務の他に放射性物

質への対応があり大変忙しい事と

思います。感謝しています。 

子育てのしやすい、自然の多い魅

力的な印西市に戻れることを願っ

ています。 

※自宅でしいたけを栽培してい

るのに(家庭菜園のような感じで

す)印西市産しいたけが出荷停止に

なっていることも知らないという

かたが身の回りでいらっしゃいま

した。もう少し市民全員に放射能の

汚染についてアナウンスしてもよ

いのではないかと感じます。 

 

 

 

県立公園の花の丘公園については、管理

者は、千葉県です。 

除染実施計画の中でも、千葉県が管理す

る土地及び施設については、施設管理者が

除染実施主体と明記してありますので、今

後、千葉県と協議しながら除染を進めてま

いります。 

 

 放射線関連の情報等につきましては、ホ

ームページや広報で公表し、今後とも情報

発信に努めます。 
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更新日：平成24(2012)年2月22日

発表日：平成24年2月22日

千葉県農林水産部森林課 
電話：043-223-2954

県産しいたけの放射性物質検査結果について(第16報)

県では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、県産しいたけの安全確認を行うた

め、国の協力を得ながら放射性物質検査を行い、その結果が判明したので、お知らせします。 
今回、3市4検体を分析した結果、印西市産のしいたけ(原木・露地栽培)から暫定規制値を超える放射性物
質が検出されました。 
このため、県は、印西市産のしいたけ(原木・露地栽培)の出荷自粛について印西市に要請しました。 
なお、当該しいたけについては、24年春期の出荷前の検査であり、市場には出回っておりません。 
また、検査を行った他の2市3検体については、いずれも暫定規制値以下でした。 
今後も定期的に林産物の放射性物質検査を継続して行い、県産林産物の安全性について迅速な検査結

果の公表に努めます。

検査結果

分析機関：(No.1,2)県農林総合研究センター、(No.3,4)厚生労働省東京検疫所

単位：ベクレル/kg

No. 栽培地 採取日 品目
放射性ヨウ素

131
放射性セシウム

134
放射性セシウム

137

1 成田市 2月20日
しいたけ

（原木・露地栽培）

検出せず

（2.135未満注2）
87.31  114.29 

2 印西市 2月20日
しいたけ

（原木・露地栽培）

検出せず

（3.338未満注2）
 424.44  568.90 

3 南房総市 2月20日
しいたけ

（原木・露地栽培）
検出せず 7.27   10.9

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東
日本大震災 > しいたけ・野生きのこ等の県産特用林産物の放射性物質検査結果 > 県産しいたけの放射性物
質検査結果について(第16報)

1/2 ページhttp://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/press/2011/h-kensakekka16k.html?pagePrint=1
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（1.37未満注2）

4 南房総市 2月20日
しいたけ

（原木・露地栽培）

検出せず

（1.25未満注2）
 8.20  10.9

※赤字下線は放射性セシウム134と137の合計が暫定規制値を超えたもの

 【参考】暫定規制値（野菜類） 

放射性ヨウ素：2,000ベクレル/kg 

放射性セシウム：500ベクレル/kg 

注1：ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が崩壊する数を表す。

注2：検出限界値未満であることを示す。各検体測定時における検出限界値は以下のとおり。（単位：ベクレ
ル/kg）

No. 放射性ヨウ素131 放射性セシウム134 放射性セシウム137

1 2.135 1.772 1.565

2 3.338 2.875 2.350

3 1.37 1.24 1.33

4 1.25 1.41 1.51

 

関連情報

農林水産業関連情報（東北地方太平洋沖地震） 

平成23年東北地方太平洋沖地震関連情報 

しいたけ・野生きのこ等の県産特用林産物の放射性物質検査結果 

このページに関するお問い合わせ

所属課室：農林水産部森林課林業振興室

電話：043-223-2966
ファクス：043-225-7448

千葉県庁 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号：043-223-2110（代表） 
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.

2/2 ページhttp://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/press/2011/h-kensakekka16k.html?pagePrint=1
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更新日：平成26(2014)年5月30日

たけのこの出荷制限・出荷自粛解除について

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、県内産たけのこの一

部が出荷制限・出荷自粛となっております。このページには、たけのこの出荷制限・出荷自粛解除に関す

る情報を掲載しています。

市町村別出荷制限・出荷自粛状況

地区 市町村名 品目 形態 現在の状況 開始日 解除日

千葉
市原市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月5日 平成25年10月23日

八千代市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月11日 平成25年10月23日

東葛飾

船橋市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月12日 平成25年10月23日

柏市 たけのこ 出荷制限 継続中 平成24年4月11日  

流山市 たけのこ 出荷自粛 継続中 平成24年3月27日  

我孫子市 たけのこ 出荷制限 継続中 平成24年4月6日  

印旛

印西市 たけのこ 出荷自粛 継続中 平成24年3月27日  

白井市 たけのこ 出荷制限 継続中 平成24年4月11日  

栄町 たけのこ 出荷制限 継続中 平成24年4月6日  

香取 香取市 たけのこ 出荷自粛 解除済 平成24年3月21日 平成25年10月23日

山武 芝山町 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月18日 平成25年10月23日

君津 木更津市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月5日 平成25年10月23日

計 12市町          

ホーム > 県政情報 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 農林水産部 > 森林課 > たけのこの出荷制
限・出荷自粛解除について

1/1 ページhttp://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/shinrin/rinsanbutsu/takenoko-kaijo.html?pagePrint=1
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 食安発０３１５第１号 

 平成２４年３月１５日 

 

都道府県知事 

各   保健所設置市長    殿 

 特  別  区  長 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部長 

 

 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製

品の成分規格等に関する省令別表の二の（一）の(1)の規定に基づき厚生労

働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部

を改正する件について 

 
 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令（平成 24年厚生労

働省令第 31 号）、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の（一）の(1)

の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件（平成 24年厚生労働省

告示第 129 号。以下「乳等告示」という。）及び食品、添加物等の規格基準の一部

を改正する件（平成 24年厚生労働省告示第 130号）が本日公布され、これにより乳

及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生省令第 52 号。以下「乳等省

令」という。）及び食品、添加物等の規格基準（昭和 34年厚生省告示第 370号。以

下「規格基準告示」という。）の一部が改正されたところであるが、その改正の概

要等は下記のとおりであるので、当該改正の概要等につき、関係者への周知徹底を

図るとともに、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。  

 

記 

 

第１ 改正の概要 

  平成 23年３月の東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労

働省は食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質の暫定規制値を設

定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法（昭和

22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第６条第２号に該当するものとして取

り扱ってきた。 

暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評

価され、安全は確保されているが、厚生労働省としては、より一層、食品の安全
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と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、

現在の年間５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに引き下げることを基本

として、薬事・食品衛生審議会において新たな基準値設定のための検討を進めて

きた。平成 24 年２月 24 日に行われた同審議会食品衛生分科会において、食品中

の放射性物質に係る基準値案が了承されたことを受け、法第 11条第１項に基づき、

乳等省令及び告示の一部の改正等を行い、食品中の放射性物質の規格基準を設定

するものである。 

 

第２ 改正等の内容 

１ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 

  別表の二の（一）の(1)の乳等（乳等省令第１条に規定する乳等をいう。） 

に含有してはならない物質として、厚生労働大臣が定める放射性物質を加えた

こと。 

 ２ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の（一）の(1)の規定に基づ 

き厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件 

次の各号に掲げる乳等の区分に応じ、含有してはならない放射性物質として、

それぞれ当該各号に定める濃度を超えるセシウム（放射性物質のうち、セシウ

ム 134及びセシウム 137をいう。以下同じ。）を以下のとおり、規定したこと。 

（１）乳等省令第２条第１項に規定する乳（以下「乳」という。）及び同条第 40 

項に規定する乳飲料（以下「乳飲料」という。）の濃度は、50Bq/kg。 

（２）乳児の飲食に供することを目的として販売するものであって、乳等省令第 

２条第 12項に規定する乳製品（以下「乳製品」という。）（乳飲料を除く。） 

並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品の濃度は、50Bq/kg。 

（３）前２号に掲げる食品以外の乳製品並びに乳及び乳製品を主要原料とする食 

品の濃度は、100Bq/kg。 

３ 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 

（１）第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項の１の食品に含有してはならない 

物質として放射性物質を加えたこと。 

（２）食品に含有されるセシウムは、次の表の第１欄に掲げる食品の区分に応じ、 

それぞれ同表の第２欄に定める濃度を超えるものであってはならないとした 

こと。 

第１欄 第２欄 

ミネラルウォーター類（水のみを原料とする清涼飲料水をいう。） 10Bq/kg 

原料に茶を含む清涼飲料水 10Bq/kg 

飲用に供する茶 10Bq/kg 

乳児の飲食に供することを目的として販売する食品（乳及び乳製

品の成分規格等に関する省令（昭和 26年厚生省令第 52号）第２

条第１項に規定する乳及び同条第 12項に規定する乳製品並びに

これらを主要原料とする食品（以下この表において「乳等」とい

50Bq/kg 
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う。）であって、乳児の飲食に供することを目的として販売する

ものを除く。） 

上記以外の食品（乳等を除く。） 100Bq/kg 

 なお、第２欄に定める濃度の測定については、以下の状態で行わなければなら

ないとしたこと。 

① 製造し、又は加工した食品については、原材料だけでなく、製造し、又は

加工された状態 

② 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態 

③ 食用植物油脂品質表示基準（平成 12年農林水産省告示第 1672号）第２条

に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油に

あっては、油脂の状態 

④ 原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する食品のうち、加工食品品質表

示基準（平成 12年農林水産省告示第 513号）別表２に規定する乾燥きのこ類

及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては、

水戻しをして食用に供する状態 

乾燥きのこ類は、日本標準商品分類（以下「商品分類」という。）に示された

乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげなどが該当する。乾燥野菜は、商品

分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除くものとし、かん

ぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがら

などが該当する。乾燥させた海藻類は、商品分類に示された加工海藻類のうち、

こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天などが該当する。乾燥させた

魚介類は、商品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、

さめひれなど、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこなどが該当する。 

 

第３ 施行・適用期日 

１ 乳等省令 

平成 24年４月１日から施行すること。 

２ 告示関係 

平成24年４月１日から適用すること。 

ただし、乳等告示の本文の規定にかかわらず、平成24年３月31日までに製造

され、加工され、又は輸入された乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする

食品のうち、乳及び乳製品に係る放射性物質にあっては200Bq/kgを超える濃度

のセシウムを、乳及び乳製品を主要原料とする食品に係る放射性物質にあって

500Bq/kgを超える濃度のセシウムを含有してはならないこと。 

また、規格基準告示の第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項の規定にかかわ

らず、平成24年３月31日までに製造され、加工され、又は輸入された食品のう

ち、清涼飲料水（果実飲料品質表示基準（平成12年農林水産省告示第1683号）

第２条に規定する果実飲料、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

品質表示基準（平成12年農林水産省告示第1634号）第２条に規定するにんじん
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ジュース及びにんじんミックスジュース並びにトマト加工品品質表示基準（平

成12年農林水産省告示第1632号）第２条に規定するトマトジュース、トマトミ

ックスジュース及びトマト果汁飲料を除く。以下同じ。）及び酒税法（昭和28

年法律第６号）第２条第１項に規定する酒類（以下「酒類」という。）（いずれ

も米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用に供される部分（筋肉、脂肪、肝

臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。）並びに大豆を原材料とするも

のを除く。）にあっては200Bq/kg、同日までに製造され、加工され、又は輸入

された食品（清涼飲料水、酒類、米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部

分並びに大豆並びに米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分並びに大豆

を原材料として製造され、加工され、又は輸入された食品を除く。）にあって

は500Bq/kg、米並びに牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分にあっては

500Bq/kg（平成24年９月30日までの間に限る。）、米並びに牛の筋肉、脂肪、肝

臓、腎臓及び食用部分を原材料として平成24年９月30日までに製造され、加工

され、又は輸入された食品（清涼飲料水及び酒類を除く。）にあっては500Bq/kg、

米並びに牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分を原材料として平成24年９

月30日までに製造され、加工され、又は輸入された清涼飲料水及び酒類にあっ

ては200Bq/kg、大豆にあっては500Bq/kg（平成24年12月31日までの間に限る。）、

大豆を原材料として平成24年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入さ

れた食品（清涼飲料水及び酒類を除く。）にあっては500Bq/kg、大豆を原材料

として平成24年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入された清涼飲料

水及び酒類にあっては200Bq/kgを超える濃度のセシウムを含有するものであ

ってはならないものとしたこと。 

 

第４ その他の留意事項 

１ 規格基準告示の第１欄に定める茶の範囲 

チャノキの茶葉とすること。ただし、発酵工程を経た茶葉は除くものとした 

こと。 

２ 「乳児用食品」の範囲 

（１）法に基づく規格基準において規定された「乳児用食品」の対象となる「乳 

児」の年齢については、児童福祉法等に準じて「１歳未満」をその対象とす 

ること。 

（２）一般消費者がその表示内容等により乳児（１歳未満）向けの食品であると 

認識する可能性が高いものとすること。 

（３）消費者庁において、法に基づく乳児用食品の表示に関する基準が設定され 

る予定であること。 

 ３ 食品取扱施設で使用する水は、水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設 

定がされることを踏まえ、適切に管理されたいこと。 

４ 試験法関係 

食品中の放射性物質の試験法については、別途通知することとしていること。 
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第５ 消費者等への情報提供 

食品中の放射性物質については、厚生労働省ホームページにおいてＱ＆Ａを掲 

載し、消費者等に対して情報提供を行う予定であるので、貴職においても情報提 

供に際し活用されたいこと。 
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だ
さ
い
。

　
書
類
の
提
出
後
、
空
間
放
射
線
量

を
測
定
し
、
地
表
か
ら
1
ｍ
の
高
さ

で
、
毎
時
0
・
2
3
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
上
の
個
所
が
あ
る
場
合
、

後
日
あ
ら
た
め
て
除
染
を
行
い
ま
す
。

【
除
染
の
内
容
】

　
除
染
は
空
間
放
射
線
量
の
測
定
結

果
に
応
じ
て
、
市
が
有
効
な
も
の
を

選
定
し
て
行
い
ま
す
。
除
染
の
手
法

は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
壁
面
の
清
掃
、
ふ
き
取
り
。

▼
雨
ど
い
な
ど
の
清
掃
、
洗
浄
、
汚

泥
の
除
去
。

▼
側
溝
な
ど
の
清
掃
、
洗
浄
、
汚
泥

除
去
。

▼
枝
葉
の
せ
ん
定
、
落
ち
葉
の
除
去
、

▼
室
内
や
ベ
ラ
ン
ダ
の
除
染
は
行
い

ま
せ
ん
。

▼
電
源
や
重
機
を
用
い
る
作
業
は
行

い
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
間
】

　
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
ま
た
は
、

妊
婦
の
居
住
世
帯
は
、　
月
1
日
か

10

ら
　
月
　
日
ま
で
。

10

31

　
そ
れ
以
外
の
世
帯
は
、　
月
以
降

11

か
ら
開
始
。

【
申
し
込
み
方
法
】

　
申
し
込
み
希
望
者
は
「
住
宅
の
除

染
測
定
申
込
書
兼
同
意
書
」（
環
境

保
全
課
、
各
支
所
・
出
張
所
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
）
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
・
F
A
X
・

メ
ー
ル
で
市
環
境
保
全
課
ま
で
。

　
持
参
の
場
合
は
、
市
環
境
保
全
課
、

各
支
所
総
務
課
・
各
出
張
所
の
窓
口

に
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵

送
・
直
接
提
出
を
問
わ
ず
、
測
定
お

よ
び
除
染
の
順
番
は
申
込
書
の
提
出

順
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
）。

※
郵
送
・
F
A
X
・
メ
ー
ル
の
場
合

は
、
前
項
の
申
込
期
間
内
に
必
着
で

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
直
接
持
参
し

て
提
出
す
る
場
合
は
、
月
～
金
曜
日
・

午
前
8
時
　
分
～
午
後
5
時
　
分

30

15

（
祝
休
日
を
除
く
）
の
み
受
け
付
け
ま

す
。

【
測
定
の
実
施
日
時
の
決
定
】

　
申
し
込
み
受
け
付
け
後
は
、
市
で

日
程
を
調
整
し
、
申
込
者
に
現
地
の

事
前
測
定
実
施
予
定
日
時
を
通
知
し

ま
す
。

　
都
合
の
悪
い
場
合
は
、
市
役
所
環

境
経
済
部
環
境
保
全
課
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
状
況
に
よ
っ
て
は
、
相

当
の
期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

■問 
環
境
保
全
課
放
射
線
対
策
室
（
〒

印
西
市
大
森
2
3
6
4
―
2
・
緯
内

線
3
6
6
～
3
6
8
・
胃
碓42 
7
2
4

2
・
■メール k

an
k
y
o
u
k
a@
city
.in

zai.lg
.jp

）。

除
草
。

【
除
染
の
流
れ
】

　
空
間
放
射
線
量
の
事
前
測
定
を
行

い
、
地
表
か
ら
1
ｍ
の
高
さ
で
の
測

定
値
が
、
毎
時
0
・
2
3
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
の
場
合
は
、
申
込

者
と
除
染
作
業
に
つ
い
て
協
議
し
、

合
意
を
整
え
、
後
日
作
業
を
行
い
ま

す
。
合
意
の
な
い
場
合
は
除
染
作
業

を
行
い
ま
せ
ん
。

　
作
業
終
了
後
は
空
間
放
射
線
量
の

事
後
測
定
を
行
い
、
除
去
土
壌
な
ど

が
発
生
し
た
場
合
は
、
敷
地
内
に
保

管
し
ま
す
。

碓伺 
注
意
点

▼
空
間
放
射
線
量
の
測
定
お
よ
び
作

業
の
際
に
は
、
必
ず
申
込
者
が
立
ち

会
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
雨
天
の
場
合
は
作
業
を
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
そ
の
際
は
市
か
ら
申
込
者

へ
そ
の
旨
を
連
絡
し
ま
す
。

【
対
象
】

　
除
染
の
申
し
込
み
が
で
き
る
人
は
、

除
染
実
施
区
域
内
（
印
西
市
放
射
性

物
質
除
染
実
施
計
画
内
の
除
染
実
施

区
域
）
の
戸
建
て
住
宅
所
有
者
、
ま

た
は
借
受
人
（
借
受
人
が
申
し
込
む

場
合
は
、
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で

す
）。
　
集
合
住
宅
の
場
合
は
、
管
理
組
合

代
表
者
（
管
理
組
合
が
な
い
場
合
は

所
有
者
）。

【
そ
の
ほ
か
】

▼
除
染
実
施
後
は
最
低
限
の
覆
土
な

ど
は
行
い
ま
す
が
、
取
り
除
い
た
植

栽
な
ど
の
復
旧
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
除
染
を
行
っ
て
も
、
周
辺
環
境
な

ど
の
状
況
で
空
間
放
射
線
量
が
毎
時

0
・
2
3
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
未

満
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
庭
全
面
の
表
土
や
芝
の
は
ぎ
取
り

は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
雨
ど
い
、
低
木
お
よ
び
壁
面
は
高

さ
1
・
5
ｍ
以
内
と
し
ま
す
。

▼
埋
設
さ
れ
た
雨
水
管
の
清
掃
は
行

い
ま
せ
ん
。

　
今
年
1
月
1
日
に
完
全
施
行
さ
れ

た
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措

法
」
に
基
づ
き
、
市
で
は
「
印
西
市

放
射
性
物
質
除
染
実
施
計
画
」
を
4

月
に
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、
長
期
的
な
目
標

と
し
て
「
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間

1
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
ま
す
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
民
有
地
に
お
け
る
住
宅

に
つ
い
て
も
、
主
に
国
に
よ
る
財
政

措
置
の
下
、
市
が
除
染
実
施
主
体
と

な
り
、
空
間
放
射
線
量
を
測
定
し
た

上
で
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
除
染
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

　
除
染
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
は
、

次
の
内
容
を
確
認
し
申
し
込
ん
で
く
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西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放
射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射
線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策
情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情
報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

 印
西
市
 放
射
線
対
策
 情
報
　
　謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂666666666666666666666

民
有
地
の
除
染
（
戸
建
て
住
宅
な
ど
の

除
染
）
の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

胸除染実施区域胸
学区に含まれる除染対象区域(街区名※)学区

大森、鹿黒、亀成、発作、相嶋、浅間前大森小学校区
木下、木下南一丁目、木下南二丁目、竹袋、別所、宗甫、木下東一丁目、木下
東二丁目、木下東三丁目、木下東四丁目、平岡

木下小学校区

小林の一部、小林浅間一丁目、小林大門下一丁目、小林大門下二丁目、小林大門下三丁目小林小学校区
小林の一部、小林北一丁目、小林北二丁目、小林北三丁目、小林北四丁目、小
林北五丁目、小林北六丁目、小林浅間二丁目、小林浅間三丁目、

小林北
小学校区

中根、荒野、角田、竜腹寺、惣深新田飛地、滝、物木、笠神の一部、中、萩埜、桜野、みどり台本埜第一
小学校区

瀬戸、山田、吉高、萩原、松虫六合小学校区
美瀬一丁目、美瀬二丁目、舞姫一丁目、舞姫二丁目、舞姫三丁目、若萩一丁目、
若萩二丁目、若萩三丁目、若萩四丁目

いには野
小学校区

滝野一丁目、滝野二丁目、滝野三丁目、滝野四丁目、滝野五丁目、滝野六丁目滝野小学校区
原一丁目、原二丁目、原三丁目、原四丁目、東の原一丁目、東の原二丁目、東の原三丁目、草深の一部原小学校区

西の原一丁目、西の原二丁目、西の原三丁目、西の原四丁目、西の原五丁目、草深の一部西の原
小学校区

高花一丁目、高花二丁目、高花三丁目、高花四丁目、高花五丁目、高花六丁目、草深の一部高花小学校区
内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、戸神台一丁目、中央南一丁目内野小学校区
原山一丁目、原山二丁目、原山三丁目、泉、多々羅田の一部原山小学校区
小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小倉台四丁目、武西学園台一丁
目、武西学園台二丁目、武西学園台三丁目、戸神台二丁目、中央南二丁目

小倉台
小学校区

木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、木刈五丁目、木刈六丁目、
木刈七丁目、大塚三丁目、牧の木戸一丁目

木刈小学校区

浦部、浦部村新田、白幡、浦幡新田、高西新田、小倉、和泉永治小学校区
※複数の学区にまたがる字は「○○の一部」と表記。

生活空間（住宅など）における除染の手引き
３．除染作業について
　　除染作業は、放射性セシウムを除去し、放射線を低減させるために行うもので、その作業
内容は一般家庭で行われている清掃の手法とほぼ同じです。目に見える一般の汚れを清掃する
ことによって、目に見えない放射性セシウムによる汚染も一緒に除去できるものです。
【作業時の注意点】
①服装は、放射性セシウムが付着してもすぐに落とせるような服装が望ましい。
　例：マスク（サージカル・防塵マスクなど）雨カッパおよびゴム長靴、ゴム手袋など
②こまめに水分補給を行い熱中症には十分気をつける。
③高所作業を行う場合には、安全対策（ヘルメットなど）をしっかり講じ注意を払う。
④子どもを放射能から守るために行う作業なので、子どもや妊婦などには作業をさせないだけ
　でなく、作業場所の周辺に立ち入りさせない。
【作業方法】
①除染対象の箇所や環境に応じ、作業を行うために必要な用具類を使用する。
　例：シャベル　→　雨樋下の土壌の除去
　　：草刈り機、剪定ばさみ　→　局所的に生えている草刈り、枝葉を切る
　　：ホウキ、チリトリ　→　落ち葉の除去
　　：ぞうきん　→　窓、壁・柱（高い所から低い所へ拭き取る）、雨樋など
　　：ブラシ　→　コンクリート、石材などの洗浄（路面、屋根等）
②「発生したごみ等の処理」と「保管方法」
　　雑草、刈り草、落ち葉、樹木の剪定などで発生したものは、付着している土を取り除き一
般　廃棄物（家庭系ごみ）として処分します。
怯局所的に数値が高いと言われている雨樋下などの土壌の除染作業方法の例
憶「天地返しの法」：土の表層と下層を入れ替える
臆「埋設する方法」： 敷地内であまり近づかない場所に、穴を掘って土（覆土）を掛けて埋める
※上記臆の作業で発生した土は、廃棄物として処分できないため、作業した土地（発生場所）
において一時保管することになります。
【作業後の注意点】
①手洗い、うがい、シャワーなどで汚れを落します。
②衣類などは、速やかに洗濯します。（日常の洗濯で十分です。）再使用できます。
③使用したマスク、手袋、ぞうきんなどの使い捨てものは、家庭系ごみとして処分します。
④長靴やその他用具類は、よく洗い汚れを落としてください。
※詳しくは下記まで。
■問 環境保全課放射線対策室（緯内線366～368）。

１．環境中の放射性物質による被ばく線量を下げるための方法（環境省HPより）
環境中にある放射性物質による被ばく線量を低減するための方法には、放射性物質を、「取り除
く」、「遮(さえぎ)る」、「遠ざける」の3つがあります。これらの方法を組み合わせて対策を
行うことが「除染」です。

２．除染作業を行うための自宅の空間放射線量の把握
　　現在、住宅環境において原因となっている放射性物質は放射性セシウム（Cs-134：半減期
約2年、およびCs-137：半減期約30年）です。
　放射性セシウムの大部分は、地表面（地面、草木の表面、埃、泥、枯葉など）、屋根、樹木に
存在し、局所的に周辺と比べ、放射線量が高い場所のことをマイクロスポットといいます。

マイクロスポットの例（福島県ホームページより）
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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

剪
定
枝
の
粉
砕
機
、

生
ご
み
処
理
機
の
貸
し
出
し

　
市
で
は
、
各
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ

る
生
ご
み
お
よ
び
剪
定
枝
の
減
量
化
、

資
源
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

剪
定
枝
粉
砕
機
（
エ
ン
ジ
ン
式
、
電

平成２５年（２０１３）１月１日号（１０）

パート詠

耐
震
相
談
会

　
市
で
は
住
宅
や
建
築
物
の
耐
震
化

を
推
進
す
る
た
め
、
千
葉
県
建
築
士

会
や
千
葉
県
建
築
士
事
務
所
協
会
と

連
携
を
図
り
、
市
内
の
住
宅
・
建
築

物
を
対
象
に
、
耐
震
相
談
を
行
い
ま

す
。

■時 
1
月
　
日
蚊
・
午
後
1
時
～
。

27

■場 
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
い
ん
ば
（
美

瀬
）。

胸
相
談
可
能
な
内
容
…
市
内
に
建
つ

住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
診
断
・
耐
震

設
計
・
耐
震
改
修
に
関
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
特
殊
構
造
・
大
規
模
の
建

築
物
は
相
談
員
の
手
配
が
で
き
る
場

合
に
お
受
け
し
ま
す
。
相
談
に
は
図

面
な
ど
が
必
要
で
す
。
当
日
の
診
断

な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
申
込

時
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

胸
相
談
時
間
…
一
件
当
た
り
　
分
～

30

1
時
間
程
度
。

胸
応
募
者
要
件
…
市
内
に
建
つ
住

宅
・
建
築
物
の
所
有
者
・
管
理
者
も

リ
サ
イ
ク
ル
施
設
見
学
会
を
開
催

　
み
な
さ
ん
が
出
し
て
い
る
家
庭
ご

み
、
資
源
物
が
ど
の
よ
う
に
選
別
さ

れ
、
処
理
、
再
生
さ
れ
て
い
る
か
ご

存
じ
で
す
か
。
こ
の
見
学
会
は
、
ご

み
の
分
別
と
、
減
量
化
の
大
切
さ
を

学
ぶ
た
め
、
ご
み
処
理
施
設
、
リ
サ

イ
ク
ル
施
設
な
ど
を
見
学
す
る
バ
ス

ツ
ア
ー
で
す
。
印
西
ク
リ
ー
ン
セ
ン

し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
人
。

■費 
無
料
。

胸
受
付
件
数
…
実
施
日
ご
と
に
先
着

順
4
件
程
度
。

■申 
1
月
　
日
俄
ま
で
に
、
左
記
ま
で

21

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
特

殊
構
造
・
規
模
の
建
築
物
は
二
週
間

前
を
締
め
切
り
と
し
ま
す
。

■問 
建
築
課
住
宅
班
（
緯
内
線
7
7

6
）。

県
営
住
宅
空
家
入
居
資
料
の
配
付

　
県
営
住
宅
の
募
集
お
よ
び
空
家
状

況
資
料
な
ど
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
募
集
資
料
は
二
種
類
、
空
家
入
居

（
年
4
回
／
4
・
7
・
　
・
1
月
）・

10

常
時
（
毎
月
）
で
す
。
資
料
は
募
集

月
の
前
月
末
ご
ろ
か
ら
配
布
し
ま
す
。

胸
配
布
場
所
…
市
役
所
建
築
課
お
よ

び
各
支
所
、
中
央
駅
前
出
張
所
、
牧

の
原
出
張
所
。

　
資
料
な
ど
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ

は
、
千
葉
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住

宅
管
理
部
募
集
課
（
緯
0
4
3
―
2

2
2
―
9
2
0
0
）
へ
。

■問 
建
築
課
住
宅
班
。

タ
ー
で
発
生
す
る
余
熱
を
、
地
域
冷

暖
房
に
利
用
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー
の
見
学
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ご
み
問
題
や
環
境
に

つ
い
て
学
習
し
、
ご
み
減
量
化
に
つ

な
げ
ま
し
ょ
う
。
案
内
役
は
、
市
民

活
動
団
体
「
温
暖
化
防
止
印
西
」
が

努
め
ま
す
。

■時 
2
月
　
日
牙
・
午
前
9
時
～
午
後

14

4
時
（
午
前
9
時
ま
で
に
市
役
所
一

階
ロ
ビ
ー
集
合
、
受
け
付
け
後
バ
ス

で
移
動
）。

■内 
印
西
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
一
般

廃
棄
物
の
焼
却
な
ど
／
大
塚
）、
㈱

千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
・
熱

供
給
事
業
本
部
（
焼
却
場
の
余
熱
を

利
用
し
た
地
域
冷
暖
房
／
大
塚
）、

印
西
地
区
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

（
埋
め
立
て
処
分
／
岩
戸
）、
㈱
佐
久

間
・
印
西
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

（
古
紙
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の

中
間
処
理
／
松
崎
台
）、
㈱
印
旛
共

進
（
ビ
ン
・
カ
ン
な
ど
の
中
間
処

理
／
小
林
）。

■対 
市
民
。
■定 
　
人
。
■費 
無
料
。

30

■他 
弁
当
、
筆
記
用
具
持
参
。

■申 
2
月
7
日
牙
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
は
除
く
）
ま
で
に
、
電
話
か
メ
ー

ル
、
ま
た
は
直
接
左
記
窓
口
ま
で

（
先
着
順
）。

■問 
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推
進

班
（
緯
内
線
3
8
3
・
■メール cle

an
k

a@
city
.in
zai.lg

.jp

）。

障
が
い
福
祉
　
巡
回
相
談

　
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や

悩
み
な
ど
の
相
談
に
相
談
員
が
応
じ

ま
す
。

■時 
①
毎
週
火
曜
日
（
1
月
1
日
は
除

く
）・
午
前
　
時
～
正
午
、
②
毎
週
水

10

曜
日
（
1
月
2
日
は
除
く
）・
午
前

　
時
～
正
午
。

10■場 
①
印
旛
支
所
1
階
相
談
室
、
②
本

埜
支
所
1
階
相
談
室
。

■申 
い
ん
ば
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

（
緯
碓99 
2
5
0
1
）。

■問 
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
班
（
緯
内

線
2
6
8
）。

街
か
ど
心
の
相
談
番
外
編

一
歩
ふ
み
だ
す
「
若
者
塾
」

■時 
1
月
　
日
牙
・
午
後
1
時
　
分
～

17

30

3
時
　
分
。

30

■場 
そ
う
ふ
け
ふ
れ
あ
い
の
里
。

■内 
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
中
心
に
、
対

人
関
係
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
改

善
・
学
習
。

■対 
　
歳
～
　
歳
の
ひ
き
こ
も
り
が
ち

15

35

な
若
者
と
そ
の
家
族
。

■申 
初
回
参
加
者
は
、
事
前
面
接
を
行

い
ま
す
。
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■問 
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
班
（
緯
内

線
2
6
8
）。

相
談

環
境

糖
尿
病
性
腎
食
に
は
対
応
で
き
ま
せ

ん
。

■定 
　
人
。
■費 
5
0
0
円
（
材
料
費
）。

30
■他 
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き
ん
、
ふ
き
ん

2
枚
持
参
。

■申 
1
月
　
日
画
ま
で
に
、
電
話
で
左

25

記
ま
で
。

■問 
健
康
増
進
課
成
人
保
健
班
（
緯
碓42 

5
5
9
5
）。

元
気
モ
リ
モ
リ
 〝
子
ど
も
の

ご
は
ん
〟出
前
健
康
講
座

■時 
2
月
　
日
画
・
午
前
　
時
～
午
後

15

10

3
時
（
受
け
付
け
9
時
　
分
～
）。

40

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
1
号
館
。

■内 
児
童
･
生
徒
を
持
つ
お
母
さ
ん
に
、

食
事
の
大
切
さ
や
メ
ニ
ュ
ー
作
り
の

食
事
で
防
ご
う
！生

活
習
慣
病
講
座

　
高
血
圧
、
脂
質
代
謝
異
常
、
高
血

糖
な
ど
生
活
習
慣
病
が
心
配
な
人
。

一
緒
に
食
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

■時 
1
月
　
日
峨
・
午
前
　
時
～
午
後

29

10

2
時
。

■場 
ふ
れ
あ
い
文
化
館
（
原
）。

■内 
講
義
（
健
康
食
生
活
の
ポ
イ
ン

ト
）
お
よ
び
試
食
。

■対 
市
内
在
住
で
、
ご
本
人
、
家
族
の

生
活
習
慣
病
が
心
配
な
人
。
た
だ
し
、

健
康

剪定枝粉砕機（エンジン式剪定枝粉砕機（エンジン式））

剪定枝粉砕機（電気式剪定枝粉砕機（電気式））

生
ご
み
処
理

生
ご
み
処
理
機機

説明を聞きながら、実際のリサイクル処理作業を見説明を聞きながら、実際のリサイクル処理作業を見学学

　
放
射
線
物
質
に
よ
る
内
部
被
ば
く

の
状
況
を
皆
さ
ん
自
身
で
確
認
で
き

る
よ
う
、
妊
婦
と
高
校
生
相
当
ま
で

の
年
齢
に
あ
る
人
を
対
象
に
ホ
ー
ル

ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
に
よ
る
内
部
被
ば

く
測
定
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

※
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
と
は
、

体
内
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
か
ら

放
出
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
を
体
外
に
設

置
し
た
検
出
器
を
用
い
て
計
測
す
る

も
の
で
す
。

■対 
測
定
日
に
印
西
市
に
住
民
票
が
あ

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

煙
測
定
日
に
妊
娠
し
て
い
る
人
。

煙
高
校
生
相
当
ま
で
の
年
齢
に
あ
る

人
。
　
た
だ
し
、
乳
幼
児
で
測
定
が
困
難

な
場
合
は
、
生
活
を
共
に
し
て
い
る

保
護
者
が
代
わ
り
に
測
定
可
。
測
定

が
困
難
な
乳
幼
児
が
2
人
以
上
い
る

都
市

気
式
）、
生
ご
み
処
理
機
の
普
及
、
促

進
を
図
る
た
め
機
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
機
器
の
貸
し
出
し
に
つ
き

ま
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問 
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推
進

班
（
緯
内
線
3
8
3
）。

ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
（
調
理
実

習
あ
り
）。

■対 
高
花
近
隣
に
住
む
保
護
者
。

■定 
　
人
。

20
■費 
3
0
0
円
程
度
（
材
料
費
）。

■他 
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き
ん
、
ふ
き
ん

を
持
参
。

■申 
1
月
　
日
画
ま
で
に
、
左
記
へ
。

25

■問 
高
花
地
区
地
区
健
康
推
進
員
・
奥

山
（
■携 
0
9
0
―
9
8
5
4
―
5
1

2
6
）。

歯
科
衛
生
士
の
復
職
支
援
研
修
会

　
千
葉
県
歯
科
医
師
会
で
は
歯
科
衛

生
士
復
職
支
援
を
目
的
と
し
、『
千

葉
県
歯
科
医
師
会
歯
科
衛
生
士
復
職

支
援
研
修
会
』
を
開
催
し
ま
す
。

■時 
1
月
　
日
蚊
、　
日
蚊
・
両
日
と

20

27

も
午
前
9
時
　
分
～
午
後
5
時
（
全

30

2
日
）。

■場 
千
葉
県
歯
科
医
師
会
館
（
千
葉
市

美
浜
区
）。

■定 
1
0
0
人
。

■費 
無
料
。

■申 
電
話
で
左
記
へ
。

■問 
千
葉
県
歯
科
医
師
会
（
緯
0
4
3

―
2
4
1
―
6
4
7
1
）。

場
合
で
も
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
保

護
者
は
1
人
だ
け
。

胸
助
成
金
額
…
一
人
3
街
0
0
0
円

以
内
。
生
活
保
護
者
受
給
世
帯
の
人

は
、
一
人
6
街
0
0
0
円
以
内
。

※
一
人
1
回
の
み
。

胸
助
成
対
象
と
な
る
測
定
期
間
…
1

月
1
日
～
3
月
　
日
。

31

胸
測
定
機
関
…
指
定
は
、
あ
り
ま
せ

ん
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

■申 
4
月
1
日
俄
ま
で
に
、
測
定
結
果

が
確
認
で
き
る
書
類
と
領
収
書
の
原

本
、
振
り
込
み
を
希
望
す
る
口
座
の

通
帳（
本
人
か
同
世
帯
の
方
の
も
の
）

認
め
印
、
妊
婦
の
人
は
、
母
子
健
康

手
帳
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
人
は

生
活
保
護
受
給
証
明
書
を
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

■問 
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
班

（
緯
碓42 
5
5
9
5
）。

 ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
測
定
費
用
を
助
成
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役に立った どちらともいえない 役に立たなかった

見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 

トップ 暮らしの情報 東日本大震災・放射線関連情報 放射性物質検査

印西市産たけのこの出荷自粛が解除されました

[2015年1月23日]

印西市産たけのこ生産者の皆さまへ

 平成24年3月27日付で千葉県から出荷自粛の要請を受けていた印西市産たけのこが、平成27年1月22日をもって条件付きで
出荷自粛が解除されました。 

安全性を高めるため、出荷・販売をするには、下記の手続きが必要です。

 

出荷・販売するための方法

1．平成27年春産のたけのこについて、千葉県が放射性物質検査を3検体（3箇所）実施します。この検査結果が基準値内であ
ることが大前提となります。

2．出荷・販売を希望する生産者は、「印西市たけのこ生産者台帳」に登録されていること。

3．台帳に登録された生産者は、出荷前に市の簡易検査を受け、「たけのこ出荷可能生産者証明書」の交付を受けること。

※生産者台帳に登録していないと、出荷前検査を受けることができません。

出荷前検査が開始されると混雑が予想されるため、生産者台帳の登録はお早めにお済ませください。

※証明書がないと出荷・販売はできませんのでご注意ください。

 ※各申請用紙は、印西市役所農政課・印旛支所・本埜支所の窓口にご用意しておりますが、提出は農政課の窓口のみとなり

ます。また、市ホームページからもダウンロードできます。

印西市産たけのこを販売される皆さんへ

 消費者の方に安全な商品を購入していただくために、印西市産タケノコを仕入れる場合には、「たけのこ出荷可能生産者証明

書」の交付を受けている生産者であることを、必ず確認してください。

自分で採取したたけのこを、個人経営の直売所・無人直売所で販売する場合も、証明書の取得は必要です。 

生産者台帳登録申請書

 (ファイル名：takeokodaicyou.docx サイズ：15.44KB)

印西市たけのこ生産者証明交付申請書

印西市たけのこ生産者証明交付申請書 (ファイル名：takenokosyoumei.docx サイズ：15.35KB)

docファイルの閲覧には  Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされ
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しいたけ・野生きのこ等の県産特用林産物の放射性物質検査結果•
 

ご意見をお聞かせください

このページの内容は役に立ちましたか？

このページは見つけやすかったですか？

このページに関するご質問やご意見は、下記「お問い合わせ」へご連絡ください。

送信  

お問い合わせ

印西市役所環境経済部農政課農政班

電話: 0476-42-5111（代） ファクス: 0476-42-7242（代）

1/2 ページhttp://www.city.inzai.lg.jp/0000001073.html
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和解仲介申立書 

 

 

平成２７年３月２７日 

 

 

原子力損害賠償紛争解決センター 御中 

 

 

 

 

 

            〒２７０－１３９６ 千葉県印西市大森２３６４番地２ 

                申 立 人  印 西 市 

                       印西市長職務代理者 

                       印西市副市長 髙 橋  諭 

 

 

 

 

            〒１００－８５６０ 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 

                相 手 方  東京電力株式会社 

                       代表執行役社長 廣 瀬  直 己 
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申立ての趣旨 

 

相手方は、申立人に対し、金１億４６４万７円を支払えとの和解の仲介を求める。 

 

 

和解の仲介を求める事項及び理由 

第１ 本申立てについて 

 １ はじめに 

 平成２３年３月１１日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故は、

広範囲に深刻な影響をもたらしている。この影響は本市にも及んでいることは明らか

である。 

 本市は、環境省より汚染状況重点調査地域に指定され、印西市放射性物質除染実施

計画により放射線量の低減化を実施している。また、農産物の一部が出荷自粛制限と

なっている状況である。 

 事故の対応は、平成２３年４月５日の飲料用地下水の放射性物質検査を皮切りに、

放射線対策の総合調整を担当するための放射線対策室の設置、印西市除染実施計画の

策定、公共施設等の空間放射線量の測定、農産物・流通食品・給食等の食品の放射能

濃度の測定、市民を対象とした放射線に対する講演会、除染の実施、放射線に対する

健康不安の相談の実施、内部被ばく測定に対する補助金の交付など全庁を挙げてこの

問題に取組んでいる。 
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 現在も、除染が必要な箇所が発見されること、指定廃棄物を市内に保管しているこ

と及び除染により発生した多くの除去土壌を現場保管しているなど、放射線対策業務

の必要性がなくなる見込みは立っておらず、今後も継続的に行われていくことが見込

まれる。 

 

２ 申立てに至る経緯の概要 

 本市は平成２３年度分を平成２４年５月２１日に、平成２４年度分を平成２５年５

月２３日にそれぞれ請求し、平成２７年２月６日には平成２３年度・平成２４年度及

び平成２５年度分を精査して改めて請求している。また、東京電力株式会社で賠償の

枠組みが定まったものとして、平成２５年１月２１日、平成２５年３月４日、平成２

５年３月２２日、平成２５年９月６日、平成２５年１０月４日及び平成２６年８月６

日に別途請求している。しかし、東京電力株式会社は、「中間指針などを踏まえ、損害

賠償範囲や手続きなどの検討を鋭意進めている」など曖昧で抽象的な回答を繰り返し

ている。 

 そのため、千葉県や県内市町村と連携して平成２６年８月５日付けで「原子力損害

賠償に係る質問」を東京電力株式会社に対し提出したが、平成２６年１０月１５日の

東京電力株式会社からの回答は、「原子力損害賠償紛争審査会が決定した中間指針など

を踏まえ、適切に対応させていただきたいと考えており、引き続き検討を進めてまい

ります。」であり、これまで同様の見解の繰り返しや形式論に終始するものが多く、具
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体的な内容が認め難く、損害賠償を誠実に進めていくという姿勢に欠けると言わざる

を得ない内容であった。 

 本市は、その後も継続的に交渉しているが、東京電力株式会社は自社の都合による

説明を繰り返すのみであり、任意の交渉進展が期待できない状況となっている。 

 以上のことから、東京電力株式会社が賠償に応じていない損害について適正な賠償

を求めるべく、本件申立てに至ったものである。 

 なお、本件申立てに含まれない、平成２６年度分は今後本件と同様に対応する予定

である。 

 

 

第２ 和解の仲介を求める事項（損害） 

 １ 概要 

 既述のように、本市は、多大な放射線対策業務を迫られることとなったが、これら

の業務は、これまでの自治体業務として行われていなかった業務であり、東京電力株

式会社福島第一原子力発電所事故がなければ行う必要のなかった業務である。 

 本申立ては、本市における平成２３年度、平成２４年度及び平成２５年度に生じた

損害の賠償を求めるものである。 

 本申立ての対象となっている損害は、①放射線量低減対策費用、②検査費用、③人

件費という３つの分類としてる。 
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 それぞれの概要は、①放射線量低減対策費用は、保育園や道路などの除染及び道路

除染に伴って発生した側溝汚泥を保管するための仮置場を設置するために要した費用、

②検査費用は、給食や農産物出荷前などの検査に要した費用、③人件費は、放射線対

策全般に専任で対応した職員の人件費である。 

 

２ 損害について（別表について） 

 上記損害概要が①から③までの各損害の詳細な項目は多岐にわたるため、それぞれ

別表として整理した。 

 別表１が放射線量低減対策費用について、別表２が検査費用について、別表３が人

件費についてのものである。 

 それぞれ、「項目」及び「内容」欄記載の損害につき、「金額」欄記載欄の額の賠償

を求めるものである。 

 

以 上 

 

  添付書類 

  申立書副本 ２通 
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3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

14
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(6

月
分

)
¥
50

,4
00

¥
2
5
,4

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

15
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(7

月
分

)
¥
51

,0
30

¥
2
5
,0

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

16
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(8

月
分

)
¥
51

,0
30

¥
2
5
,0

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

17
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(9

月
分

)
¥
50

,4
00

¥
2
5
,4

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

18
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(1

0月
分

)
¥
51

,0
30

¥
2
5
,0

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

別
表
２
　
検
査
費
用
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担
当

課
支

出
年

度
項

目
（
契

約
件

名
）

支
出

額
金

額
（
支

出
額

の
う

ち
申

立
額

）
内

容
（
詳

細
な

状
況

説
明

）

別
表
２
　
検
査
費
用

19
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(1

1月
分

)
¥
50

,4
00

¥
2
5
,4

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

20
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(1

2月
分

)
¥
79

,9
57

¥
3
9
,9

5
7

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

21
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(1

月
分

)
¥
51

,0
30

¥
2
5
,0

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

22
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(2

月
分

)
¥
49

,1
40

¥
2
4
,1

4
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

23
農

政
課

25
平

成
25

年
度

農
産

物
の

放
射

性
物

質
検

査
用

車
両

賃
貸

借
(3

月
分

)
¥
61

,5
30

¥
3
0
,5

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

賃
借

費
用

24
農

政
課

25
放

射
能

測
定

機
器

校
正

業
務

(ｶ
ﾞﾝ

ﾏ
線

ｽ
ﾍ
ﾟｸ

ﾄﾛ
ﾒ
ｰ

ﾀ
ｰ

L
B
20
45
)

¥
15

7,
50

0
¥
8
3
,5

0
0

農
産

物
出

荷
前

検
査

の
測

定
に

関
わ

る
測

定
器

の
校

正
費

用

25
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
4,

13
9

¥
2
,1

3
9

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

26
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
3,

75
3

¥
1
,7

5
3

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

27
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
5,

23
2

¥
2
,2

3
2

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

28
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
5,

07
3

¥
2
,0

7
3

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

29
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
5,

07
3

¥
2
,0

7
3

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

30
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
4,

81
7

¥
2
,8

1
7

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

31
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

員
用

長
靴

¥
4,

80
0

¥
2
,8

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
長

靴

32
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

消
耗

品
(ｷ

ｯﾁ
ﾝ

ﾍ
ﾟｰ

ﾊ
ﾟｰ

､ﾃ
ｨｯ

ｼ
ｭ､

除
菌

ﾀ
ｵ

ﾙ
)

¥
4,

47
0

¥
2
,4

7
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

33
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

消
耗

品
(ﾎ

ﾟﾘ
袋

N
o
.1

0、
N

o
.1

5)
¥
3,

55
0

¥
1
,5

5
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

34
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

消
耗

品
(ｷ

ｯﾁ
ﾝ

ﾍ
ﾟｰ

ﾊ
ﾟｰ

､ﾃ
ｨｯ

ｼ
ｭ､

除
菌

ﾀ
ｵ

ﾙ
)

¥
5,

13
0

¥
2
,1

3
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

35
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(ﾎ
ﾟﾘ

袋
)

¥
2,

00
0

¥
1
,0

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

36
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(包
丁

､
ま

な
板

等
)

¥
10

,3
10

¥
5
,3

1
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類
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出
年
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目
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契

約
件

名
）

支
出

額
金

額
（
支

出
額

の
う

ち
申

立
額

）
内

容
（
詳

細
な

状
況

説
明

）

別
表
２
　
検
査
費
用

37
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(粘
着

ﾏ
ｯﾄ

､使
い

捨
て

手
袋

等
)

¥
19

,6
44

¥
9
,6

4
4

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

38
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(L
B

20
45

用
ﾏ
ﾘ
ﾈ

ﾘ
ﾋ
ﾞｰ

ｶ
ｰ

)
¥
84

,0
00

¥
4
2
,0

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

39
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(E
P

S
O

N
ﾄﾅ

ｰ
 L

P
A

3E
T
C

15
)

¥
29

,4
00

¥
1
4
,4

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

40
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

消
耗

品
(除

菌
ﾀ
ｵ

ﾙ
)

¥
3,

98
0

¥
1
,9

8
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

41
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

事
業

用
消

耗
品

(L
B

20
45

用
ﾏ
ﾘ
ﾈ

ﾘ
ﾋ
ﾞｰ

ｶ
ｰ

専
用

蓋
)

¥
21

,0
00

¥
1
0
,0

0
0

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

検
査

す
る

際
、

必
要

と
な

る
消

耗
品

類

42
農

政
課

25
農

産
物

の
放

射
性

物
質

検
査

用
車

両
 ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
代

¥
4,

81
7

¥
2
,4

1
7

農
産

物
の

検
査

用
試

料
を

採
取

す
る

際
、

必
要

と
な

る
車

両
の

燃
料

費

¥
7
9
7
,3

1
1

※
　

N
o
.1

、
2
は

請
求

番
号

1
7
6
0
0
0
0
0
0
4
で

賠
償

対
象

外
と

さ
れ

た
も

の
。

　
　

 N
o
.8

、
9
、

1
0
は

請
求

番
号

1
P

5
0
0
0
0
0
0
6
で

賠
償

対
象

外
と

さ
れ

た
も

の
。

　
  
 N

o
.1

2
～

4
2
は

請
求

番
号

1
P

G
0
0
0
0
0
0
6
で

手
続

中
で

あ
っ

た
も

の
。

合
　

　
　

計
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担
当

課
支

出
年

度
項

目
（
契

約
件

名
）

支
出

額
金

額
（
支

出
額

の
う

ち
申

立
額

）
内

容
（
詳

細
な

状
況

説
明

）

1
環

境
保

全
課

23
職

員
人

件
費

¥
11

,6
44

,8
22

¥
1
1
,6

4
4
,8

2
2

放
射

線
対

策
専

任
職

員
人

件
費

　
　

　
（
う

ち
時

間
外

1
,1

8
1
,5

7
7
円

）

2
環

境
保

全
課

24
職

員
人

件
費

¥
41

,0
72

,7
78

¥
4
1
,0

7
2
,7

7
8

放
射

線
対

策
専

任
職

員
人

件
費

　
　

　
（
う

ち
時

間
外

7
6
7
,6

9
3
円

）

3
環

境
保

全
課

25
職

員
人

件
費

¥
36

,1
54

,4
49

¥
3
6
,1

5
4
,4

4
9

放
射

線
対

策
専

任
職

員
人

件
費

　
　

　
（
う

ち
時

間
外

2
9
6
,2

6
4
円

）

¥
8
8
,8

7
2
,0

4
9

合
　

　
　

計

別
表
３
　
人
件
費

- 157 -



議案第３７号 

  あっせんの申立てについて  

 次のとおりあっせんを申し立てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。  

  平成２７年３月６日提出 

印西市長   板 倉  正 直 

１ 申立ての概要  

  相手方に対し、本市が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、 

 平成２６年３月３１日までに被った損害について、賠償を求めるもの  

２ 申立て額  

  金１０４，６４０，００７円  

３ 申立て相手方  

  東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

  東京電力株式会社  

  代表執行役社長 廣瀬 直己  

４ あっせんの申立て先 

  東京都港区西新橋一丁目５番１３号

  原子力損害賠償紛争解決センター  
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「除染に関する緊急実施基本方針」等に関する要望書 

東京電力福島第一原子力発電所事敀は、収束まで長期化す 

ることが予想され、同事敀により放出された放射性物質によ 

る健康や生活環境への影響について、住民の不安が高まって 

おります。 

印旛郡市７市２町では、きめの細かい測定を行い、その結

果を公表して住民の不安を払拭すべき努力をしてまいりま

した。 

  現在、新たに政府が示した「除染に関する緊急実施基本方

針」等により、低減対策に取り組み、除染実施に向けて順次

作業を進めているところでございます。 

しかしながら、除染作業に不可欠な汚染土壌等の仮置場を 

確保することは極めて困難であり、除染した後の土、枝葉等

の処理をどこにするのか苦慮しております。 

つきましては、住民の不安を一日も早く解消し、健康と 

安全・安心な生活環境を確保するため、下記事項について、 

万全な対策を早急に講じていただきたく、国に働きかけるよ

う切にお願いいたします。 

記 

１． 除染において発生する汚染土壌等の保管施設及び処分

場を早急に確保するよう国に、働きかけること。 

２． 汚染土壌等の保管施設を設置、管理するまでの間、市

町が一時保管する施設の設置及び維持管理について、

国が経済的、技術的な支援を行うよう国に、働きかけ

ること。

３． 市町が負担し、又は負担することとなる放射線対策費

用について、責任を持って全額補償するよう国に、働

きかけること。 

４． 放射能に関し、国民が正しく理解できるよう直接説明

するよう国に、働きかけること。 
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放射性物質を含む焼却灰の手賀沼終末処理場を一時保管場所と

する決 定 に 対 し 、 よ り  γ事 な 説 明 を 求 め る 決

平成  24梓 8月 1813、千葉県知事は、放射性物 を含む焼却灰の

時保管場所について、手賀沼流域下水道終末処理場に 時保管場所を設

置する決定安 下 し た 。

この決定に際し、千葉県は、平成  23年 10月 31日iこ手賀沼流域下

水 道終来処盟 場 を 候 補 地 と し て提案後、本年  4月 26日に印西市議会合へ

の説明、  8丹 9日に近襲住践に対する住民説明会議ど実施したが、到底住

民の理解を持られたものとは欝い難く、ましてや投捺子市議会への税明

はいまだに実現していない状況でもあ号、広域自治体としての県の資務

(説明責任)を十分果たしていな い 中 で の 決 意 に 誌 、 印 西 前 議 会 と して

は納得のいくものではない o

緊急要盟した各市等は適地した状況であり、共助という点では十分 理

解できるものではあるが、住民説明会での質問に対しても、その後回 答

もなく、千葉莱と地元生民との溝が深まった J惑が否めない。

韓補地 j理 辺の  3自治会・町内会に対する住民説明会で十分な説明がで

きたとは設い難く、甫民 iこ対する全体説明会の実撞、施設の安全性や風

評被害 lこ対 する対応、終末処理場以外の一時保管場所の早急な提示、 一

時保管場所を慣久的な保管場所 と し な い こ と 等 を 填 重 に 検 討 し て いた

だき、より了事な説明を強く求めるものである  o

以上、決議する。

平成  24年 6月 19 諮

印西市議
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